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御国廻御行程記（三見村）

　　　　（山口県文書館蔵）
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明石（山口県文書館蔵）地下上申村絵図

地下上申村絵図飯井（山口県文書館蔵）



床並一里塚地下上申村絵図（山口県文書館蔵）

復元した床並一里塚
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法明山善照寺

香林山円徳寺
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三田八幡宮に奉納の神楽舞（岩戸）

手水川の神楽舞（三 場）



床並の神楽舞（太刀）

中山の神楽舞（三枚米）
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は
じ
め

－・
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一 一

　
平
成
三
年
十
一
月
美
東
町
の
長
立
銅
山
跡
か
ら
一
佐
美
郷
槻
原
里
庸
米
六
斗
、
天
平
三
年
九
月
」
と
書
か
れ

た
木
簡
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
佐
芙
郷
は
今
私
ど
も
か
住
ん
で
い
る
、
こ
見
で
す
が
、
当
時
は
美
祢
郡
に
属
し

て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
私
ど
も
は
今
か
ら
千
。
。
百
年
も
昔
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ふ
る
甲
三
見
の
先
人
達
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
仕
組
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を

営
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
現
代
を
生
き
る
私
ど
も
に
と
っ
て
、
郷
Ｌ
の
先
人
達
か
育
み
築
い
て
き
た
ふ
る
里
の
歴
史
の
歩
み
を
後
世
に

伝
え
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
い
。
古
文
書
・
古
記
録
・
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
等
の
資
料
を
参

考
に
し
て
、
書
き
記
し
て
み
ま
し
た
。

　
ま
だ
不
備
な
部
分
も
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
か
、
ふ
る
里
の
歴
史
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
々
の
少
し
で

も
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
す
。

秀
　
　
道

元
萩
市
三
見
公
民
館
長

　
　
　
　
　
阿
　
　
武



に
よ
せ
て

発

刊

前
文
部
科
学
大
臣

衆
議
院
議
員

　
　
河
　
　
村

　
こ
の
た
び
「
ミ
見
の
歴
史
」
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
丼
者
、
阿
武

秀
道
先
生
は
じ
め
、
編
纂
に
あ
た
ら
れ
た
「
三
位
ふ
る
さ
と
史
の
会
」
の
み
な
さ
ん
の
ご
努
力
に
心
よ
り
敬
意

と
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　
私
は
小
学
生
の
頃
、
母
か
ら
か
・
・
。
見
（
さ
ん
み
）
の
名
前
は
、
壇
の
浦
の
源
平
合
戦
に
敗
れ
た
平
家
の
落
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂
ｉ
’
ツ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
　
ｌ
ｄ

が
「
見
の
海
岸
に
逃
げ
の
び
、
そ
の
中
に
三
位
の
位
の
方
が
居
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
”
さ
ん
み
‘
と
い
う
よ
う
に

な
っ
た
と
聞
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

　
編
纂
の
会
が
で
。
。
位
ふ
る
さ
と
史
の
〈
が
と
な
っ
て
い
る
の
も
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
今
回
の
発
刊
に
よ
っ
て
”
さ
ん
み
”
の
山
来
が
か
な
り
判
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
。
平
家
の
落
人
”
ご
二
位
の
方
”
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
ロ
マ
ン
に
富
む
話
だ
け
ど
、
史
実
は
ど
う

な
の
だ
ろ
う
？
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

建
　
　
夫



「
三
見
郷
」
の
字
が
見
え
、
「
三
見
」
の
名
前
が
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
胸
の
つ
か
え
が

　
三
位
の
中
将
平
重
衡
が
海
路
三
見
に
逃
れ
て
き
た
の
は
、
史
実
に
照
ら
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
伝
説
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
平
成
三
年
に
発
掘
さ
れ
た
美
束
町
の
長
登
銅
山
遺
跡
の
木
簡
に
「
天
平
三
年
（
七
三
一
）
九

月
佐
美
郷
・
：
」
の
佐
美
（
さ
み
）
が
三
見
の
起
源
で
あ
り
、
「
文
和
元
年
（
一
三
五
こ
）
大
井
八
幡
宮
御
祭
礼

－

お
り
た
感
じ
で
す
。

　
萩
市
の
成
人
式
で
は
、
成
人
者
が
「
私
た
ち
は
郷
土
を
愛
し
、
国
を
愛
し
、
平
和
を
愛
す
る
立
派
な
社
会
人

と
な
り
ま
す
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と
誓
約
し
ま
す
。
立
派
な
誓
い
で
す
。

　
郷
土
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
郷
土
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
三
見
の
歴
史
を
知
る
ｋ
で
、
ま

こ
と
に
意
義
あ
る
発
刊
で
あ
り
ま
す
。
三
見
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
多
く
の
方
が
、
本
書
に
目
を
通
さ
れ
る
こ
と

を
望
み
ま
す
。



萩
市
三
見
公
民
館
長

　
　
　
　
　
田

発
刊
に
寄
せ
て

中
　
　
親

　
わ
た
し
が
三
日
｀
公
民
館
に
着
任
す
る
以
前
、
「
三
見
歩
こ
う
会
」
の
事
業
か
三
見
地
区
以
外
で
実
施
さ
れ
て
い

ま
し
た
．

　
こ
の
事
業
の
視
点
を
変
え
、
三
見
地
区
内
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
所
を
知
っ
て
い
た

だ
く
事
業
と
し
開
催
し
ま
し
た
．
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
仕
ん
で
い
る
所
を
よ
く
知
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
を
愛

し
誇
り
を
も
つ
愛
郷
心
を
育
て
た
い
願
い
か
ら
で
し
た
．

　
そ
こ
で
、
一
．
．
見
地
区
内
の
曹
の
道
を
中
心
に
歩
き
廻
り
な
が
ら
、
途
中
歩
を
面
め
て
は
郷
土
史
に
詳
し
い
指

導
者
に
、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
歴
史
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
健
康
増
進
を
兼
ね
た
「
三

見
歩
こ
う
会
」
に
し
ま
し
た
．

　
歩
き
終
え
た
参
加
者
か
ら
は
「
こ
の
よ
う
な
出
来
事
か
あ
っ
た
と
は
」
ま
た
「
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
道
が
あ
っ

た
と
は
」
な
ど
興
味
深
げ
に
話
さ
れ
る
声
を
お
聞
き
し
、
次
第
に
．
．
．
見
に
つ
い
て
の
関
心
が
拡
が
り
、
深
ま
っ

て
い
く
感
触
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
よ
り
広
く
深
め
る
た
め
の
三
見
を
知
る
史
料
は
断
片
的
な
も
の

明



し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
幸
い
な
こ
と
に
。
郷
土
史
に
大
変
ご
造
詣
の
深
い
光
円
寺
住
職
阿
武
秀
道
さ
ん
が
執
筆
さ
れ
た
原
稿
か
、

以
前
か
ら
公
民
館
に
眠
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
貴
重
な
労
作
を

生
か
す
た
め
に
、
平
素
、
郷
土
の
歴
史
の
学
習
に
取
組
ん
で
お
ら
れ
る
三
位
ふ
る
さ
と
史
の
会
（
代
表
中
村

芳
生
さ
ん
）
会
員
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
書
籍
と
し
て
発
刊
す
る
こ
と
を
快
く
引
き
受
け
て
い
た

だ
き
。
令
而
的
に
協
力
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
契
機
と
し
て
会
貝
の
皆
さ
ん
に
よ
る
編
集
に
関
わ
る
会
議
を
重
ね
、
つ
い
に
三
見
で
最
初
の
歴
史
書

の
発
刊
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
著
者
阿
武
秀
道
さ
ん
の
原
稿
執
筆
に
要
さ
れ
た
長
年
に
わ
た
る
労
苦
、
ま
た
。
。
。
位
ふ
る
さ
と
史

の
会
の
皆
さ
ん
の
全
面
的
な
ご
協
力
に
心
か
ら
敬
意
と
感
謝
を
表
し
ま
す
。

　
「
二
見
の
歴
史
」
に
寄
せ
る
関
係
各
位
の
温
か
い
励
ま
し
と
お
心
遣
い
が
結
集
さ
れ
て
こ
こ
に
発
刊
の
日
を

迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ど
う
か
末
永
く
愛
読
さ
れ
ま
す
こ
と
を
念
願
い
た
し
ま
す
。
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原
　
始
　
時
　
代

古

代

　
お
よ
そ
四
十
五
億
年
の
歴
史
を
も
つ
地
球
の
上
に
人
類
が
現
れ
た
の
は
、
今
か
ら
二
百
万
年
以
ｈ
も
前
の
こ

と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
は
地
質
学
上
洪
禎
世
と
よ
ば
れ
る
時
代
で
、
阿
武
・
萩
方
而
で
は
相
次
い

で
火
山
が
噴
火
し
た
。
笠
山
や
羽
賀
台
、
さ
ら
に
萩
沖
の
大
島
な
ど
六
島
の
島
々
も
こ
の
こ
ろ
で
き
た
も
の
で

あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
は
寒
い
氷
河
期
と
暖
か
い
間
氷
期
と
が
交
互
に
お
と
ず
れ
て
、
日
本
は
大
陸
に
連
な
っ
た
り
、

列
島
と
な
っ
て
離
れ
る
な
ど
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
氷
河
期
に
は
陸
地
の
大
部
分
は
厚
い
氷
に
覆
わ
れ
、
海

面
は
今
よ
り
低
く
な
っ
て
日
本
列
島
は
大
陸
と
陸
続
き
に
な
り
、
人
々
は
象
や
大
角
鹿
な
ど
を
追
っ
て
大
陸
と

の
問
を
行
き
来
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
日
本
列
島
に
住
み
つ
い
た
の
が
日
本
人
の
祖
先
で
。
そ
れ
は
今
か
ら
数

十
万
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

１

１‘ 代

１



　
今
か
ら
お
よ
そ
一
万
年
前
、
氷
河
期
が
終
わ
り
沖
柚
世
に
な
る
と
、
地
球
の
気
候
が
暖
か
く
な
っ
て
海
面
が

上
昇
し
、
数
十
万
年
前
は
大
陸
と
陸
続
き
で
あ
っ
た
日
本
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
、
日
本
列
島
と
な
っ
た
。

　
そ
の
こ
ろ
に
は
萩
の
市
街
地
で
あ
る
阿
武
川
の
三
角
州
は
ま
だ
出
来
て
お
ら
ず
、
三
見
川
の
河
口
も
深
い
入

江
に
な
っ
て
、
蔵
本
、
石
丸
、
河
内
辺
り
ま
で
は
海
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
数
千
年
の
間
に
。
山
崩
れ
や
洪
水
に

よ
っ
て
土
砂
が
積
も
っ
て
、
少
し
ず
つ
平
地
と
な
り
現
在
の
よ
う
な
地
形
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
私
た
ち
日
本
人
の
祖
先
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
一
万
年
位
前
ま
で
は
土
器
を
知
ら
ず
、
簡
単
な
石
器
で
狩
り
と

採
集
の
生
活
を
し
て
い
た
。
土
器
が
製
作
し
始
め
ら
れ
た
の
は
数
千
年
前
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時

代
に
造
ら
れ
た
土
器
は
縄
目
の
文
様
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
の
時
代
を
縄
文
時
代
と
い
い
、
今
か
ら

お
よ
そ
二
千
三
百
年
く
ら
い
前
ま
で
続
い
た
。

　
日
本
列
島
に
初
め
て
稲
作
農
耕
が
伝
わ
り
、
銅
や
鉄
な
ど
の
金
属
の
道
具
が
生
ま
れ
、
織
物
の
衣
服
を
身
に

付
け
る
生
活
が
定
着
し
た
の
は
弥
生
時
代
で
、
こ
れ
を
「
弥
生
農
耕
文
化
」
と
い
っ
て
い
る
。
大
陸
か
ら
入
っ

て
来
た
こ
の
新
し
い
文
化
は
、
た
ち
ま
ち
日
本
列
島
に
拡
が
り
、
八
千
年
に
も
及
ん
だ
狩
猟
・
漁
労
・
採
集
に

明
け
暮
れ
た
縄
文
文
化
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
縄
文
時
代
は
比
較
的
平
和
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
農
耕
社
会
の
成
立
と
と
も
に
、
水
田
経
営
に
伴
う
土
地
争

２



　
今
か
ら
お
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万
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氷
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期
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積
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と
陸
続
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本
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、
‐
本
列
烏
と
な
っ
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の
こ
ろ
に
は
萩
の
市
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阿
武
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三
角
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は
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、
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も
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蔵
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河
内
辺
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海
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土
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か
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少
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平
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な
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現
在
の
よ
う
な
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に
な
っ
た
と
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わ
れ
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私
た
ち
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本
人
の
祖
先
は
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今
か
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お
よ
そ
一
万
年
位
前
ま
で
は
土
器
を
知
ら
ず
、
簡
単
な
石
器
で
狩
り
と

採
集
の
生
活
を
し
て
い
た
。
土
器
が
製
作
し
始
め
ら
れ
た
の
は
数
千
年
前
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時

代
に
造
ら
れ
た
土
器
は
縄
目
の
文
様
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
の
で
。
こ
の
時
代
を
縄
文
時
代
と
い
い
、
今
か
ら

お
よ
そ
二
千
三
百
年
く
ら
い
前
ま
で
続
い
た
。

　
‐
本
列
島
に
初
め
て
稲
作
農
耕
が
伝
わ
り
、
銅
や
鉄
な
ど
の
余
属
の
道
具
が
生
ま
れ
、
織
物
の
衣
服
を
身
に

付
け
る
生
活
が
定
着
し
た
の
は
弥
生
時
代
で
。
こ
れ
を
『
弥
生
農
耕
文
化
』
と
い
っ
て
い
る
。
大
陸
か
ら
入
っ

て
来
た
こ
の
新
し
い
文
化
は
、
た
ち
ま
ち
］
本
列
・
品
に
拡
が
り
、
八
千
年
に
も
及
ん
だ
狩
猟
・
漁
労
・
採
集
に

明
け
暮
れ
た
縄
文
文
化
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
縄
文
時
代
は
比
較
的
窄
和
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
農
耕
社
会
の
成
立
と
と
も
に
、
水
田
経
営
に
伴
う
ｈ
地
争

２



土器片平６．５（三見公民館蔵）石斧昭４７．４石丸畦田、上円福

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺に出土（槌田祥三氏蔵）

い
、
水
争
い
、
富
や
権
力
を
得
る
た
め
の
武
力
行
使
に
よ
る
争
い
が

起
こ
り
始
め
、
勝
利
を
得
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
地
方
の
支
配
占
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
支
配
者
は
自
分
の
権
力
を
示
す
た
め
に
競
っ
て

人
き
な
墳
墓
を
造
っ
・
た
。
こ
う
し
て
各
地
の
豪
族
が
巨
大
な
占
噴
を

残
し
た
時
代
を
占
墳
時
代
と
い
う
。

　
見
島
・
大
井
を
は
じ
め
萩
川
辺
に
は
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
遺

跡
が
発
見
さ
わ
。
出
土
品
も
数
多
く
あ
る
が
、
三
見
で
は
こ
の
よ
う

な
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
畦
田
で
石
斧
及
び
弥
生
時
代
の
土

器
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
集
蔦
が
あ
っ
て
人
間
が
定

仕
し
て
い
た
の
か
、
又
は
狩
猟
な
ど
に
来
て
放
置
し
た
も
の
か
定
か

で
な
い
。

３－
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弥
生
時
代
中
期
頃
か
ら
全
国
各
地
に
単
位
集
落
か
統
合
し
た
小
国
家
が
発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
小
国
家
は
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
ｉ
　
ふ
｀

墳
時
代
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
現
在
の
郡
単
位
程
度
に
領
域
を
拡
げ
、
こ
れ
を
治
め
る
首
長
が
現
れ
た
が
、
穴
和

政
権
は
次
第
に
こ
れ
ら
地
方
の
吽
艮
を
服
従
さ
せ
、
彼
等
を
国
造
と
し
て
人
和
政
権
の
地
方
組
織
に
し
て
い
っ
た
。

　
阿
武
・
萩
地
方
に
お
い
て
も
、
大
井
に
基
盤
を
置
く
豪
族
が
周
辺
の
小
豪
族
を
武
力
や
政
治
力
で
そ
の
支
配

下
に
置
き
、
古
墳
時
代
の
後
期
に
は
阿
武
国
と
い
う
小
国
家
を
造
り
。
阿
武
・
萩
一
帯
を
支
配
す
る
豪
族
に
成

長
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
豪
族
も
や
が
て
人
和
政
権
の
支
配
下
に
入
り
、
朝
廷
よ
り
阿
武
国
造
に
任
命

さ
れ
た
。
人
和
朝
廷
は
任
命
し
た
豪
族
に
臣
・
君
・
公
・
連
・
直
な
ど
の
姓
を
与
え
た
が
、
阿
武
国
造
の
姓
は

　
「
君
」
で
「
阿
牟
君
」
と
い
っ
た
。

　
平
安
時
代
の
初
期
の
歴
史
書
『
国
造
本
紀
』
に
「
纏
向
日
代
朝
（
景
行
朝
）
の
御
世
、
神
魂
命
の
十
世
の
孫
、

味
波
波
命
を
以
っ
て
阿
武
国
造
に
定
め
賜
う
」
と
あ
り
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
の
景
行
大
皇
四
年
の
条
に
「
妃

大
　
化
　
前
　
代

４

向
国
に
赴
き
熊
襲
を
平
定
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
こ
の
時
征
服
し
た
日
向
の
女
性
を
妃
に

口
向
髪
長
大
田
根
が
日
向
襲
津
彦
皇
子
を
産
む
。
こ
れ
阿
牟
君
の
始
祖
な
り
」
と
あ
る
。
景
行
天
皇
は
自
ら
目



大
化
の
改
新
と
地
方
行
政
組
織

５

し
、
そ
の
７
　
孫
か
阿
牟
君
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
大
井
で
発
掘
さ
れ
た
占
墳
か
ら
の
出
ヒ
品
な
ど
を
見
る
と
、
こ
の
時
代
に
は
黄
金
を
ち
り
ば
め
た
太
刀
を
持

ち
、
焉
瑞
や
碧
玉
な
ど
で
身
を
飾
っ
た
権
力
者
が
い
て
、
阿
武
国
造
と
称
し
、
こ
の
地
方
に
君
臨
し
て
い
た
こ

と
か
う
か
が
わ
れ
る
。

　
肖
時
長
門
国
の
地
域
に
は
穴
戸
国
造
と
阿
武
国
造
が
置
か
ね
た
。
穴
戸
国
造
に
は
景
行
天
皇
の
時
代
、
大
和

桜
井
川
部
連
の
同
族
速
都
鳥
命
が
仔
じ
ら
れ
、
後
の
豊
浦
、
厚
狭
、
美
祢
の
「
郡
が
そ
の
管
轄
下
に
属
し
た
。

阿
武
国
造
は
阿
武
、
大
津
の
両
郡
が
管
轄
領
域
で
あ
っ
た
。

占 代

　
大
化
、
、
几
年
（
六
四
五
）
巾
大
兄
皇
子
（
後
の
天
智
天
皇
）
は
中
臣
鎌
足
（
藤
原
鎌
足
）
ら
と
謀
っ
て
、
蘇
我

入
鹿
父
子
を
誄
し
、
新
た
に
即
位
し
た
孝
徳
天
ほ
の
も
と
で
皇
太
了
と
な
り
、
新
政
府
を
つ
く
っ
て
国
政
の
改

革
に
着
手
し
た
。
翌
二
年
に
は
改
新
の
詔
を
発
し
て
、
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
を
断
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
従

東
の
氏
姓
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
蘇
我
、
大
伴
、
物
部
な
ど
の
氏
族
の
所
有
し
て
い
た
土
地
や
人
民
は



す
べ
て
国
家
の
所
有
と
な
っ
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
の
政
治
体
制
か
確
立
し
た
。

　
地
方
行
政
組
織
と
し
て
は
、
今
ま
で
の
国
造
か
廃
削
さ
れ
て
国
、
郡
、
里
が
で
き
、
国
に
は
国
司
、
郡
に
は

郡
司
が
置
か
れ
て
地
方
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
改
新
に
よ
っ
て
長
門
地
区
に
あ
っ
た
穴
戸
、

阿
武
の
Ｉ
．
国
が
廃
止
さ
れ
て
新
た
に
穴
戸
国
に
な
り
、
国
府
は
今
の
ト
関
市
長
府
に
置
か
れ
た
か
後
に
長
門
国

と
改
称
さ
れ
た
。
霊
亀
元
年
（
七
：
五
）
に
は
里
か
郷
に
改
め
ら
れ
、
そ
れ
以
後
里
長
は
郷
長
と
呼
ば
れ
、
郷
を

構
成
す
る
戸
は
郷
戸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
安
時
代
に
は
長
門
の
国
に
四
〇
の
郷
が
あ
っ
た
。
天
平

九
年
（
七
三
七
）
の
『
長
門
国
正
税
帖
』
に
よ
る
と
、
長
門
国
に
は
厚
狭
、
豊
浦
、
美
祢
、
大
津
。
阿
武
の
五
郡

が
置
か
れ
て
い
る
。
阿
武
郡
は
阿
武
国
造
の
子
孫
が
阿
武
君
を
名
乗
っ
て
郡
の
長
官
に
任
じ
ら
れ
、
国
造
時
代

以
来
の
地
で
あ
っ
た
大
井
に
郡
衛
を
置
い
て
支
配
を
続
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
大
和
政
権
の
。
地
方
役
人

で
あ
っ
て
、
以
前
の
よ
う
な
強
い
力
は
な
く
な
っ
た
。

　
「
見
は
そ
の
頃
は
、
佐
美
郷
と
し
て
美
祢
郡
に
属
し
て
い
た
。
平
成
三
年
（
。
九
九
こ
十
一
月
美
祢
郡
美
束

町
の
長
登
銅
山
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
木
簡
に
「
天
平
。
二
年
（
七
一
二
）
九
月
佐
美
郷
槻
原
里
膚
米
六
４
　
」
と
書

か
れ
て
お
り
、
三
見
か
ら
労
役
に
代
わ
る
米
六
斗
を
納
め
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
郡
名
を
省
略
し
て
郷
名
か
ら

書
き
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
木
簡
は
発
見
地
と
同
じ
美
祢
郡
内
で
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

６－
－



し
さ
Ｉ
　
ｔ
‘

位
佐
、
作

　
阿
武
郡
に
は
阿
武
（
大
井
）
、
椿
（
椿
東
・
椿
西
）
、
大
原
、
宅
佐
（
む
つ
み
村
高
佐
）
、
多
万
（
田
万
川
町

剛
万
）
。
住
吉
、
神
戸
、
駅
家
（
田
万
川
町
小
川
）
の
八
郷
が
あ
っ
た
が
大
原
、
住
七
ロ
、
神
戸
の
三
郷
に
つ
い

て
は
現
在
の
ど
こ
に
あ
た
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
。
そ
の
こ
ろ
見
島
は
大
津
郡
に
属
し
て
い
た
が
、
寛

文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
分
か
れ
て
見
島
郡
と
な
っ
た
。

耕
ヽ

従
っ
て
三
見
が
当
時
美
祢
郡
下
の
．
郷
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
．
し
か
し
、
「
槻
原
里
」
に
つ
い
て

は
．
、
一
見
の
ど
の
辺
り
か
明
ら
か
で
な
い
．

　
平
安
時
代
中
頃
の
承
平
年
間
（
九
．
に
、
～
九
一
と
ヒ
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
倭
名
類
聚
紗
』
に
も
美
祢
郡
六
郷
（
美
祢
、

美
、
賀
万
、
駅
家
）
の
う
ち
に
作
美
郷
の
名
が
見
え
、
美
祢
郡
下
の
。
郷
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

代占

　
平
安
時
代
中
期
の
法
典
「
延
喜
式
」
長
門
国
駅
馬
の
条
に
参
美
、
植
田
（
萩
市
中
津
江
一
帯
と
推
測
さ
れ
る
）

阿
武
．
宅
佐
、
小
川
各
三
疋
と
あ
り
、
古
代
の
作
美
郷
、
椿
郷
、
阿
武
郷
な
ど
の
中
枢
地
に
は
駅
馬
か
配
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
参
美
駅
は
現
在
の
ｒ
水
川
又
は
Ｉ
．
．
見
市
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
作
美

７

三
見
の
由
来



郷
の
域
内
で
あ
っ
た
山
田
村
の
う
ち
、
陰
陽
連
絡
道
路
が
通
っ
て
い
た
木
間
付
近
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

　
「
地
名
淵
鑑
」
に
よ
る
と
、
作
美
、
参
見
は
と
も
に
佐
味
と
読
み
、
後
に
佐
牟
味
（
さ
む
み
↓
さ
ん
み
）
に

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
さ
み
」
は
「
さ
び
」
「
そ
ぶ
」
「
そ
う
」
な
ど
と
同
源
の
語
で
「
水
さ
び
」
の
こ
と
と
あ
る
。

ま
た
、
別
に
「
古
代
の
製
鉄
所
」
の
こ
と
と
い
う
説
も
あ
り
、
更
に
「
せ
み
」
「
は
み
」
と
同
じ
で
「
狭
い
所
」

と
い
う
説
も
あ
る
。

　
。
二
見
と
い
う
字
に
つ
い
て
は
『
由
来
書
』
に
往
占
三
位
中
将
平
重
平
（
重
衝
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
）
が
安

徳
人
皇
を
奉
じ
て
、
当
時
河
内
坂
井
の
浜
へ
上
陸
し
た
の
で
、
村
名
を
Ｉ
．
。
位
と
い
っ
た
か
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら

か
三
見
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
平
安
末
期
頃
長
門
国
は
平
氏
政
権
の
支
配
下
に
あ
り
、
平
知
盛
の
知
行
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
諸

国
に
蜂
起
し
た
平
氏
打
倒
の
兵
に
圧
倒
さ
れ
た
嘔
氏
。
門
は
、
京
都
を
追
わ
れ
西
国
に
逃
れ
て
い
っ
た
が
、
つ

い
に
文
治
元
年
こ
一
八
五
）
三
月
壇
ノ
浦
の
海
戦
に
敗
れ
て
滅
亡
し
た
。
墳
ノ
浦
で
敗
れ
た
平
氏
軍
の
巾
に
は

北
浦
方
而
に
逃
亡
し
た
者
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
三
見
に
も
平
氏
の
残
党
か
海
路
逃
れ
て
き
た

こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
重
衝
が
上
陸
し
た
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
重
衝
は
寿
永
三
年
（
。
一
八
四
）
　
１
ノ
谷
の
戦
い
に
敗
れ
、
須
磨
の
浦
で
源
氏
に
捕
ら
え
ら
れ
て
鎌

８



倉
に
送
ら
れ
た
後
、
奈
良
僧
徒
の
要
求
に
よ
り
余
良
に
送
ら
れ
。
木
津
川
の
ほ
と
り
で
処
刑
さ
れ
た
。
こ
れ
は
治

承
四
年
（
て
八
つ
）
重
衝
が
奈
良
の
東
大
寺
、
興
福
寺
な
ど
を
攻
め
て
焼
き
払
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
史
実
か
ら
見
て
も
眼
衝
は
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
三
見
上

陸
説
は
後
世
の
創
作
で
あ
ろ
う
。
『
山
口
県
風
土
誌
』
に
も
『
由
来
書
の
伝
説
は
無
稽
な
り
』
と
あ
る
。

　
弘
化
二
年
（
。
八
四
五
）
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
三
見
村
名
発
り
、
格
別
古
老
の
申
伝
も
御
座
な
く
二
几
来
一
。
。
位
村
と
書
来
り
候
由
に
御
座
候
へ
共
、
い
つ
の

頃
よ
り
か
三
見
村
と
書
来
り
候
、
其
の
趣
意
相
分
り
中
さ
ず
候
事
」

　
『
治
所
集
評
』
に
云
く
、
三
見
村
の
名
発
す
る
所
不
詳
と
い
え
ど
も
古
代
の
地
名
に
て
、
「
延
再
式
」
、
「
倭
名

紗
」
な
ど
に
は
芙
祢
郡
の
郷
名
な
り
し
か
大
内
家
時
代
は
如
何
あ
り
け
ん
、
未
考

　
「
御
当
家
に
な
り
て
は
、
阿
武
郡
三
十
七
力
村
の
内
の
本
郷
な
り
。
又
三
見
の
名
を
三
位
と
書
く
は
後
世
の

料
簡
な
る
べ
し
云
々
。
『
延
喜
兵
部
省
式
』
に
長
門
国
参
見
と
有
れ
ば
三
見
と
書
く
は
還
っ
て
正
し
き
書
体
な

り
。
古
代
よ
り
員
数
の
宇
に
は
壱
、
弐
、
参
と
書
く
時
は
、
参
の
字
を
略
し
た
る
書
き
方
な
る
べ
し
」

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
年
代
が
明
ら
か
で
は
な
い
か
、
駅
名
の
「
参
見
」
が
「
作
美
」
に
か
わ
っ
て
郷
名

と
な
り
、
更
に
「
参
」
を
「
三
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
て
「
。
。
。
見
」
に
な
っ
・
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

９

古代



　
文
和
元
年
（
こ
二
五
．
一
）
八
月
十
．
．
一
日
付
．
ニ
善
康
忠
在
判
の
『
大
井
郷
八
幡
宮
御
祭
礼
郷
々
社
頭
座
敷
本
帖
』
に

「
三
見
郷
」
の
字
が
見
え
る
か
、
こ
れ
か
「
三
見
」
と
い
う
宇
の
現
れ
た
最
初
の
文
書
で
あ
る
．
従
っ
て
南
北

朝
中
期
に
は
既
に
「
作
美
郷
」
は
「
一
．
．
見
郷
」
と
な
り
、
美
祢
郡
を
離
れ
て
阿
武
郡
に
属
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
．

１０



南
北
朝
時
代

世

　
元
弘
三
年
（
言
：
二
三
）
北
条
高
時
が
滅
び
長
門
探
題
が
廃
止
さ
れ
た
。
翌
年
元
弘
は
改
元
さ
れ
て
建
武
元
年

（
レ
フ
四
）
と
な
り
、
厚
東
武
実
が
長
門
守
護
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
厚
東
氏
が
代
々
そ
の
職
を
継
い
だ
が
、
そ

の
当
時
一
二
見
に
も
そ
の
一
族
厚
東
下
総
守
の
居
城
が
あ
っ
た
。
現
在
の
城
山
が
そ
の
跡
で
麓
の
厚
東
坂
は
そ
の

名
に
因
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
城
山
は
高
さ
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
小
高
い
山
で
、
頂
Ｌ
は
．
ｙ
地
に
な
っ
て
お
り
、
海
に
而
し
た
北
及
び
北
東
側

は
急
な
斜
面
に
な
っ
て
い
る
。
反
対
の
南
西
側
は
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
斜
面
で
、
五
層
の
段
床
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
山
の
頂
上
か
ら
見
る
と
、
三
見
川
流
域
に
広
が
る
石
丸
あ
た
り
か
ら
浦
に
全
る
平
地
は
　
１
望
の
う
ち
に

見
わ
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
は
厚
束
氏
に
と
っ
て
は
、
敵
方
の
動
き
を
見
張
る
に
最
適
の
場

所
で
あ
り
、
ま
た
二
隅
方
而
へ
通
ず
る
道
路
を
抑
え
る
拠
点
と
も
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
物
見
を
兼
ね
た

中 心

ｎ



城山・横高城の位置を示す古図（山口県文書館蔵）

城
塞
を
築
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
、
隣
国
石
見
は
益
田
氏
及
び
占
見
氏
の
所
領

で
、
そ
れ
に
接
す
る
阿
武
・
萩
地
方
の
支
配
を
め

ぐ
っ
て
厚
東
氏
と
こ
の
両
氏
と
は
度
々
兵
火
を
交
え

た
か
、
後
に
益
田
氏
は
厚
東
氏
と
の
対
決
か
ら
手
を

引
い
た
た
め
、
そ
れ
以
後
は
吉
見
氏
が
厚
東
氏
と
対

立
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
三
見
・
二
隅
境
の
鎖
板
峠
及
び
城
山
の
麓
背
蓋
、
石

丸
で
も
厚
束
、
吉
見
両
軍
の
戦
闘
が
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
接
点
に
あ
た
る
三
見
が
戦

場
に
な
っ
た
こ
と
は
充
分
椎
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
正
平
十
三
年
（
北
朝
延
文
三
年
・
ご
ぺ
五
八
）
周
防
の

大
内
弘
世
が
厚
東
氏
を
制
圧
。
長
門
守
護
と
な
り
、

以
後
長
門
は
周
防
と
と
も
に
天
文
ニ
ト
年
こ
五
五
一
）
　
い
言

１２



阿
武
郡
十
八
郷
の
社
頭
座
席

大
内
。
ニ
ト
ー
代
義
隆
が
家
臣
陶
晴
賢
の
反
乱
に
あ
っ
て
山
口
を
落
ち
延
び
、
長
門
深
川
の
大
寧
寺
で
自
刃
滅
亡

に
至
る
ま
で
百
九
十
三
年
間
大
内
氏
の
支
配
ト
に
あ
っ
た
。

　
「
三
見
」
と
い
う
字
が
初
め
て
見
え
る
文
和
元
年
（
で
．
．
五
二
）
の
大
井
郷
八
幡
宮
御
祭
礼
文
梁
に
よ
る
阿
武

郡
十
八
郷
の
社
頭
座
席
順
を
見
る
と
、
三
見
郷
は
左
座
一
番
を
つ
と
め
、
右
座
．
番
の
椿
郷
と
相
対
し
て
お
り
、

当
時
一
．
．
見
郷
は
郡
内
に
お
い
て
最
も
有
力
な
郷
村
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
う
か
が
わ
れ
る
．

　
阿
武
郡
十
八
郷
の
社
頭
座
席
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
．
（
「
萩
市
史
」
「
ふ
る
里
大
井
」
に
よ
る
）

　
　
左
　
座

　
　
　
一
番
三
兄
郷
　
二
番
須
佐
郷
　
一
．
．
番
大
井
郷
　
四
番
宇
生
賀
郷
　
五
番
福
田
郷

　
　
　
六
番
弥
・
冨
郷
　
七
番
嘉
年
郷
　
八
番
小
川
郷

中欧
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古文書に見える「三見」の文字（大井八幡宮蔵）

　
　
右
　
座

　
　
　
．
番
椿
郷
　
　
二
番
得
佐
郷

　
　
　
三
番
奈
古
郷
　
四
番
高
佐
郷

　
　
　
五
番
古
部
郷
　
六
番
地
福
郷

　
　
　
七
番
紫
福
郷
　
八
番
生
雲
郷

　
　
　
九
番
福
井
郷
　
十
番
川
島
郷

　
当
時
の
三
見
郷
の
郷
域
に
つ
い
て
、
『
風
土
注
進

案
』
に
山
田
村
は
「
里
伝
に
云
、
山
田
村
は
古
し
へ

は
三
見
ト
村
と
云
ひ
し
と
ぞ
、
さ
る
は
佐
々
木
四
郎

阿
武
郡
に
四
歩
を
十
八
郷
に
分
ち
、
三
見
郷
を
一
一
タ

村
に
わ
け
て
ｈ
村
と
下
村
と
ぞ
つ
よ
し
、
慶
長
の
比

ま
で
も
猶
し
か
噴
へ
来
れ
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
る
と
Ｉ
．
．
見
郷
は
山
田
村
も
含
ん
で
お
り
、
山
田
村

は
二
見
上
村
、
現
在
の
三
見
は
三
見
下
村
と
呼
ば
れ

－

１４



室
町
・
戦
国
時
代

１５－

て
い
た
こ
と
か
わ
か
る
．

　
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
九
月
十
九
日
附
吉
見
頼
実
・
頼
重
・
頼
盛
・
頼
清
・
頼
宗
在
判
の
大
井
八
幡
宮
祭
礼

時
に
出
仕
す
る
鼓
頭
（
神
主
）
の
座
席
順
を
定
め
た
「
長
州
阿
武
郡
大
井
郷
八
幡
宮
御
祭
礼
渚
郷
鼓
頭
出
仕
座

配
本
帳
事
」
を
見
る
と
、
前
記
文
和
元
年
八
月
ト
三
日
．
．
、
善
康
忠
が
定
め
た
も
の
と
席
順
は
同
じ
で
あ
る
が
左

右
の
座
が
入
れ
替
っ
て
い
る
．
こ
の
文
書
に
は
「
右
文
和
元
年
八
月
十
日
．
．
．
善
康
忠
以
案
再
之
旨
所
定
如
件
」

と
あ
る
が
、
誤
記
か
或
は
内
見
氏
に
よ
る
意
図
的
な
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
．

中世

　
応
永
六
年
（
ご
二
九
九
）
十
．
、
月
二
十
．
日
大
内
義
弘
は
足
利
義
満
に
背
い
て
堺
で
討
死
し
た
か
、
そ
の
後
弟

盛
見
は
周
防
・
長
門
・
豊
前
・
筑
前
四
力
国
の
守
護
職
と
な
っ
た
．

　
二
十
八
代
教
弘
は
寛
止
二
年
（
．
四
六
．
）
六
月
、
防
・
長
・
豊
・
筑
四
力
国
を
中
心
と
す
る
領
国
各
地
か
ら

・
つ
け
ぶ
み

請
文
の
行
程



名；

田£

城
下
町
山
Ｕ
ま
で
の
行
程
‐
数
と
請
文
（
身
分
の
上
の
忿
の
命
令
や
要
求
に
対
し
、
承
諾
し
た
旨
を
答
申
し
た

文
書
）
を
提
出
す
る
期
日
を
定
め
た
。
阿
武
郡
で
は
福
田
が
二
日
、
小
川
が
二
日
半
、
請
文
は
十
一
日
と
し
、

椿
・
三
見
・
地
福
・
得
佐
・
生
雲
が
一
‐
行
程
、
閤
文
は
七
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
三
見
は
大
内
氏
の
領

国
中
、
山
口
か
ら
最
短
距
離
の
部
に
は
い
っ
て
い
た
。

　
こ
の
時
代
に
お
け
る
三
見
郷
の
耕
地
を
示
す
名
田
（
耕
作
者
の
名
前
や
仮
名
を
つ
け
た
田
地
）
の
名
称
も
当

時
の
文
書
の
ヤ
に
見
る
こ
と
か
川
来
る
．

　
阿
部
家
文
書
の
中
に
、
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）
ト
二
月
十
三
日
僧
祥
祐
よ
り
五
郎
左
衛
門
へ
の
「
ゆ
づ
り

わ
た
す
ミ
や
う
て
ん
の
事
」
と
し
て
名
Ｉ
の
譲
状
が
あ
る
か
、
こ
の
中
に
「
か
二
郎
か
い
ち
」
「
ひ
と
ま
ち
田
」

　
「
や
し
き
竹
の
し
た
」
な
ど
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
．

　
三
見
市
の
小
字
「
岡
村
」
に
つ
い
て
は
、
光
円
寺
文
書
の
中
に
あ
る
享
徳
．
、
．
年
二
四
五
円
）
十
一
月
十
八
日
付

鉢
多
寺
祥
憚
よ
り
祥
啓
へ
の
証
状
に
「
長
州
．
．
．
見
鉢
多
寺
領
内
桃
隠
庵
々
敦
之
事
」
と
し
て
、
「
右
件
在
所
雖

１６
－



－１７

為
両
名
内
祥
啓
書
記
開
発
山
野
造
立
一
宇
為
開
山
大
照
和
尚
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
［
岡
村
］
に
あ
た
る

と
考
え
ら
れ
、
桃
隠
庵
建
立
に
際
し
て
こ
の
地
を
庵
敷
と
し
て
譲
り
渡
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
明
応
六
年

　
（
一
四
九
七
）
十
月
五
日
「
鉢
多
寺
領
奉
免
清
太
郎
名
事
」
と
し
て
「
右
彼
田
畠
等
事
任
悦
松
和
尚
宝
徳
三
年
辛

末
三
月
三
日
御
下
知
状
之
旨
譲
景
悟
侍
者
処
也
云
々
」
と
鉢
多
寺
住
持
寿
嶺
よ
り
景
悟
へ
の
譲
状
が
あ
る
。
そ

の
他
享
徳
一
」
年
（
一
四
五
四
）
十
一
月
十
目
『
僧
祥
啓
処
分
状
』
の
「
道
祢
（
珍
）
名
」
天
文
六
年
（
一
五
。
二
七
）

八
月
二
十
一
。
目
『
鉢
多
寺
住
持
寿
鼎
下
地
状
』
の
「
田
中
名
」
な
ど
名
山
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

鉢
多
寺

中世

　
室
町
時
代
、
大
内
氏
の
庇
護
を
う
け
て
栄
え
た
寺
に
鉢
多
寺
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
光
円
寺
、
善
照
寺
の
起
源

を
な
す
も
の
で
、
往
古
推
古
天
皇
卜
九
年
（
六
一
二
大
内
氏
の
祖
先
と
い
わ
れ
る
朝
鮮
百
済
国
聖
明
王
の
第
三

７
　
琳
聖
太
子
御
渡
海
の
町
の
御
祈
願
所
と
し
て
建
Ｉ
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
所
在
地
に
つ
い
て
は
『
防

長
寺
社
由
来
』
蔵
王
権
現
の
所
に
「
権
現
御
社
山
の
内
に
寺
床
と
中
所
二
、
三
ヵ
所
も
御
座
候
、
地
ド
の
申
伝

ニ
ハ
鉢
多
寺
、
円
福
寺
な
ど
と
中
宮
ノ
坊
御
座
候
由
、
今
以
寺
床
築
石
御
座
候
事
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
手
水



鉢多寺跡（推定）

川
蔵
王
権
現
宮
（
現
金
峯
神
社
）
の
付
近
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
草
創
当
時
は
真
。
酉
宗
で
あ
っ
た
か
大

内
時
代
禅
宗
に
改
宗
、
南
禅
寺
に
属
し
て
桃
隠
庵
・

宝
地
庵
‘
称
奉
庵
な
ど
の
末
庵
が
あ
っ
た
。
光
円

寺
・
答
‥
照
寺
な
ど
の
文
書
に
よ
る
と
、
鉢
多
寺
が
上

地
の
支
配
、
諸
公
事
、
夫
役
な
ど
に
人
き
な
権
限
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
中
世
に
お
け
る
繁
栄
が
う
か

が
わ
れ
る
。
し
か
し
天
文
二
十
年
（
。
五
７
７
一
）
大
内

氏
が
滅
已
す
る
に
至
っ
て
寺
勢
は
次
第
に
衰
微
し
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
初
期
に
再
建
さ
れ
た
蔵
王
権
現
宝
殿
の

棟
札
に
「
幸
再
興
長
州
阿
武
川
一
、
。
見
村
鉢
多
寺
蔵
王

大
権
現
宝
殿
一
宇
慶
安
三
（
二
八
五
〇
）
庚
寅
孟
春
神

吉
口
」
と
そ
の
名
が
見
え
る
か
、
そ
の
後
い
つ
ご
ろ

－ １８



１９

ま
で
存
続
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

　
天
保
十
「
年
（
。
八
Ｕ
こ
。
。
。
月
に
行
わ
れ
た
寺
社
整
理
に
よ
っ
て
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
整
理
は
既

に
元
禄
の
御
根
帳
（
正
式
に
認
め
ら
れ
た
寺
社
の
登
録
原
簿
）
に
な
い
々
社
の
ほ
と
ん
ど
か
そ
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
に
は
名
ば
か
り
の
寺
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｍ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｘ
Ｊ
ｒ
　
４
　
ｊ
ｉ
ａ

　
元
禄
九
年
こ
六
九
き
三
月
す
で
に
古
跡
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
鉢
多
院
と
改
め
、
椿
郷
東
光
寺
の
塔
頭

　
（
本
寺
に
属
し
そ
の
寺
域
内
に
あ
る
末
寺
院
）
と
な
っ
た
か
、
こ
れ
は
萩
藩
三
代
藩
ｔ
毛
利
き
就
の
遺
志
に
よ

る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
治
に
な
っ
て
本
寺
東
光
寺
へ
合
併
さ
れ
た
。

三
見
郷
内
の
給
領
主

中世

　
大
内
氏
は
そ
の
家
臣
に
三
見
郷
内
の
地
を
所
領
と
し
て
与
え
て
い
る
。

　
伊
佐
元
綱
は
大
内
義
興
か
ら
玉
井
郷
（
玉
江
）
六
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
天
文
六
年
（
。
五
三
七
）
。
月

八
日
元
綱
は
こ
れ
を
ｆ
武
綱
に
譲
与
し
た
。
こ
の
伊
佐
氏
は
木
姓
佐
々
木
氏
で
鎌
倉
時
代
に
は
近
江
国
伊
佐
を

領
し
た
こ
と
か
ら
伊
佐
氏
と
称
し
た
。
後
大
内
氏
、
毛
利
氏
に
什
え
萩
藩
初
代
毛
利
秀
就
の
と
き
佐
々
木
姓
に



復
し
た
．

　
郷
内
に
は
家
臣
の
外
大
内
氏
の
氏
寺
興
隆
寺
（
山
口
）
の
所
領
も
あ
っ
た
．
人
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
八
月

二
十
日
の
大
内
義
隆
袖
判
の
興
隆
寺
へ
の
安
堵
状
（
幕
府
、
領
主
な
ど
が
武
家
・
寺
社
へ
そ
れ
ら
の
所
領
で
あ

る
こ
と
を
承
認
し
た
文
書
）
に
「
三
見
郷
内
壱
石
八
斗
地
（
元
福
王
寺
領
）
」
と
あ
る
．

　
須
了
源
五
郎
英
明
も
三
見
郷
に
所
領
を
有
し
て
い
た
が
、
大
内
義
隆
の
没
後
大
内
義
長
、
陶
晴
賢
と
占
見
止

頼
の
抗
争
が
始
ま
る
と
、
阿
武
郡
に
侵
入
し
て
来
た
益
田
方
に
よ
っ
て
須
子
氏
の
「
見
郷
の
所
領
が
侵
略
さ
れ

た
．
こ
の
た
め
天
文
二
十
三
年
（
一
五
．
丘
Ｕ
）
．
．
．
月
八
日
．
長
門
守
護
代
内
藤
隆
世
は
益
田
刑
部
少
輔
に
対
し
て

須
子
氏
の
三
見
郷
所
領
の
侵
害
を
止
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
．

　
天
文
二
十
年
二
万
五
】
）
人
内
義
隆
が
陶
晴
賢
に
滅
ぼ
さ
れ
た
の
で
、
義
隆
と
親
戚
に
あ
た
る
吉
見
正
頼
は

兵
を
挙
げ
て
毛
利
元
就
に
通
じ
、
弘
治
．
．
一
年
（
．
．
大
五
七
）
阿
武
郡
を
攻
略
し
て
毛
利
軍
に
合
し
、
晴
賢
の
迎
え

た
大
内
義
長
を
滅
ぼ
し
た
．
大
内
氏
に
代
わ
っ
て
防
長
両
国
が
毛
利
氏
の
知
行
ド
に
置
か
れ
る
に
及
ん
で
、
阿

武
郡
に
於
け
る
益
田
氏
の
勢
力
は
後
退
し
、
毛
利
氏
に
味
方
し
た
吉
見
氏
が
そ
の
大
部
分
を
所
領
、
支
配
す
る

に
至
っ
た
．
「
毛
利
氏
八
力
国
分
限
帖
」
に
よ
る
と
吉
見
氏
は
郡
内
に
於
い
て
七
千
八
百
九
十
石
三
斗
六
合
、
益

田
氏
は
六
ト
石
弐
斗
八
升
九
合
で
あ
っ
た
．

２０



　
弘
治
三
年
（
一
五
五
址
）
十
一
月
十
一
日
吉
見
正
頼
は
吉
見
家
譜
代
の
家
臣
野
村
新
十
郎
頼
奏
に
川
島
郷
内
九

斗
余
、
吉
部
郷
内
壱
石
壱
斗
余
と
共
に
、
二
見
郷
内
に
拾
石
を
与
え
た
。
ま
た
正
頼
は
同
年
十
一
月
十
五
］
長
嶺

道
糾
寿
に
こ
見
郷
内
拾
石
足
（
宮
川
先
知
行
弐
拾
石
内
）
を
与
え
て
い
る
。

　
足
＝
何
石
足
と
は
、
何
石
の
土
地
、
即
ち
給
地
を
意
味
し
た
‘
．
ｄ
葉

　
天
正
十
六
年
（
、
五
八
八
）
ト
月
「
日
正
頼
の
子
広
頼
は
上
領
直
之
に
対
し
て
三
見
郷
内
玉
井
（
玉
江
）
に
五

石
を
与
え
た
。
上
領
氏
は
吉
見
頼
行
の
二
男
頼
見
（
応
永
三
十
一
。
年
　
一
四
二
五
没
）
を
祖
と
し
、
三
河
国
上
領
村

を
領
し
て
ト
領
氏
を
称
し
た
が
、
後
に
石
見
国
に
帰
り
内
見
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
。
天
疋
ト
九
年
こ
五
九
。
）

ト
月
ト
に
八
日
広
頼
の
子
元
頼
は
ド
瀬
市
之
進
に
三
見
郷
内
拾
弐
石
六
斗
五
升
六
合
足
を
与
え
た
。
こ
の
ド
瀬
氏

も
占
見
の
。
族
で
、
吉
見
頼
行
の
二
男
頼
右
（
応
永
一
。
十
三
年
　
一
四
フ
ハ
没
）
を
祖
と
し
、
三
河
国
下
瀬
を
領
し

て
下
瀬
氏
と
称
し
た
か
、
後
に
石
見
国
吉
賀
郡
に
帰
り
、
政
見
家
の
家
臣
と
な
っ
・
た
。

　
こ
れ
ら
の
武
士
た
ち
は
、
宛
行
わ
れ
た
乃
貢
米
（
年
貞
米
）
を
受
領
す
る
の
み
で
三
見
郷
に
居
住
し
て
は
い

な
か
っ
た
。

２１
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阿
部
氏

　
戦
国
時
代
後
期
に
来
郷
し
て
二
見
に
定
住
し
た
武
士
に
阿
部
氏
が
あ
る
。
阿
部
氏
は
大
内
ト
六
代
盛
一
河
の
三

男
開
田
長
房
を
祖
と
し
、
そ
の
子
弘
経
は
大
内
義
弘
に
仕
え
て
軍
功
が
あ
り
、
大
内
氏
尊
崇
の
毘
沙
門
天
の
像
、

そ
の
他
の
霊
器
を
預
け
ら
れ
、
問
川
氏
が
代
々
奉
持
し
て
来
た
。
阿
部
家
に
は
、
銅
鏡
、
鰐
口
な
ど
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
銅
鏡
に
は
「
毘
沙
門
天
御
前
延
徳
二
庚
戊
（
。
四
九
〇
）
防
長
豊
筑
大
守
政
弘
朝
臣
」
の
鋳
銘
が

あ
る
。

　
大
内
義
降
に
仕
え
た
問
川
ト
郎
降
盛
は
天
文
ニ
ト
年
（
。
五
五
こ
九
月
一
日
義
降
が
自
刃
し
た
と
き
義
隆
の

Ｔ
を
守
護
し
て
山
中
に
隠
れ
た
が
、
二
日
陶
軍
に
見
つ
か
り
と
も
に
自
害
し
て
火
て
た
。
降
盛
の
子
安
弘
は
浪

人
と
な
り
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
山
口
の
阿
部
隆
政
の
娘
を
娶
り
、
同
十
年
に
三
見
の
牛
化
ヶ
原
に
来
住
し

た
が
、
慶
長
。
　
１
年
（
：
血
九
ｔ
）
蔵
本
に
移
っ
・
た
。

　
『
風
土
江
進
案
』
に
は
阿
部
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
伝
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。

２２



阿部家由来石碑

　
伝
書

　
大
内
周
防
権
介
盛
房
三
男
問
田
平
人
夫
長
房
嫡
男

同
太
郎
弘
経
応
永
四
乍
（
．
三
九
わ
）
）
大
内
左
京
大
夫

義
興
菊
地
貞
頼
御
退
治
之
時
、
大
内
家
守
護
本
弓
毘

沙
門
天
御
立
固
有
之
御
勝
利
也
、
此
時
弘
経
寺
社
奉

行
所
動
、
殊
二
依
軍
功
右
之
尊
像
井
雲
器
数
多
御
順

二
付
子
々
孫
々
奉
守
護
、
代
々
寺
仕
奉
行
役
也
、
弘

経
八
代
孫
開
田
備
中
守
弘
胤
永
正
八
年
（
、
五
．
ご

京
都
船
岡
山
合
戦
二
於
テ
討
死
、
其
ノ
肴
掃
部
頭
興

之
石
州
高
誠
二
於
テ
病
死
、
其
ノ
八
十
郎
隆
盛
天
文

．
．
ヤ
缶
に
〔
ム
五
〕
大
寧
寺
二
於
テ
義
隆
公
一
同
生

害
、
其
ノ
時
従
臣
悉
退
散
、
其
ノ
ｆ
喜
平
次
安
弘
幼

弱
ニ
テ
諸
国
流
浪
、
永
禄
五
年
（
五
六
二
）
山
］
に

於
テ
暫
ク
滞
留
巾
阿
部
帯
刀
降
政
ノ
娘
ヲ
娶
リ
、

匪

２３



又
々
武
者
修
業
ノ
為
九
州
遍
歴
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
再
ビ
帰
り
長
州
三
見
生
ヶ
原
二
於
テ
休
足
中
、
同
村

郷
十
永
隅
勘
解
由
安
弘
へ
随
身
、
彼
ノ
志
二
依
テ
柴
庵
ヲ
結
ピ
閑
居
空
シ
ク
光
陰
ヲ
送
ル
中
、
其
ノ
時
毘
沙
門

ノ
霊
告
ヲ
蒙
り
蔵
本
村
へ
引
移
り
小
社
建
立
林
山
二
本
尊
ヲ
奉
安
置
今
二
宝
持
伝
候
、
我
姓
ハ
大
内
之
一
族
問

田
家
ノ
末
流
タ
ル
ト
イ
エ
ド
モ
自
今
以
後
開
田
氏
ヲ
改
メ
母
方
ノ
姓
名
ヲ
以
テ
阿
部
ト
称
ス
、
其
ノ
由
緒
此
ノ

如
ク
候
事

　
元
和
丁
己
年
（
一
六
一
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
右
馬
之
介
安
弘

２４

　
阿
部
家
初
代
安
弘
は
吉
見
止
頼
に
仕
え
た
か
三
代
弘
善
の
時
引
退
帰
農
し
た
。
弘
善
は
元
禄
五
年
二
六
九
」
）

一
月
十
七
口
九
ト
八
歳
で
没
し
た
。
妻
は
永
隅
勘
解
由
の
孫
娘
で
あ
っ
た
。



　
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
敗
戦
の
結
果
、
毛
利
那
元
は
中
圃
地
方
八
力
国
百
十
二
万
石
か
ら
防
長
二
州

三
卜
六
万
九
千
四
、
白
ト
ー
石
に
削
減
転
封
さ
れ
、
萩
に
居
城
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
築
城
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
六
月
に
始
ま
り
同
十
三
年
（
ヱ
ハ
○
八
）
六
月
に
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
満
四
年

間
の
大
工
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
萩
は
文
久
。
。
。
年
（
一
八
六
こ
四
月
十
六
‥
口
藩
庁
が
山
口
に
移
る
ま
で
、
二

百
五
－
五
年
関
防
長
統
治
の
中
心
と
な
っ
た
。

　
毛
利
氏
は
八
力
国
よ
り
、
、
力
国
に
減
封
さ
れ
た
た
め
、
既
に
関
ヶ
原
戦
以
前
に
収
納
を
済
ま
せ
て
い
た
八
力

園
の
年
貢
の
内
、
防
艮
を
除
く
六
力
国
分
を
広
島
に
入
っ
た
福
島
正
則
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
築
城
や
家
臣
の
待
遇
な
ど
の
た
め
、
瀋
の
財
政
は
極
度
に
ひ
っ
迫
し
た
。

　
慶
長
。
八
年
（
。
六
〇
〇
）
領
内
の
検
地
を
行
っ
て
い
る
か
、
慶
長
十
三
年
（
二
八
○
八
）
よ
り
同
十
五
年
に
か

萩
築
城
と
検
地

近
世
前
期

近世前期

－ ２５



よ 浦屋敷
小物成 浦浮役 面積合計

－一一

石高合計
軒数 面積 石Ｉ匈

慶長５年 　町ｊ５０．８２２０　　石１、２２６．９０　０

慶長１５年
　軒
１１５

町
１．７７２０
－－

１．０００２

　石　４８，２１２
－－

　３５．１４０

　仙２６５，２１９２８２．８１１０
－

２８３．３０１２

２，８５０．９８５
一一

４．３３１、７７２

ぶｌ．／５１

寛永２年
　９５一一

２９．４７０ ２０２．３３０

備考慶長５乍は「兼玉職田御検地帳」、慶長１５年は「三井蔵出御検地帳」、寛永２年

　　　は「熊野概長門岡一紙」いずれも毛利家文庫により作成萩市史（二）による

け
て
、
こ
の
財
政
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
に
大
が
か

り
な
検
地
を
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
時
藩
の

財
政
は
小
康
を
得
た
が
、
そ
の
こ
ろ
よ
り
幕
府
の
御

丁
伝
普
請
が
頻
繁
と
な
り
、
決
し
て
楽
な
状
態
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
上
七
ツ
三
歩
「
」
三
％
）
と
い
う
高

よ 田 畠　　ｉ　百姓吊敷
面積 石高 面積 石高 軒数 面積 石高

慶長５年 　１１１０８．７６２０ 　町４乙０６００
－
　・｜

２８２

－

１２５．５７５
慶長１５年１７８、２０１０　　石２．１７８．０１８８５．６４００　ぜ１１９８．１８０　町１７．１９１０

寛永２年
１８０、４８２１３．５２４，１２３８５．９４２９３３１，８０２２９６１５．８６２０２０８．９０７

町
、
本
郷
村
、
美
川
町
、
美
和
町
）
で
は
．
揆
が
起

こ
る
程
で
あ
っ
た
．
こ
の
税
率
を
幕
府
が
標
準
と
し

て
い
た
四
公
六
民
の
比
率
に
近
づ
け
る
と
い
う
意
味

も
あ
っ
て
、
寛
永
元
年
（
て
〈
二
四
）
か
ら
同
二
年
に

か
け
て
三
度
検
地
を
行
っ
た
．

　
表
―
で
は
こ
の
三
度
の
検
地
帳
に
よ
っ
・
て
当
時
の

三
見
郷
の
状
況
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
寛
永
二

年
こ
六
一
．
五
）
の
検
地
帳
に
「
三
見
郷
、
山
円
共
．
ご

２６

表１　三見郷における慶長５年・慶長１５年・寛永２年検地内訳

租
税
率
で
住
民
に
不
満
か
絶
え
ず
、
山
代
地
方
（
錦



２７

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
慶
艮
五
年
（
一
六
〇
〇
）
及
び
同
ト
五
年
（
。
六
一
〇
）
の
検
地
は
山
円
村
を
含
ん
で

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
寛
永
一
一
年
（
。
六
二
五
）
の
検
地
に
基
づ
い
て
家
臣
に
対
す
る
大
規
模
な
一
斉
知
行
替
え
が
行
わ
れ
た
か
、
そ

の
際
の
村
別
の
給
主
名
と
知
行
高
を
記
載
し
た
『
給
領
御
配
郡
別
石
高
名
付
付
立
』
に
よ
る
と
、
三
見
郷
は
次

の
よ
う
な
内
訳
と
な
っ
て
い
る
。

三
見
山
田
共

　
一
、
高
四
万
三
百
三
拾
壱
石
七
斗
七
升
弐
合

　
内

　
山
田
分

近世前刈

　
千
九
百
．
．
．
拾
八
石
壱
升
五
合
　
　
　
御
蔵
入

．
一
、
見
分

　
弐
千
三
百
し
拾
三
石
七
斗
五
升
七
合
御
蔵
入

そ
の
他
の
分

　
弐
拾
石
　
　
　
　
　
　
　
山
田
滋
光
寺



２８－

　
御
蔵
入
＝
支
藩
領
及
び
藩
士
の
給
領
以
外
の
土
地
（
藩
直
轄
地
）
は
、
す
べ
て
そ
の
貢
租
か
直
接
藩
庫
に
収

納
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
御
蔵
入
と
い
う
。

　
小
物
成
＝
田
畠
か
ら
上
納
す
る
年
貢
以
外
の
雑
税
の
総
称

　
浦
浮
役
―
慶
長
検
地
に
始
ま
る
石
貫
銀
（
畠
租
そ
の
他
石
商
を
盛
っ
た
各
種
の
税
銀
）
に
よ
る
銀
納
小
物
成

の
一
稀
で
、
浦
漁
民
が
そ
の
地
先
や
周
辺
の
一
定
海
域
に
持
つ
慣
行
漁
業
権
或
い
は
特
定
の
網
漁
権
な
ど
海
面

漁
業
に
対
す
る
税

　
藩
の
民
政
に
つ
い
て
は
、
藩
主
の
下
に
国
元
の
藩
政
最
高
の
執
政
者
と
し
て
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
当
職
役

が
あ
り
。
そ
の
Ｆ
に
町
奉
行
、
郡
奉
行
が
あ
っ
た
。

　
町
奉
行
は
町
内
一
般
の
民
政
を
統
轄
す
る
役
職
で
、
長
州
藩
で
は
当
職
の
管
下
に
あ
っ
て
各
管
内
の
町
民
に

関
す
る
司
法
、
行
政
、
そ
の
他
生
活
一
般
を
治
め
る
諸
権
限
を
も
っ
・
て
い
た
。
藩
政
初
期
に
は
山
口
、
「
田
尻
、

萩
の
三
ヵ
所
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
藩
政
中
期
に
は
山
口
（
享
保
四
）
、
三
田
尻
（
享
保
元
）
の
両
町
奉
行
が
廃
止

藩
政
時
代
の
地
方
民
政
機
構



さ
れ
た
の
で
、
町
奉
行
と
い
え
ば
萩
町
奉
行
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
郡
奉
行
は
各
宰
判
の
代
肖
の
ｈ
に
立
っ
て
民
政
の
諸
般
を
統
括
し
、
戸
口
調
査
、
租
税
の
監
督
、
庶
民
の
農

工
業
振
興
、
風
俗
粛
正
な
ど
、
民
政
の
重
要
職
で
あ
る
。
そ
の
役
所
は
郡
奉
行
所
で
城
中
に
あ
っ
た
。

　
慶
安
三
年
（
二
〈
五
〇
）
萩
藩
は
民
政
の
区
域
を
一
八
宰
判
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
代
官
を
置
き
、
そ
の
直
接

の
最
高
責
任
者
と
し
た
。

　
ヒ
。
見
は
慶
長
移
封
後
萩
藩
本
領
と
な
っ
た
が
、
二
分
さ
れ
て
地
方
（
農
村
部
）
が
当
島
宰
判
に
、
浦
方
（
漁

村
部
）
が
浜
崎
宰
判
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
萩
地
方
に
於
け
る
両
宰
判
へ
の
所
属
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
当
島
宰
判
（
代
官
所
江
向
八
丁
）

　
　
　
川
島
庄
・
椿
東
分
・
椿
西
分
・
山
田
村
・
木
間
村
・
三
見
村
・
大
井
村
（
一
部
は
徳
山
領
）

　
　
浜
崎
宰
判
（
代
官
所
浜
崎
御
船
倉
）

　
　
　
浜
崎
二
町
、
浜
崎
浦
、
玉
江
浦
、
三
見
浦
、
鶴
江
浦
、
小
畑
浦
、
越
が
浜
浦
、
大
井
浦
、
見
烏
、
大
島
、

　
　
　
相
島
・
櫃
島
、
羽
島
、
尾
島
、
肥
島

２９
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宰
判
と
は
裁
判
と
も
書
き
、
幟
国
時
代
か
ら
の
用
語
で
、
も
と
の
語
義
は
支
配
又
は
斡
旋
す
る
と
い
う
意
で

あ
っ
た
が
、
藩
政
時
代
に
は
行
政
用
語
と
し
て
郡
に
当
た
る
意
味
即
ち
行
政
区
画
の
名
称
と
な
っ
た
。
ま
た
、

そ
れ
は
藩
と
地
方
の
村
落
と
の
間
の
中
間
行
政
機
関
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来
の
郡
も
な
く
な
っ
た
わ
け
で
・

な
く
、
地
理
的
区
分
と
し
て
最
後
ま
で
残
り
、
Ｆ
紙
な
ど
の
所
梁
き
に
も
「
阿
武
郡
三
兄
村
庄
屋
何
某
」
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
た
。

　
代
官
は
各
宰
判
の
首
長
で
、
初
め
は
所
務
代
と
い
っ
た
。
郡
奉
行
の
ド
に
あ
っ
て
、
宰
判
内
の
民
政
、
勧
農
、

徴
税
、
治
安
な
ど
一
切
の
要
務
を
つ
か
さ
ど
る
役
で
、
平
素
は
城
中
の
郡
奉
行
所
中
の
一
部
局
（
代
官
所
）
に

出
勤
す
る
が
、
毎
乍
杏
秋
冬
の
、
。
。
回
は
任
地
に
出
張
滞
在
し
た
。
宰
判
に
お
け
る
代
官
の
役
所
を
代
官
所
又
は

勘
場
と
い
っ
た
。

　
大
庄
屋
は
民
間
の
中
か
ら
選
任
せ
ら
れ
、
年
中
勘
場
に
勤
務
し
て
宰
判
の
民
政
に
従
事
し
た
。
一
宰
判
に
一

人
あ
て
赳
き
、
各
村
の
庄
屋
の
統
領
と
な
り
、
代
官
役
を
補
佐
す
る
民
間
側
最
高
の
役
職
で
あ
る
。
土
地
や
財

産
を
多
く
持
ち
、
衆
望
の
高
い
家
柄
の
者
か
ら
代
官
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
、
大
抵
世
襲
で
あ
っ
た
。
代
官
役
が

勘
場
に
駐
在
の
時
も
、
あ
る
い
は
在
萩
の
時
も
、
す
べ
て
そ
の
指
揮
を
受
け
て
管
Ｆ
の
村
庄
屋
を
統
轄
し
、
宰

判
財
産
や
年
。
喪
米
、
米
銀
の
徴
収
川
納
の
責
に
任
じ
、
必
郡
費
と
し
て
の
郡
配
当
米
を
管
理
し
た
。
俸
給
と
し

３０



３１

て
は
恩
米
心
付
な
ど
を
受
け
、
藩
主
か
ら
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
る
き
か
多
か
っ
た
。

　
庄
屋
は
そ
の
村
内
住
民
の
館
長
と
し
て
、
民
政
の
諸
般
を
つ
か
さ
ど
り
、
一
切
の
責
任
を
負
う
肝
要
の
役
職

で
あ
っ
た
。
村
民
の
田
畑
、
山
林
の
売
買
。
質
入
れ
な
ど
に
つ
い
て
も
奥
判
を
し
て
こ
れ
を
認
証
し
、
毎
年
「
春

定
名
寄
帳
」
を
改
調
し
て
、
所
有
権
の
異
動
を
止
し
て
納
税
額
を
確
定
す
る
。
さ
ら
に
人
庄
屋
、
代
官
役
の
検

閲
及
び
奥
判
を
う
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
百
姓
人
別
の
下
札
（
貢
租
納
入
の
告
知
書
）
を
作
成
し
、
そ
の
年
の

納
税
額
を
予
告
す
る
。
租
税
米
銀
の
徴
収
、
租
米
の
管
理
や
運
送
の
頁
に
も
任
じ
た
が
、
そ
の
他
宗
門
改
め
や

戸
籍
の
異
動
、
土
木
治
水
、
勧
農
航
産
、
困
窮
者
の
扶
助
救
済
な
ど
、
村
内
の
あ
ら
ゆ
る
世
話
に
任
じ
た
。
村

民
の
請
願
は
総
て
代
官
所
へ
廻
付
し
、
庄
屋
自
ら
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
事
務
は
自

宅
に
於
い
て
取
扱
っ
た
。
大
生
屋
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
村
内
の
資
産
が
あ
り
。
且
つ
家
柄
の
者
か
ら
代
官
が
選
任

し
た
。
ｋ
襲
が
普
通
で
あ
ワ
た
か
、
一
代
限
り
の
も
の
も
あ
っ
た
。
給
料
と
し
て
は
高
除
米
（
租
米
の
軽
減
）

足
役
飯
米
、
灯
油
代
、
筆
墨
紙
料
の
定
額
そ
の
他
代
官
所
に
出
頭
し
、
午
飯
夕
飯
を
と
っ
た
時
は
米
な
ど
を
受

け
た
。

　
春
定
名
寄
帳
＝
毎
年
春
初
め
に
各
農
民
の
田
畑
の
高
反
別
に
応
じ
、
秋
収
穫
の
際
の
貢
租
額
を
代
官
役
か
ら

告
知
す
る
も
の
を
「
春
定
」
と
い
い
、
百
姓
人
別
の
賦
課
台
帳
を
「
名
寄
帳
」
と
い
う
。

近世前期
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畔
頭
＝
畔
は
田
の
畔
（
畦
）
の
意
か
ら
転
じ
て
部
落
の
意
と
な
り
、
村
内
一
定
部
落
単
位
に
幾
人
か
の
畔
頭

が
置
か
れ
た
。
畔
頭
の
任
務
は
庄
屋
の
相
談
役
と
な
り
、
又
管
轄
内
の
年
貢
の
収
納
、
検
見
、
戸
籍
そ
の
他
の

用
務
に
あ
た
っ
た
。
畔
頭
の
任
命
は
庄
屋
↓
大
庄
屋
の
推
挙
を
経
て
代
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
村
民
に
対
し
て

は
か
な
り
強
い
権
限
が
５
え
ら
れ
て
い
た
。
畔
頭
給
と
し
て
は
大
体
庄
屋
と
同
様
で
あ
っ
て
、
高
除
米
、
足
役

米
、
灯
油
代
、
筆
墨
代
な
ど
郡
費
よ
り
支
出
し
た
。

　
庄
屋
畔
頭
の
系
統
の
ト
に
、
村
落
組
織
の
基
礎
と
し
て
、
五
人
組
あ
る
い
は
十
人
組
と
い
う
の
が
あ
っ
・
た
。

こ
れ
は
近
隣
お
よ
そ
五
軒
を
以
つ
て
。
紅
と
し
。
こ
れ
を
組
合
と
い
っ
た
。
宗
門
の
相
互
検
察
、
農
耕
の
互
助

督
励
。
租
税
の
連
帯
責
任
、
家
事
経
済
の
相
互
扶
助
か
ら
冠
婚
葬
祭
の
助
け
合
い
に
至
る
ま
で
、
村
落
生
活
の

最
末
端
組
職
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
た
。

３２



　
二
見
郷
は
元
禄
寸
二
年
（
一
六
九
九
）
の
『
周
防
長
門
郷
帳
』
で
は
三
見
村
と
山
旧
村
が
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
。
村
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
三
見
浦
、
玉
江
浦
も
独
立
し
た
浦
方
村
落
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
近
財
に
於
け
る
三
見
の
状
況
に
つ
い
て
は
『
地
下
上
申
』
及
び
そ
の
『
村
絵
図
』
と
『
風
土
注
進
案
』
及
び

　
『
郡
中
大
略
』
が
基
礎
的
史
料
で
あ
る
が
、
『
地
下
上
申
』
は
近
世
中
期
、
『
風
上
注
進
案
』
と
『
郡
中
大
略
』

は
と
も
に
近
世
後
期
の
も
の
で
あ
る
。

村
の
成
り
立
ち

～
”
ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
近
世
中
期

３３

『
地
ド
Ｅ
申
』
と
『
村
絵
図
』
（
元
文
五
年
・
一
七
四
○
）
に
よ
っ
て
当
時
の
三
見
の
状
況
を
み
る
と
次
の
よ
う

近世中期

三
見
村
、
三
見
浦
の
諸
状
況



地下上申三見村（山口県文書館蔵）

三
見
村
の
諸
状
況

な
も
の
で
あ
っ
た
。

３４

阿
武
久
兵
衛

　
　
　
市
之
允

　
　
　
伊
平
治

　
　
　
源
左
衛
門

　
　
　
源
之
允

　
　
　
次
郎
左
衛
門

　
　
　
庄
左
衛
門

　
　
　
孫
左
衛
門

　
　
　
八
右
衛
門

○
地
下
役
人

　
　
三
見
村
御
蔵
人
庄
屋

　
　
　
手
水
川
畔
頭

　
　
　
市
　
　
″

　
　
　
中
山
　
　
″

　
　
　
床
並
　
　
″

　
　
　
蔵
本
　
　
″

　
　
　
河
内
　
　
″

　
　
　
本
郷
（
石
丸
）
″

　
　
　
明
石
　
　
″



益
皿
源
兵
衛
知
行
所

　
飯
井
　
庄
屋

一
二
浦
勘
右
衛
門
知
行
所

　
河
内
　
庄
屋

長
一

郎

吉
広

河
内

善
左
衛
門

清
兵
衛

畔
頭

．
．
、
「
コ
ニ
石
二
斗
四
升
一
合

一
、
九
．
八
石
九
斗
六
升
三
合

三
七
九
石
二
４
　
二
升
六
合

近世中期

○
石
高

　
　
田
畠
総
高
　
一
；
五
四
六
石
三
拝
四
合

　
　
　
内

　
　
　
藩
直
轄
地
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
方

源
兵
衛

－３５



「
浦
勘
左
衛
門
地
行
所
分

－３６－

山
役
石
　
一
五
石
五
升
二
合

　
　
　
　
　
」
一
一
四
石
三
斗
六
升
九
合

田
方
　
　
一
八
～
石
三
斗
六
升
一
合

畠
方
　
　
四
一
石
八
合

　
　
　
　
　
八
石
四
斗
一
．
升
五
合

田
方
　
　
七
石
八
斗
二
升
五
合

畠
方
　
　
六
斗

益
田
源
兵
衛
地
行
所
分

そ
の
他

　
秀
ａ
院
開
作
分

　
妙
玖
寺
開
作
分

新
見
忠
兵
衛
闘
作
分
　
田

周
布
六
左
衛
門
間
作
分
田

岡
部
茂
兵
衛
間
作
分
　
田

　
　
　
同
右
　
　
　
畠

一
反

二
反

田
方

田
方

六
斗

三
斗
二
升

四
反
七
畝
一
五
歩

三
反



○
人
数

　
　
総
人
数
　
二
、
一
〇
五
人

　
　
　
内

　
　
　
地
下
住
宅
諸
士
、
奉
公
人
、
寺
社
家
共

二
二
七
人

○
家
数

　
　
総
家
数
　
四
五
五
軒

　
　
　
内

　
　
　
地
下
住
宅
諸
士
、
奉
公
人
　
三
六
軒

　
　
　
鵬
直
轄
地
　
　
　
　
　
三
七
五
軒

　
　
　
益
田
源
兵
衛
知
行
所
　
　
　
四
四
軒

－３７

一

一

一

一

近世中期

七
人

○
人

女　男



女男

益
円
源
兵
衛
知
行
所

藩
直
轄
地

ミ
七
瓦
○
人

　
八
八
〇
人

　
八
七
〇
人

Ｔ
、
八
人

　
七
三
人

　
五
五
人

３８－

女　男

　
右
農
家
の
内
で
出
来
高
一
〇
石
以
ｈ
の
田
畠
を
所
有
し
、
一
戸
分
の
ｍ
訟
駅
を
納
め
る
心
晰
と
呼
ば
れ
る
家

は
五
五
軒
、
半
軒
と
い
っ
て
本
軒
の
半
分
の
門
役
銀
を
納
め
る
家
は
て
二
七
軒
で
、
外
の
二
二
七
軒
は
出
来
高

一
。
石
四
斗
以
下
の
小
農
か
、
耕
地
を
所
有
せ
ず
日
雇
い
稼
ぎ
な
ど
で
生
活
を
し
て
い
た
。
こ
れ
を
見
て
も
当
時

は
耕
地
も
少
な
く
、
農
民
の
生
活
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
門
役
銀
＝
田
畠
の
高
に
応
じ
た
年
貢
諸
負
担
の
外
に
代
銀
納
と
し
て
課
し
た
軒
別
税



馬　牛・
益
田
源
兵
衛
地
行
所

○
牛
馬
数

　
　
総
数
　
四
〇
四
匹

　
　
　
　
藩
直
轄
地

一
二
五
‘
一
匹

二
六
九
匹

　
八
三
匹

　
五
二
匹

御
米
蔵
は
、
藩
に
年
貢
米
を
納
め
る
た
め
の
一
時
保
管
用
の
倉
庫
で
、
こ
見
村
内
に
は
、
次
の

三
ヵ
所
の
外
飯
井
と
後
に
は
明
石
に
も
置
か
れ
た
。

　
三
見
市
（
現
三
見
市
岡
畑
地
）

　
本
郷
蔵
本
（
現
長
澄
正
次
氏
宅
地
）

　
中
山
引
地
（
現
中
山
公
会
十
前
）

近世中期

３９
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○
御
高
札
場
高
札
場
は
、
幕
府
や
萩
藩
の
触
書
。
掟
書
な
ど
を
掲
示
し
た
も
の
で
、
三
見
村
で
は
三
見
市
の

　
　
　
　
　
　
中
心
に
あ
た
る
仁
王
堂
境
内
に
設
置
さ
れ
、
長
さ
三
尺
一
寸
（
約
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
）
、
横
。

　
　
　
　
　
　
間
（
約
丁
八
メ
ー
ト
ル
）
、
柱
木
四
本
、
石
垣
高
さ
三
尺
（
約
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
）
、
屋
根
は
板

　
　
　
　
　
　
葺
き
で
あ
っ
た
。
高
札
は
全
部
で
八
枚
ほ
ど
掲
げ
ら
れ
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
御
札
内
訳

　
　
　
　
　
　
一
、
諸
国
在
々
所
々
田
畠
荒
さ
ざ
る
様
に
と
の
御
札

　
　
　
　
　
　
一
、
忠
孝
を
励
し
夫
婦
兄
弟
む
つ
ま
じ
く
す
べ
き
と
の
御
札

　
　
　
　
　
　
一
、
切
支
丹
宗
門
之
御
札

　
　
　
　
　
　
一
、
毒
薬
並
似
薬
売
買
仕
間
敷
と
の
御
札

　
　
　
　
　
　
７
伴
天
連
宗
並
切
支
丹
宗
門
之
御
札

　
　
　
　
　
　
一
、
捨
馬
仕
間
敷
と
の
御
札

　
　
　
　
　
　
一
、
御
添
札

　
　
　
　
　
　
’
。
駄
賃
定
之
御
礼

４０



４１

地下上申三見浦（山口県文書館蔵）

三
郎
兵
衛

○
御
物
成
札
（
年
貢
米
告
知
札
）
　
　
ヵ
所
三
見
市

○
御
立
山
（
官
有
林
）
　
　
十
八
ヵ
所

○
御
立
藪
（
官
有
竹
林
）
　
　
四
ヵ
所

三
見
浦
の
諸
状
況

○
地
下
役
人

　
　
二
見
浦
庄
屋
　
中
本
源
三
郎

六
四
石
九
斗
三
升
二
合

内
、
浦
屋
敷
石
五
石
三
斗
八
升
四
合

　
　
海
上
石
　
五
九
石
五
斗
四
升
八
合

近世中期

畔
頭

１メ

○
石
高

　
総
石
高



五
七
軒

一
〇
軒

一
七
軒

で
五
軒

二
五
軒

○
家
数

　
　
総
家
数

　
　
内
、
本
軒

　
　
　
　
半
軒

　
　
　
　
門
男

　
　
　
　
無
縁

浦
屋
敷
４
　
浦
。
白
姓
の
屋
敷
と
面
積
を
調
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
石
高
を
盛
っ
て
石
貫
銀
に
よ
る
銀
納
年
貢
を
徴
収
し
た
。

海
上
石
＝
引
請
海
面
の
漁
獲
高
を
石
に
見
積
も
っ
だ
も
の
。

漁
民
へ
の
租
税
は
こ
の
二
つ
を
主
体
と
し
て
課
し
た
。

二
一
九
人

、
○
二
人

○
人
数

　
　
総
人
数

　
　
内
、
男

４２



○
船
数

　
　
総
船
数

　
　
内
、
猟
船

．
．
五
鰻

　
七
般

女

一

一

七

人

箱
桶
船
　
一
〇
般

天
満
船
　
　
八
鰻

二
ヵ
所

丿
力
所

一
ヵ
所

一
ヵ
所

近世巾期

－４３

○
大
敷
網
代
場

　
　
総
数

　
　
内
、
浦
家
前
沖

　
　
　
　
雷
島

　
　
　
　
黒
島



○
御
立
山
　
　
　
こ

　
　
三
見
山
浦
町
後
の
山
（
現
潮
音
寺
山
）

　
こ
れ
ら
に
よ
る
と
元
文
五
年
（
、
七
四
○
）
当
時
の
二
見
村
、
浦
合
計
の
石
高
、
家
数
、
人
数
は
次
の
よ
う
に

な
る
。

○
石
高
　
二
、
六
一
〇
石
九
斗
六
升
六
合

○
家
数
　
五
コ
ー
軒

○
人
数
　
二
、
三
二
四
人

　
　
内
、
男
　
『
一
七
二
人

　
　
　
　
女
　
一
、
一
五
二
人

－４４－



　
『
風
Ｌ
注
進
案
』
「
弘
化
」
年
・
一
八
円
五
）
及
び
『
郡
中
大
略
』
（
安
政
二
年
・
．
八
五
五
）
に
よ
っ
て
当
時
の
．
二

見
の
諸
状
況
を
見
る
と
表
２
・
表
３
・
表
４
の
と
お
り
で
あ
っ
た
．

－４５

ｌ
ｊ
〃
’
ｙ
ｌ
’
ｊ
”
〃
近
世
後
期

三
見
村
ご
二
見
浦
の
諸
状
況

給

領

田

畠

数

藩

直

轄

田

畠

数

田

畠

総

数

一

八
町
八

畝一

〇
歩

一

七
八
町
四
反
七
畝
一
七
歩

一
丸

六
町
五
反

六
畝

七
歩

耕

地

面

積

四
廿
石
八
斗
六
升

－合

一

四
一

一●
一

石

一
一
斗

一一
一升

一一

突

九気

升

合

石

高

近世後期

○
三
見
村
耕
地
及
び
石
高

表
２
　
三
見
村
耕
地
及
び
石
高
（
弘
化
二
年
・
一
八
四
五
）



弘
化
．
、
年
（
一
八
四
五
）
汪
良
弾
蔵

安
政
二
年
こ
八
五
瓦
）
阿
部
勘
右
衛
門

○
」
見
村
庄
屋

岡

部

六

平

⌒床

並－

周

布

孫

兵

衛

⌒
明

石

水

尻

－

一一一

匹

反

八

畝

五

歩

万

来

一一
一
浦

兵

次

兵

衛

－
河

内
－

益
田
諒
兵
衛

一飯

井－

内

一

反

四

畝

＝■
一四

歩

五
反

畝
一
一
一一歩

一
町

一
一
畝

－
一丸

歩

一
五
町
九
反

九
歩

八
斗
四
升
四合

五
石
七
斗
一
八
升
五
合

五
石
一
斗
九
升
六
合

一
〇

石
四
升

一
合

一
一
一五
石
九
斗
九
升
六
合

４６

海

Ｅ

石

浦

屋

敷
石

総

石

高

７ｉ

九
石
五
斗
四

升
四
合

九
石
八
斗
四
升
四
合

六

九

石

－－
一斗

八

升

八

合

袁

十

一

一

で万万

一

八

？

九
九
石
五
斗
四

升
八
合

九
石
八
斗
四

升
四
合

六

九

石

－●

斗

九

升
一
一
合

姦

一
一年

⌒
＝■
八
１

表
３
三
見
浦
屋
敷
石
・
海
上
石
高

○
三
見
浦
石
高



風土注進案（山口県文書館蔵）

安
政
こ
年
　
二
八
五
五
）
中
本
重
郎
右
衛
門

４７

郡中大略三見浦

（山口県文書館蔵）

八
四
Ｊ

三
見
浦
庄
屋

天
保
．
．
一
年

○

⌒

一

）
中
本
重
郎
右
衛
門

（
一
八
五
石
）

ｉ三
五
八
軒

弘
化
二
年
（
一
八
四
．
ぎ

　
　
　
　
三
七
三
軒

三
見
村
総
計

近世後期

安
政
二
年

数

○
部
落
構
成

　
　
表
４
家

頭

畔



４８

一
一一見
村

浦
合
計

－●＝ａ一

見

浦

総

計

飯

井

明

石

政

一７Ｌ

河

内

石

丸

吉

広

床

並

手

水

川

市 中

山

四

一
一
一●
九

軒

一一
ひ

／ゝ
軒

四

六
軒

－
－
七
軒

一一
一
一一
一軒

四

－－軒

四
四軒

一
一

一－
軒

一
一一八

軒

四
一軒

五
七軒

＝■一
一
一軒

叩

＝ａ
六

軒

六
八軒

四
九
軒

§

万

一
一尚

－●
一
七

軒

一一
一
一一
一軒

照

一一軒

四
四軒

－訟
一
一一九

軒 一軒

芦

　一
軒

寡

混
ｌ

横
肖

§ ム

門

Ａ

弥助

Ｅ
Ｅ

門

表
５
人
数

○
人
数



　
こ
の
外
に
在
郷
住
宅
十
、
足
軽
、
陪
臣
、
そ
の
他
そ
れ
ら
の
家
族
が
い
た
が
。
家
族
に
つ
い
て
は
人
数
か
明

ら
か
で
な
い
。

女 男

－●一
一晋

１

宍

女 男

一一
一見

浦

総

計 女

＝ふ

Ｏ

○

一

入

一

一
〇
九
人

一一

一
一
○
人

一
匹
六人

一
七
九
人

一一
一
一五
人

八
五
五
人

九
四
九人

一

〇

六
一
人

一一
Ｏ

一
〇
人

－－
－●○
八
入

一
一一
之一

一一
一人

四
四
一
人

七
四
一
人

４９

近凹後期

○
給
領
十
及
び
給
領
庄
屋
等

　
小
村
に
よ
っ
て
は
武
上
の
給
領
地
か
あ
っ
た
か
、
そ
こ
に
は
小
都
合
庄
屋
及
び
給
領
庄
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
。
人

宛
配
置
さ
れ
た
。
安
政
二
年
当
時
の
給
領
主
及
び
給
領
庄
屋
は
表
６
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
小
都
合
庄
崖
は
す

べ
て
蔵
入
（
藩
直
轄
地
）
庄
屋
の
阿
部
勘
右
衛
門
が
兼
ね
て
い
た
。



明

石

手

水

川

床

並

河

内

一

飯

井

給

領

地

万

万

岳

｜

一一§

呂

１

晨

給

領

主

弥
一
一一ぷ

門
認

｜

漂

一
一一封
ツフ

筒

　｜。

　領

　庄
長
蔵匿

表
６
　
三
見
村
給
領
主
・
給
領
庄
屋
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

　
給
領
地
＝
藩
士
に
給
付
さ
れ
た
知
行
地
。
給
地
・
拝
領
地
な
ど
と
も
い
う
。
長
州
藩
で
は
上
地
知
行
制
が
永

く
受
継
が
れ
。
下
級
の
士
卒
を
除
い
て
藩
士
。
般
に
は
原
則
と
し
て
給
領
地
が
渡
さ
れ
た
。

　
綸
領
庄
屋
＝
藩
士
の
知
行
所
支
配
の
た
め
に
世
く
村
役
人
で
、
ほ
ぼ
庄
屋
・
畔
頭
と
同
じ
職
務
を
と
り
行
っ
た
。

　
小
都
合
庄
屋
＝
各
給
領
庄
屋
を
統
轄
す
る
役
目
で
、
給
領
地
関
係
の
大
庄
屋
に
あ
た
る
。
行
政
系
列
で
は
給

領
庄
屋
ｙ
小
都
合
庄
屋
↓
大
庄
屋
↓
代
官
役
↓
郡
奉
行
と
な
っ
て
、
そ
の
支
配
は
給
領
主
で
な
く
藩
で
あ
っ
た
。

　
給
領
主
＝
元
文
五
年
（
一
七
四
○
）
の
『
地
下
上
申
』
で
は
三
見
村
で
の
給
領
主
は
飯
井
の
寄
糾
益
田
氏
と
河

内
の
大
組
三
浦
氏
の
み
で
あ
っ
た
が
、
弘
化
‘
一
年
（
一
八
四
五
）
の
『
風
土
注
進
案
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
大
組
の

５０



５１

新
見
・
周
布
・
岡
部
の
三
氏
が
前
記
の
よ
う
に
綸
領
主
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
氏
は
藩
・
府
に
願
っ
て
、

村
内
に
新
田
の
開
発
を
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
開
発
地
は
余
り
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
間
作
地

は
本
人
の
知
行
高
に
加
給
さ
れ
た
か
、
こ
れ
ら
の
給
領
地
は
‘
反
余
り
か
ら
五
反
余
り
で
田
地
は
ほ
と
ん
ど
山

間
部
に
偏
在
し
て
い
た
。

　
飯
井
地
区
一
帯
を
給
領
地
と
し
て
い
た
寄
組
益
田
氏
は
、
須
佐
の
永
代
家
老
益
田
氏
の
支
流
で
、
藩
政
初
期
の

財
政
再
建
に
尽
く
し
た
益
田
元
祥
の
末
子
就
景
が
、
寛
永
十
一
年
（
六
三
円
）
に
分
家
し
て
興
し
た
も
の
で
あ
る
。

近世後期

○
在
郷
住
宅
上

　
弘
化
二
年
（
．
八
四
五
）
に
お
け
る
在
郷
住
宅
士
の
氏
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
　
大
組

　
　
七
口
田
彦
左
衛
門
岡
部
久
右
衛
門
臼
井
左
源
太
羽
仁
寿
之
允
田
中
次
郎
か
衛
門
坪
井
輿
三
熊

　
　
河
野
喜
兵
衛
長
嶺
輿
右
衛
門
村
ト
．
安
右
衛
門
飯
田
次
郎
四
郎
後
藤
源
助
周
布
孫
平
小
玉
小

　
　
隼
人
高
須
正
作
坪
井
藤
左
衛
門
乃
美
小
左
衛
門

　
　
１
　
廻
紅



　
中
村
久
右
衛
門

　
遠
近
付

　
服
部
静
馬
山
崎
百
合
槌
桑
原
弥
．
一
郎

　
徒
士

　
林
仲
衛

　
そ
の
他

　
足
軽
二
人
陪
臣
二
人

安
政
一
．
年
（
．
八
五
五
）
に
お
け
る
在
郷
住
宅
上
の
氏
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
大
糾

　
乃
美
小
右
衛
門
三
浦
勘
右
衛
門
山
田
小
平
太
河
野
権
助
波
多
野
専
蔵
飯
田
二
郎
四
郎

　
村
ヒ
波
門
羽
仁
源
八
長
嶺
孫
槌
後
藤
源
助
周
布
孫
平
坪
井
神
兵
衛
田
中
次
郎
右
衛
門

　
坪
井
良
三
熊
岡
部
正
之
助
吉
旧
栄
太
郎

　
手
廻
組

　
中
村
久
右
衛
門

５２



　
　
遠
近
付

　
　
服
部
九
郎
兵
衛
桑
原
弥
二
郎

　
　
徒
士

　
　
林
仲
衛

　
在
郷
住
宅
士
＝
城
下
町
に
居
住
せ
ず
、
農
村
に
在
住
す
る
藩
士
（
陪
臣
を
含
む
）
の
こ
と
。
浪
人
や
武
士
で

あ
っ
て
帰
農
し
た
者
は
在
郷
住
宅
十
と
は
い
わ
な
い
。
ま
た
一
門
重
臣
ク
ラ
ス
で
一
村
以
上
の
知
行
を
も
ち
、

そ
こ
に
在
住
す
る
者
も
こ
の
名
称
は
用
い
ら
れ
な
い
。
在
郷
住
宅
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
は
主
と
し
て
大
組
以

下
の
士
で
あ
っ
て
、
経
済
的
な
理
由
そ
の
他
に
よ
っ
て
農
村
住
ま
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

　
藩
府
は
藩
士
に
対
し
原
則
的
に
は
在
郷
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
藩
制
当
初
は
藩
士
に
給
付
す
る
住

宅
の
不
足
や
資
金
難
の
た
め
、
小
禄
の
者
は
例
外
と
し
て
在
郷
す
る
こ
と
を
容
認
し
た
。
万
洽
制
法
（
万
冶
三
年

二
八
六
〇
）
中
に
は
「
八
〇
石
以
下
の
者
で
在
郷
の
許
さ
れ
た
者
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
八
〇
石
を
基
準
に
し

て
認
め
て
い
た
が
、
時
代
と
と
も
に
小
禄
の
者
は
城
下
町
で
は
生
計
が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
下
級
武

士
が
在
郷
願
い
を
出
し
て
移
住
し
た
。
こ
の
た
め
在
郷
で
き
る
基
準
も
だ
ん
だ
ん
と
引
き
ト
げ
ら
れ
、
つ
い
に

は
二
五
〇
石
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
在
郷
十
の
行
う
農
業
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
武
上
と
し
て
の
恩
典
は
与
え
ら
れ

５３

近世後期



ず
、
屋
敷
出
畠
と
も
に
百
姓
並
で
あ
っ
て
、
代
官
の
支
配
ト
に
お
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
年
貢
諸
役
も
百
姓
同
様

に
賦
課
さ
れ
た
。

　
寄
組
＝
藩
士
中
に
お
い
て
一
門
に
つ
ぐ
高
い
家
格
を
示
す
階
層
で
あ
る
。
一
門
は
永
代
家
老
で
あ
る
が
、
こ

の
寄
組
か
ら
選
ば
れ
た
者
は
一
代
家
老
と
し
て
政
務
の
要
衝
に
あ
た
っ
た
。
享
保
の
未
に
各
階
級
の
石
定
め
が

き
ま
り
、
寄
組
は
五
千
石
以
下
千
石
以
ｈ
と
さ
れ
た
か
、
特
例
と
し
て
五
１
　
石
以
上
の
者
や
ｒ
石
以
下
の
者
も

あ
っ
た
。

　
大
紅
＝
八
組
と
も
馬
廻
組
と
も
言
い
、
藩
上
中
核
の
階
層
で
あ
る
。
軍
陣
に
臨
み
主
将
の
馬
廻
り
に
従
う
も

の
で
、
こ
れ
を
八
組
と
い
う
の
は
藩
初
期
の
頃
一
門
八
家
も
し
く
は
寄
組
の
十
に
配
し
て
組
を
編
成
し
、
寛
永

二
年
（
一
六
二
五
）
の
制
定
で
は
八
糾
と
し
。
輪
番
に
し
て
六
組
は
藩
地
に
留
め
て
萩
城
の
勤
番
そ
の
他
に
つ
け
、

。
一
組
は
藩
主
の
参
勤
に
随
従
警
固
と
し
て
江
戸
に
駐
在
さ
せ
た
こ
と
に
お
こ
る
。
禄
高
は
四
ト
‐
か
ら
ｒ
石
の

間
で
、
そ
の
禄
高
に
応
じ
て
武
具
や
陪
臣
数
の
定
め
が
あ
り
、
平
時
に
は
代
官
役
そ
の
他
藩
政
各
般
の
幹
部
的

役
職
に
補
し
た
。

　
手
廻
組
＝
藩
ｔ
に
近
侍
し
、
そ
の
側
近
の
職
務
に
服
す
る
者
を
以
っ
て
構
成
し
、
こ
れ
を
御
手
廻
組
と
総
称

し
た
。
世
襲
の
階
級
で
は
な
く
、
在
職
巾
に
適
宜
各
階
級
か
ら
こ
れ
に
編
入
し
組
織
さ
れ
た
の
で
、
構
成
員
も

５４



大
糾
の
十
以
下
、
遠
近
付
、
儒
青
。
医
師
、
膳
夫
な
ど
広
い
範
囲
の
階
級
に
わ
た
っ
て
い
た
。
組
頭
に
は
千
石

以
ｈ
の
寄
組
の
士
が
任
命
さ
れ
、
手
廻
頭
と
し
て
組
７
　
を
統
轄
し
た
。

　
遠
近
付
り
大
組
に
準
ず
る
附
級
で
馬
廻
並
の
士
と
も
称
し
た
、
遠
近
付
の
士
は
多
く
は
文
筆
を
も
っ
て
当
役

筆
青
役
。
当
職
内
用
掛
、
当
職
所
記
録
方
役
、
地
方
右
筆
、
御
世
帯
方
帳
方
役
な
ど
を
つ
と
め
、
ま
た
用
紙
方
役
、

御
米
方
役
な
ど
の
事
務
に
も
従
事
し
た
。

　
徒
士
＝
徒
士
に
は
地
徒
士
と
供
徒
士
の
二
つ
か
あ
り
、
初
め
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
二
代
藩

士
綱
広
の
時
に
大
柄
の
者
を
供
徒
士
に
、
小
柄
の
者
を
地
徒
士
に
定
め
た
。
地
徒
士
は
地
方
徒
七
の
意
味
で
御

国
徒
上
と
も
言
い
、
藩
士
の
在
国
中
は
常
に
駕
履
に
先
駆
し
て
道
路
の
警
護
に
あ
た
っ
た
。
。
方
供
徒
士
は
藩

ｔ
の
参
勤
及
び
帰
国
に
際
し
、
そ
の
行
列
の
先
導
と
警
衛
に
任
じ
た
。
そ
の
禄
高
は
五
八
石
余
を
最
高
と
し
。

最
低
は
Ｉ
〇
石
に
も
満
た
な
か
っ
た
。

５５

近世後期



飯

井

中

山

蔵

一冗

市

場

所

茅

葺

総

座

竹

座

茅

葺

右

に

同

じ

板

座

茅

葺

建

物

六坪
一一一坪
ゼ
合
五
勺

一
五坪

一
一

坪一
一合
五
勺

坪

数

○
御
米
蔵

　
　
表
７
御
米
蔵

５６

　
職
業
で
は
農
業
が
絶
対
多
数
を
＆
［
め
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
兼
業
と
い
う
形
で
商
工
業
を
営
む

者
も
多
数
あ
り
、
村
落
に
お
け
る
自
給
自
足
の
経
済
圏
の
中
か
ら
も
生
活
の
必
要
に
応
じ
て
様
々
な
商
工
業
者

が
生
じ
た
。

職
　
業
　
構
　
成



弘
化
二
年
（
一
八
四
、
血
）
に
お
け
る
Ｉ
、
．
見
村
の
職
業
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
．

　
農
家
三
六
九
軒

　
　
　
内
農
人
三
．
一
八
軒
　
職
人
一
六
軒
　
小
商
人
二
五
軒

　
職
人
（
藩
よ
り
営
業
許
可
証
に
あ
た
る
職
人
札
を
交
付
さ
れ
て
い
る
者
）
三
〇
軒

　
　
　
内
家
大
工
三
軒
柚
木
挽
五
軒
桶
上
二
軒
鍛
冶
三
軒
畳
刺
一
軒
屋
根
葺
こ
一
軒
笠
縫

　
　
　
一
軒
竹
箭
造
一
軒
瓦
屋
一
軒

　
商
人
（
商
人
札
を
交
付
さ
れ
て
い
る
者
）
三
二
軒

　
　
　
内
酒
造
商
売
二
軒
（
内
、
浦
に
．
軒
）
肴
・
以
腐
・
餅
商
売
一
四
軒
草
履
・
草
惟
店
一
六
軒

　
牛
馬
数
　
．
こ
四
〇
匹

　
　
　
内
牛
二
四
一
匹
　
馬
九
九
匹
（
内
三
一
匹
は
三
見
市
宿
方
御
伝
馬
）

　
船
数
　
四
九
般

　
　
　
内
河
内
三
嫂
明
石
三
鰻
飯
井
五
鰻
い
ず
れ
も
薪
・
肥
船
と
し
て
六
貫
目
積
位
の
分

　
　
　
浦
三
八
般
（
漁
船
）
天
保
で
．
年
（
～
八
四
一
）
に
よ
る
．

５７

近世後期



農

業

産

５８

　
近
世
封
建
社
会
で
の
最
大
の
産
業
と
い
え
ば
農
業
で
、
そ
の
中
の
主
要
な
作
物
は
米
で
あ
っ
た
。
領
主
か
そ

の
統
治
す
る
庶
民
か
ら
徴
収
す
る
貞
租
中
、
米
の
占
め
る
比
重
は
圧
倒
的
な
も
の
で
、
家
臣
に
対
す
る
給
与
に

も
米
を
用
い
た
。
領
主
や
家
臣
は
直
接
必
要
以
外
の
米
は
売
払
っ
て
市
中
に
出
し
た
の
で
。
米
は
ま
た
近
世
封

建
社
会
に
流
通
し
た
商
品
の
巾
で
、
最
も
大
き
く
又
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
領
主
の
経
済
力
は
そ
の
領
地
で
生
産
す
る
米
の
多
少
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
米
の
で
き
る
耕
地

の
広
さ
、
農
家
の
数
に
も
よ
っ
た
。
開
作
に
よ
っ
・
て
田
畑
を
増
す
こ
と
、
離
農
者
の
防
止
、
新
百
姓
の
誘
致
な

ど
の
方
法
か
米
の
生
産
を
増
す
た
め
に
、
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
・
溜
池
を
造
っ
た
り
、
溝
を
掘
っ
て
水

利
の
便
を
図
る
よ
う
な
上
木
Ｔ
事
も
行
わ
わ
た
。

　
農
村
で
は
米
は
作
高
の
十
ば
以
上
を
貢
租
と
し
て
上
納
し
た
の
で
、
飯
料
と
し
て
粟
や
か
な
ど
の
雑
穀
を
米

に
混
ぜ
て
用
い
た
。
米
を
主
と
し
て
飯
料
に
供
し
得
だ
の
は
富
農
に
限
ら
れ
、
一
般
の
農
民
は
雑
穀
を
れ
と
し

業



反
１
作
高

．
石
八
斗
八
升

田
　
　
反
　
別

一
〇
〇
町
九
反
二
畝

、
九
〇
〇
石
三
〇
八
軒

５９

表
９
　
三
見
村
藩
政
後
期
麦
・
雑
穀
平
年
作
高

表
８
　
三
見
村
藩
政
後
期
平
年
米
作
高
・
作
付
面
積
比
較
表

て
飯
料
に
し
た
。

農
家
軒
数

一
軒
当
平
均
作
高

六
石
、
斗
七
升

平
年
米
作
高

一
、
〇
八
九
石

一
　
　
－
－
－
－六

一
＝ａ一

石

近世俊期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
４
１
　
４
５
　
Ｃ
Ｑ
ｇ
　
２
Ｊ
　
４
Ｚ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
わ
　
さ
か
｀
　
お
　
は
ぜ

　
そ
の
他
の
産
物
と
し
て
は
、
唐
半
、
菜
種
、
八
九
笥
、
竹
の
穂
・
柿
・
梅
・
栗
・
枇
杷
・
榊
・
堵
・
檜
の
実
、

楠
な
ど
が
あ
っ
た
、

　
肥
料
＝
藩
政
時
代
の
始
め
か
ら
肥
料
を
用
い
る
こ
と
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
『
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と

田
畑
の
主
な
肥
料
は
「
き
ょ
う
肥
」
（
人
糞
尿
）
と
堆
肥
で
あ
り
、
藻
草
・
灰
・
酒
粕
・
糠
～
干
鰯
・
魚
の
内

リ
‐
言
「
丿

一
八
四
〇

石

麦

四
〇

石

太

一豆

！七

一一
一
石

粟

－
そ

ぱ

七

〇

石

一一一

石

小

一旦

合

ａｌ

畑
　
反
　
別

九
、
町
六
反
四
畝



農
業
土
木

臓
の
腐
熟
物
な
ど
も
用
い
た
。
堆
肥
の
原
料
は
山
野
の
柴
草
が
主
で
、
家
畜
の
糞
尿
も
併
せ
て
用
い
た
。
酒

粕
・
糠
・
魚
肥
な
ど
は
購
入
肥
料
で
あ
る
た
め
、
な
か
な
か
使
用
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
『
き
ょ
う
肥
』
は
少

な
く
萩
よ
り
買
い
入
れ
て
い
た
が
、
農
民
は
生
活
が
苦
し
く
い
き
わ
た
る
ほ
ど
買
い
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。

　
二
見
川
は
三
隅
境
の
鎖
板
峠
か
ら
発
し
て
北
東
に
流
れ
、
市
を
経
て
そ
れ
よ
り
北
西
に
方
向
を
変
え
、
ほ
ぼ

村
内
の
中
火
部
を
流
れ
‐
本
海
に
注
い
で
い
る
。
。
二
見
川
に
は
三
つ
の
主
な
支
流
が
あ
り
、
市
で
手
水
川
川
、

河
地
で
平
野
川
、
石
丸
で
日
間
川
と
合
流
し
て
い
る
。
そ
の
他
村
内
に
は
一
六
の
支
流
や
小
川
が
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
河
川
を
堰
き
と
め
て
井
手
を
築
き
、
溝
や
樋
を
通
し
て
又
谷
間
に
は
堤
を
築
き
、
農
業
用
水
の
確
保
に

っ
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
農
業
用
水
を
確
保
す
る
た
め
毎
年
河
川
や
用
水
溝
な
ど
の
浚
渫
を
し
た
り
、
護
岸
補
強

あ
る
い
は
補
修
を
し
た
り
す
る
川
除
き
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
農
閑
期
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
重
要
な
仕
事
で

あ
っ
た
。

６０



６１

　
藩
政
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
農
業
用
水
の
確
保
及
び
新
田
の
開
作
な
ど
が
農
業
振
興
の
立
場
か
ら
盛
ん
に
行

わ
れ
、
相
ｉ
の
成
果
を
あ
げ
た
。

　
三
見
村
に
於
け
る
用
水
路
な
ど
の
個
所
及
び
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
か
、
こ
れ
ら
地
方
関
係
の
工
事
負
担

に
つ
い
て
は
、
藩
費
負
担
の
も
の
と
地
下
役
負
担
の
も
の
と
か
あ
っ
た
。
藩
費
負
担
は
宰
判
の
大
小
に
よ
っ
て

毎
年
四
〇
石
か
ら
六
〇
石
前
後
の
縄
費
米
を
打
ち
切
り
に
配
当
し
、
そ
の
範
囲
内
で
代
官
所
に
委
任
す
る
も
の

で
あ
り
、
地
下
役
負
担
は
村
々
の
負
担
と
し
て
、
庄
限
。
畔
頭
や
百
姓
中
の
協
議
で
行
う
も
の
で
あ
る
。

近世筏期

井
手
三
．
、
．
０
ヵ
所
括
弧
内
は
藩
費
負
担

　
　
蔵
本
二
七
（
一
）
石
丸
四
三
（
四
）
吉
広
ヱ
ハ
（
一
三
）
市
．
．
二
（
．
０
）
床
哉
、
八
一
（
九
）

　
　
中
山
四
七
（
一
．
０
）
手
水
川
四
一
（
．
一
）
明
石
．
一
（
．
［
、
．
］
河
内
六
一
．
．

堤
　
　
八
ヵ
所

　
　
蔵
本
（
一
）
石
丸
「
」
）
中
山
（
二
）
河
内
三

用
水
溝
　
ご
二
五
ヵ
所

　
　
蔵
本
一
〇
（
三
）
明
石
一
四
（
五
）
床
並
二
〇
（
二
）
市
一
四
（
四
）
于
水
川
二
四
（
二
）



業

　
　
古
広
ヱ
ハ
（
九
）
石
丸
一
四
（
二
）
河
内
九
　
巾
山
．
四

悪
水
溝
一
一
ヵ
所
全
て
地
ド
役
負
担

　
　
蔵
本
二
　
市
．
．
中
山
四
　
手
水
川
―
　
石
丸
一

樋
　
一
一
四
ヵ
所

　
鵬
負
担
一
九
　
地
ド
役
負
担
五

林

　
占
来
よ
り
我
が
国
の
山
林
は
農
民
に
開
放
さ
れ
て
共
同
利
用
に
供
さ
れ
て
き
た
か
。
中
世
封
建
制
度
が
生
ま

れ
て
以
後
、
支
配
階
級
で
あ
る
領
主
が
城
の
建
設
な
ど
に
多
く
の
木
材
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

自
己
の
用
に
供
す
る
山
林
を
設
定
し
て
一
般
の
利
川
収
益
の
制
限
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
藩
政
時
代
に
は
こ
の
区
別
が
制
度
化
さ
れ
て
、
官
有
林
、
民
有
林
の
区
別
が
上
じ
。
官
有
林
に
も
管
理
用
役

に
よ
っ
て
種
々
の
名
称
を
以
っ
て
呼
ば
れ
る
各
種
の
山
林
が
出
来
た
。

　
近
世
後
期
の
、
。
‘
見
村
に
於
け
る
山
林
山
野
の
種
別
面
積
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
弘
化
二
年
二
八
四
五
）
『
風

６２



○
御
立
山
　
二
五
ヵ
所

一
町
八
反
五
畝

　
　
中
山
一
．
手
水
川
二
　
床
並
二
（
こ
　
石
丸
．
．
二
）
河
内
六
蔵
本
．
五
明
石
四
巾
（
一
）

　
　
古
広
こ
）

　
御
立
山
は
藩
の
直
轄
官
有
林
で
、
竹
林
の
場
合
は
御
立
藪
と
い
い
、
立
木
、
竹
林
は
直
接
藩
の
用
に
供
さ
せ

ら
れ
た
．
川
材
林
と
し
て
は
．
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
御
囲
山
、
御
用
心
山
、
番
組
山
、
普

謂
山
な
ど
が
あ
っ
・
た
．
御
囲
山
は
Ｉ
木
を
非
常
の
用
に
供
す
る
た
め
常
時
に
は
伐
採
し
な
い
も
の
、
御
用
心
山

は
萩
城
の
近
辺
そ
の
他
の
要
地
に
用
心
の
た
め
保
存
し
た
蓄
財
林
で
あ
る
．
ま
た
番
組
山
は
百
十
年
ご
と
に
伐

採
し
て
売
り
払
い
の
計
山
を
糾
ん
だ
用
木
材
、
普
請
山
は
藩
直
営
の
建
築
や
道
路
、
橋
の
修
絣
、
井
手
川
除
な

ど
の
た
め
に
保
存
し
て
お
く
用
材
林
で
あ
る
．

土
注
進
案
』
に
よ
る
。

コ
ー

括
弧
内
は
御
立
敵

立
銀
二
〈
七
匁
一
．
．
分
二
厘

立
銀
一
．
五
〇
匁

近匪後期

内
益
田
源
兵
衛
御
預
山
　
一
．
五
町
五
反
五
畝

６３

○
御
預
山
　
二
ヵ
所

三
四
町
―
反
二
畝



　
　
　
　
岡
部
六
平
御
預
山
　
　
八
町
六
反
六
畝
　
　
立
銀
　
一
七
匁
三
分
二
厘

　
御
預
山
は
御
立
山
の
。
種
で
あ
る
が
、
地
下
諸
臣
地
下
百
姓
に
預
け
て
管
理
さ
せ
て
い
た
も
の
。

　
寺
社
境
内
山
も
御
立
山
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
。
こ
れ
は
寺
社
周
辺
の
風
致
や
尊
厳
維
持
の
た
め
伐
採
を

禁
止
し
、
境
内
周
囲
の
山
林
の
景
観
を
確
保
し
た
も
の
で
、
寺
社
営
繕
の
た
め
の
伐
採
も
統
制
し
、
枯
損
木
や

風
倒
木
の
採
用
に
つ
い
て
も
許
可
を
要
し
た
。
安
政
、
‘
年
こ
八
五
五
）
の
『
郡
巾
大
略
』
に
は
。
二
見
村
内
に
三

見
八
幡
社
一
反
五
畝
一
五
歩
、
蔵
王
権
現
社
円
町
二
畝
二
八
歩
の
二
ヵ
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。

６４－

○
合
壁
山

　
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
「
阿
武
郡
当
島
三
見
村
建
銀
山
坪
付
帳
」
に
よ
る
三
見
村
合
壁
山
所
有
状
況
は
表
１
０

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
表
１
０
三
見
村
合
壁
山
所
有
状
況
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
市
史
（
二
）
に
よ
る

　
こ
れ
で
見
る
と
Ｉ
〇
町
以
上
の
所
有
者
か
五
名
で
、
一
町
か
ら
一
一
町
前
後
の
所
有
者
が
全
体
の
ほ
ぼ
半
数
を

占
め
、
五
反
未
満
の
零
細
所
有
者
は
少
な
い
。
農
業
の
外
、
薪
の
伐
り
出
し
、
炭
焼
き
な
ど
林
業
に
よ
っ
て
生

計
を
立
て
て
い
た
三
見
村
の
農
民
に
と
っ
て
、
山
林
の
所
有
は
経
済
生
活
の
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。

　
合
壁
山
と
は
民
有
林
の
こ
と
で
、
百
姓
が
自
分
の
田
畠
、
宅
地
経
営
の
た
め
利
用
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
所
有
椛
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
当
時
五
三
〇
町
⊇
反
四
畝
の

合
壁
山
が
あ
り
、
立
銀
（
上
納
銀
）
は
一
貫
。
九
四
匁
で
あ
っ
た
。

六

町

Ｓ

七

町

七

町

Ｓ

八

町

八

町

Ｓ

九

町

九
町

Ｓ

一

〇

町

一
〇

町
Ｓ
一
一
町

一
一
町
Ｓ
一
一
一町

一
一人

一
一人 五人 一人 ○人

一
人

○

反

Ｓ

－Ｊ

反

反

Ｓ

五

反

五

反

Ｓ

町

一

町

Ｓ

一一

町

－

町

Ｓ

一一

町

一一一

町

Ｓ

四

町

　　一一一
三六
人人

一■
一四

人

五
五人

一
一七
人

一一

人

近世後期
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６６

○
山
野
九
九
二
町
．
．
．
反

　
官
有
林
で
あ
る
が
、
村
百
姓
令
体
が
利
川
罹
を
持
っ
て
い
た
入
会
山
で
あ
る
．
百
姓
は
願
い
出
れ
ば
ド
木
、

下
草
の
採
取
、
間
伐
、
又
は
用
材
の
採
取
も
許
可
さ
れ
た
．
ま
た
牛
馬
の
つ
な
ぎ
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
．

　
三
見
村
林
業
年
間
収
人
単
位
銀
（
貫
）

　
　
薪
六
五
・
〇
　
竹
．
．
．
・
五
　
竹
の
皮
丁
五
　
松
杉
栗
板
で
．
・
○
　
木
炭
二
・
〇
　
茸
○
・
○
五

　
　
合
計
八
四
・
〇
五

　
藩
政
時
代
の
税
制
は
各
時
代
に
よ
り
多
少
の
変
遷
は
あ
っ
た
か
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
農
民
の

負
担
し
た
貢
利
は
米
作
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
「
田
方
物
成
」
を
根
幹
と
し
て
、
○
種
に
余
る
税
目
が
あ
っ
た
。

　
　
―
田
方
物
成
＝
封
建
経
済
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
米
作
高
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
税
収
人
巾
最
大
最
重

　
　
　
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
田
方
物
成
の
算
出
基
準
は
検
地
に
よ
り
、
田
。
筆
毎
に
収
穫
高
を
見
積
も
っ
て

　
　
　
「
石
」
を
定
め
、
租
率
を
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
（
石
盛
）
。
租
率
は
初
期
の
慶
長
検
地
で
は
七
つ
三
歩
成

農
民
の
負
担



　
す
な
わ
ち
七
割
三
分
と
い
う
高
率
で
あ
っ
た
。
後
に
検
地
は
度
々
行
わ
れ
、
‐
盛
も
部
分
的
に
修
正
さ

　
れ
た
が
、
農
民
の
実
際
の
負
担
高
は
軽
減
し
な
か
っ
た
。
田
方
物
成
の
ｔ
租
を
本
土
貢
と
い
い
、
こ
れ

　
に
］
米
、
種
子
利
米
、
作
飯
利
米
が
付
加
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
総
称
を
井
米
と
い
っ
た
。
井
米
徴
収
に
あ

　
た
っ
て
使
用
す
る
。
４
　
桝
は
一
斗
一
升
の
も
の
で
あ
り
、
し
ぜ
ん
一
割
増
徴
と
な
り
、
こ
れ
を
ｔ
米
と

　
い
っ
た
。
延
米
の
一
部
は
郡
配
当
米
と
し
て
、
地
方
行
政
機
関
で
あ
る
宰
刊
経
費
に
あ
て
ら
れ
た
。

２
畠
方
物
成
＝
畠
に
対
す
る
課
税
で
あ
っ
て
、
田
方
物
成
の
よ
う
な
物
納
で
は
な
く
、
石
盛
さ
れ
た
帛
の

　
石
高
一
石
に
つ
き
銀
一
〇
匁
（
貞
享
検
地
貞
デ
ー
。
∵
四
年
　
。
一
六
八
六
～
八
ヒ
以
後
、
藩
政
初
期
は

　
一
二
匁
）
の
率
に
よ
る
石
貫
銀
で
徴
収
し
た
。

３
石
貫
銀
＝
畠
利
そ
の
他
石
高
を
盛
っ
た
各
種
の
税
銀
。
例
え
ば
町
地
料
石
、
海
卜
石
、
山
役
石
、
梱
・
石

　
な
ど
各
種
の
石
高
制
雑
租
を
代
銀
納
と
し
、
高
一
石
に
つ
い
て
徴
収
す
る
銭
。
貫
文
（
銀
ト
匁
）
建
の

　
税
率
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
銀
税
そ
の
も
の
を
、
い
ず
れ
も
石
畳
銀
と
い
う
。

４
小
物
成
＝
雑
多
な
も
の
に
対
す
る
課
税
を
総
称
し
て
小
物
成
と
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
門
役
銀
は
農
民

　
の
う
ち
、
本
。
白
姓
に
属
す
る
階
層
か
ら
徴
収
し
た
。
小
物
成
の
う
ち
大
豆
土
貢
、
蕨
縄
、
細
引
な
ど
の

　
税
口
に
つ
い
て
は
物
納
で
あ
っ
た
。

６７
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５
椿
石
＝
紙
す
き
原
料
と
し
て
の
椿
に
つ
い
て
も
、
田
畠
屋
敷
の
周
囲
な
ど
に
植
付
け
の
株
数
を
調
べ
て

　
小
物
成
石
を
盛
り
つ
け
、
石
貫
銀
を
賦
課
さ
れ
た
。

６
日
米
＝
田
租
の
徴
収
に
あ
た
り
関
係
役
人
の
雑
給
や
鼠
喰
い
な
ど
で
減
少
し
た
も
の
を
補
う
た
め
、
貢

　
米
一
石
に
つ
い
て
。
。
。
升
、
す
な
わ
ち
三
％
あ
て
賦
課
し
て
藩
庫
に
納
め
る
雑
税
。

７
種
子
利
米
＝
蔵
人
、
給
領
地
を
通
じ
て
百
姓
に
作
飯
米
と
と
も
に
稲
作
用
の
種
籾
を
貸
し
つ
け
、
元
本

　
は
永
久
に
据
置
き
利
息
米
を
毎
年
本
土
貢
（
旧
地
に
盛
ら
れ
た
石
高
に
対
し
、
租
率
を
乗
じ
た
本
来
の

　
税
＝
正
租
）
に
添
え
て
徴
収
し
た
。
田
租
の
付
加
税
化
し
た
も
の
。

８
作
飯
利
米
＝
種
子
利
米
に
類
似
の
性
質
を
も
っ
た
も
の
で
、
毎
年
の
稲
の
作
付
時
分
に
扶
食
飯
米
と
し

　
て
種
子
米
と
同
額
程
度
を
田
高
あ
た
り
に
百
姓
人
別
に
貸
し
付
け
た
。

９
浮
役
銀
―
田
畠
の
石
掛
り
、
す
な
わ
ち
白
姓
の
持
高
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
た
現
物
。
貞
租
が
代
銀
納
に

　
な
っ
た
も
の
。
田
畠
現
高
一
石
に
付
き
銀
二
分
、
。

１
０
山
立
銀
―
私
有
林
で
あ
る
合
壁
山
並
に
藩
士
に
預
付
し
た
御
預
山
に
対
す
る
課
税

１
１
酒
造
和
市
違
銀
＝
酒
造
に
対
す
る
運
上
銀
、
藩
で
は
泗
造
家
の
た
め
収
納
し
た
貢
米
を
毎
年
初
秋
に
あ

　
た
っ
て
免
許
の
石
数
に
応
じ
て
（
Ｆ
石
に
つ
き
三
十
石
宛
）
貸
し
付
け
、
翌
年
三
月
中
に
米
切
手
で
返

６８



　
　
納
さ
せ
た
。
酒
造
家
は
代
銀
で
藩
の
米
切
手
を
買
い
。
こ
れ
を
返
納
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
代
り
藩

　
　
は
酒
運
ｈ
と
し
て
「
和
市
違
銀
」
の
名
目
で
、
免
許
石
の
、
・
石
あ
た
り
銀
二
ハ
匁
一
分
宛
（
明
和
五
年
－

　
　
、
ヒ
六
八
改
止
）
を
徴
収
し
た
。

１
２
山
役
銀
＝
慶
長
検
地
に
始
ま
っ
た
人
会
山
野
に
反
別
に
か
か
わ
り
な
く
一
定
の
慣
行
川
益
区
域
に
課

　
　
せ
ら
れ
た
税
銀

１
３
井
米
＝
田
租
米
と
直
接
こ
れ
に
と
も
な
う
付
加
税
米
の
合
計
額
。
し
た
が
っ
て
井
米
を
分
析
す
る
と
、

　
　
正
租
米
と
、
付
加
税
の
口
米
、
種
子
利
米
、
作
飯
利
米
の
四
種
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
別
々
に
で
な
く
、
常

　
　
に
合
算
し
て
貢
米
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
。
故
に
貢
米
（
土
貢
米
）
と
井
米
は
別
名
で
あ
る
が
同
意
語
で
あ

　
　
る
。

１
４
延
米
＝
田
租
米
の
徴
収
に
あ
た
り
、
収
納
用
の
斗
桝
の
容
眼
と
量
り
方
の
操
作
に
よ
っ
て
自
動
的
に
賦

　
　
課
さ
れ
る
名
目
外
の
一
種
の
税
米
で
、
渚
初
以
来
の
延
米
は
石
あ
た
り
し
升
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
延
米
の
一
部
は
藩
庫
に
入
り
、
外
は
地
方
に
還
元
し
て
郡
村
費
の
主
財
源
と
さ
れ
た
。
な
お
、

　
　
延
米
は
更
に
量
り
方
に
操
作
を
加
え
て
、
入
実
を
Ｉ
割
増
し
の
一
斗
一
升
と
な
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ

　
　
を
貢
米
。
斗
と
し
て
徴
収
す
る
か
。
増
徴
さ
れ
る
一
升
部
分
を
延
米
と
い
い
、
貢
米
一
石
に
つ
い
て
は

　
　
延
米
は
一
斗
と
な
る
の
で
斗
延
と
も
斗
延
米
と
も
い
う
。

６９－
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一
軒
平
均
租
米
高

一
．
・
八
三
石

田
面
積

一
〇
〇
・
九
一
町

租
　
米
　
高

．
・
八
八
石

．
、
九
〇
〇
ご
］
ハ
こ
七
石

課
税
率

反
当
作
高

－７０

　
米
作
高
、
作
付
面
積
租
米
高
は
去
Ｈ
の
と
お
り
で
あ
る
。
当
烏
宰
判
内
六
力
村
の
米
納
札
賦
課
牢
は
河
島
庵

七
六
・
五
％
椿
東
村
五
八
・
。
一
％
椿
内
村
六
。
・
七
％
山
田
村
四
二
・
五
％
三
見
村
六
万
九
％
大
井

黒
川
村
四
九
こ
％
で
三
見
村
は
河
島
庄
に
次
い
で
の
高
賦
課
率
で
あ
っ
た
。
な
お
六
力
村
平
均
は
五
六
こ
Ｉ
．

％
で
あ
る
。

三
見
村
に
お
け
る
諸
税
負
担

農
家
軒
数

ｉ二
〇
八
軒

米
作
高
．
軒
肖
作
高

表
１
１
　
三
見
村
米
作
高
・
作
付
面
積
租
米
高
表
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

　
　
　
　
額

－九
〇
二
心
四
斗
七
升
四
合
．
一
．
勺
一
Ｉ

目

税

件

米

レ

ｉ凧

分

表
１２

六
万
九
％

Ｔ
」
六
・
ヒ
四
七
石

税

－－－

区

三
見
村
諸
税
負
担
表
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）



７１

　銀

　納

　税

一

　畠

　銀

酒

造

和

「訂

違

銀

山

ｊ．

銀

門

役

銀

浮

役

銀

銀

納

税

参

考

米

納

租

浮

役

銀

　畠

　銀

一一

　－
　一　一　貫

　七
　四

　血
　匁

　七
　分

　七
　厘

米

納

租

賦

課

率

米

生

産

高

計

諸

掛

物

延

来

五

〇

七

匁

／ｌｉ
分

七

厘

　之毛

六
一

九
％

－●

九
〇
〇

石

一

一
七
六
石
七
斗
四
升
じ

ふ
２
－勺
六
才

一

八

八

白
五

斗

　之

升

七

合

八

勺

九

才

八
五
石
七
斗
一一一升
五

ふｒ．

／ゝ
才

近世後期

諸

現

物

納

租

大

豆

土

賞

計

山

投

銀

酒

造

和

「訂

違

銀

七
石
四
斗
九
升

合
五
勺
四才

六
貫
八

一一
回
匁
一
分
一

厘－
毛

一

五
〇
匁
五

分一

座

九
七
〇
匁
五分

一
．
六
五
匁
六
分
五
厘

　
　
一
貫
一
九
四
匁



農
民
の
生
活

諸

現

物

納

租

御

請

苧

桔

細

引

渋

紙

蕨

縄

　一

一

一
束

一
一一
一
六
把

五
本
－
朱
八味

五
枚
－
朱
八味

　
表
１
２
の
諸
税
負
担
表
に
よ
る
と
、
三
見
村
は
米
の
生
産
高
年
間
「
九
〇
〇
石
に
対
し
て
米
納
租
は
井
米
、

延
米
、
諸
掛
物
を
合
計
す
る
と
Ｉ
、
一
七
六
石
余
に
及
び
、
米
作
に
対
す
る
割
合
は
六
万
九
％
と
高
い
率
に

な
っ
て
い
る
．
さ
ら
に
米
作
高
、
作
付
面
積
租
米
高
表
に
よ
る
と
一
軒
あ
た
り
の
作
高
は
六
∴
七
石
で
、
こ

れ
に
対
し
て
貢
租
と
し
て
上
納
し
た
米
は
一
軒
平
均
．
．
一
・
八
．
．
一
石
に
及
ん
で
い
る
．
差
引
き
す
る
と
農
家
の
手

に
食
糧
と
し
て
残
る
米
は
一
軒
平
均
一
７
三
四
石
に
過
ぎ
ず
、
一
人
の
主
食
を
一
日
五
合
と
み
て
年
間
一
石
八

斗
を
必
要
と
す
る
が
、
わ
ず
か
に
一
二
一
人
分
の
主
食
糧
に
し
か
相
当
し
な
い
と
い
う
少
量
な
も
の
で
あ
っ
た
．

こ
の
よ
う
に
多
数
の
貞
租
を
Ｌ
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
農
民
の
生
活
は
当
然
甚
だ
し
く
苦
し
い
も
の
に

７２



な
っ
た
。
そ
れ
で
農
家
に
お
い
て
は
租
米
を
納
め
た
後
の
米
に
麦
・
雑
穀
を
加
え
て
食
栂
と
し
た
が
、
そ
れ
で

も
足
り
な
い
場
合
は
大
根
や
そ
の
葉
を
混
ぜ
た
粥
な
ど
を
食
べ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
足
り
な
い
分
は
、
銭
を

も
っ
て
飯
米
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
衣
食
住
に
必
要
な
日
用
品
の
購
人
に
も
、
も
ち
ろ
ん

銭
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
農
民
は
換
金
作
物
を
工
夫
し
て
栽
培
す
る
外
、
前
記
職
業
構
成
の
と
こ
ろ

で
も
記
し
て
お
い
た
よ
う
な
種
々
の
剛
業
を
営
ん
だ
。
‐
雇
、
手
内
職
、
小
商
売
、
林
業
な
ど
か
そ
れ
で
あ
っ

た
が
、
三
見
は
城
下
町
か
ら
離
れ
て
い
た
た
め
、
副
業
の
種
類
も
少
な
く
、
山
林
関
係
の
稼
ぎ
か
主
に
な
っ
て

い
た
。
こ
う
し
て
得
た
銭
を
も
っ
て
不
足
食
糧
を
買
入
れ
、
衣
食
住
の
必
要
物
品
の
買
入
れ
に
充
て
た
。
こ
れ

は
三
見
村
の
み
に
限
ら
ず
ど
の
村
で
も
同
じ
で
、
農
家
の
食
糧
以
外
の
衣
食
住
必
要
物
品
年
間
買
入
れ
費
川
は

一
軒
平
均
わ
ず
か
銀
一
一
百
匁
位
（
米
。
。
石
く
ら
い
の
銀
に
相
ｉ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
計
費
の
も
と
で

家
族
人
口
か
増
加
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
飯
米
の
不
足
を
き
た
し
、
飢
え
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
、
庶
民
の
間
で
は

　
「
間
引
」
と
称
し
て
、
出
産
を
制
限
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

　
藩
政
下
二
百
六
十
年
間
の
人
］
の
増
加
が
ま
こ
と
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま

た
、
農
民
は
農
業
の
設
備
、
器
具
、
肥
料
な
ど
に
投
ず
る
だ
け
の
費
用
を
持
つ
余
裕
が
な
く
、
農
業
の
発
達
を

著
し
く
阻
害
さ
れ
た
。

７３

近世後期



村
内
各
部
落
の
状
況

　
『
風
上
注
進
案
』
を
見
る
と
、
近
世
後
期
の
村
の
状
況
が
よ
く
わ
か
る
か
、
三
見
村
の
諸
事
項
に
つ
い
て
は

当
時
の
庄
屋
汀
良
弾
蔵
が
責
任
者
と
な
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
課
税
に
対
す
る
自
己
防
衛
の
た
め
か
実

際
よ
り
控
え
め
に
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
封
建
権
力
に
搾
取
さ
れ
な
が
ら
苫

し
い
生
活
に
耐
え
て
き
た
村
落
の
実
情
が
よ
く
う
か
が
え
る
。

－７４

　
寛
文
五
年
（
、
六
六
石
）
新
駅
が
開
設
さ
れ
、
萩
よ
り
赤
間
関
に
通
ず
る
街
道
に
沿
う
交
通
上
の
要
地
で
。
。
一
見

村
の
中
心
集
落
で
あ
り
、
藩
の
高
札
増
も
設
置
さ
れ
、
御
米
職
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
本
免
村
と
呼
ば
れ
て
い

た
か
、
新
駅
が
開
設
さ
れ
、
三
見
市
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
総
家
数
五
七
軒
、
そ
の
中
三
軒
が
瓦
屋
根
、
。
軒
が
幹
木
屋
根
、
五
三
軒
が
草
屋
根
で
い
ず
れ
も
農
業
に
従

事
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
商
人
一
七
軒
、
宿
人
夫
馬
持
の
者
が
三
　
１
軒
あ
り
。
宿
家
は
風
水
火
難
の
時
は
貸
米

市



中

７５

鉛
な
ど
を
も
支
給
さ
れ
、
年
別
の
造
り
特
料
と
し
て
一
軒
八
斗
を
。
歩
引
き
に
し
て
七
斗
一
。
剥
を
預
け
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
支
給
さ
れ
た
。
そ
の
支
払
い
方
法
に
つ
い
て
申
出
次
第
調
査
の
上
払
出
さ
れ
た
。
又
年
別
に
。
。
。

軒
宛
葺
替
料
に
対
し
、
一
石
五
斗
を
Ｉ
歩
引
き
に
し
て
一
石
一
こ
斗
五
升
支
給
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
定
払

い
で
修
甫
米
（
剰
余
米
な
ど
を
蓄
積
し
利
殖
運
川
し
て
不
時
の
出
費
に
あ
て
た
も
の
）
を
以
っ
て
支
給
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
、
駅
場
で
あ
っ
た
た
め
か
、
他
の
部
落
と
は
多
少
事
情
か
違
っ
て
い
た
。
し
か
し
所
持
の
田
畠

は
少
な
く
人
馬
送
り
の
役
が
主
で
生
活
は
相
当
苦
し
い
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

近世後期

　
巾
山
村
は
、
田
畠
か
や
せ
地
な
の
で
収
穫
が
少
な
く
、
萩
に
近
い
の
に
作
物
を
売
る
ほ
ど
に
い
た
ら
ず
、

い
っ
こ
う
に
生
活
が
成
り
立
た
ず
困
窮
者
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
農
業
ば
か
り
で
は
生
活
が
で
き
な
い
の
で
薪

や
摘
草
を
持
ち
出
し
て
売
り
、
生
活
の
足
し
に
し
て
い
る
。

山



　
手
水
川
村
は
、
田
畠
が
山
間
に
あ
る
た
め
、
作
物
の
収
穫
が
少
な
く
、
困
っ
て
い
る
。
白
姓
ば
か
り
で
、
農
業

の
み
で
は
生
活
が
で
き
な
い
の
で
、
薪
な
ど
を
萩
へ
持
ち
出
し
て
売
る
者
が
多
く
、
そ
の
た
め
馬
を
所
持
し
て

い
る
者
が
相
当
い
る
。

｜｜

手
水

床

　
床
並
村
は
、
田
畠
が
山
の
谷
あ
い
に
多
く
、
農
業
の
み
で
は
生
活
が
苦
し
い
け
れ
ど
も
、
櫨
・
苧
・
棲
な
ど

の
生
育
が
良
好
な
の
で
、
栽
培
生
産
に
梢
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
農
業
の
合
間
に
は
薪
を
持
ち
出
し
売
り
払
っ

て
生
活
を
支
え
て
い
る
。

７６

並



７７－

　
こ
の
四
力
村
は
、
三
見
村
の
平
野
地
に
あ
り
、
田
畠
の
土
地
柄
も
良
い
所
が
多
く
、
他
の
村
に
く
ら
べ
て
収

穫
が
多
い
。
し
か
し
年
。
貞
米
が
扁
く
生
活
は
苦
し
い
。
も
っ
ば
ら
農
業
に
精
を
出
し
て
い
る
が
、
農
業
の
合
間

に
は
山
業
に
も
励
ん
で
い
る
。

吉
広
・
石
丸
・
蔵
本
・
河
内

明

近世後期

　
明
石
村
は
。
山
中
へ
ん
ぴ
な
所
で
あ
る
が
、
農
業
に
精
を
出
し
、
小
。
白
姓
で
は
あ
る
が
皆
相
応
に
暮
ら
し
て

い
る
。
農
業
の
合
間
に
は
巾
業
に
精
を
出
し
て
い
る
。
特
に
女
ｒ
は
夜
間
縄
仕
事
の
内
職
で
得
た
お
金
で
、
自

分
の
身
に
つ
け
る
衣
類
な
ど
は
、
自
分
で
取
り
調
え
る
と
い
う
風
習
が
あ
る
。

石



井

飯

　
飯
井
村
も
山
中
へ
ん
ぴ
な
所
で
、
農
業
に
精
を
出
し
て
い
る
が
、
田
畠
が
少
な
く
、
農
業
だ
け
で
は
生
活
が

成
り
立
た
ず
、
薪
を
樵
り
出
し
売
払
っ
て
生
活
の
足
し
に
し
て
い
る
。

７８

　
以
上
の
よ
う
に
三
見
村
は
、
宿
駅
で
あ
る
三
見
市
を
除
く
各
地
区
の
農
民
が
、
農
業
の
合
間
に
薪
を
樵
り
売

り
出
す
な
ど
の
山
林
関
係
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
三
見
村
が
地
形
的
に
耕
地
と
な
る
平
地
が
少

な
く
、
山
地
が
多
い
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。



　
『
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
弘
４
２
１
１
年
二
八
円
Ｉ
当
時
．
．
豆
村
に
は
表
１
３
の
よ
う
な
生
産
物
が
あ
っ
た
．
農

産
物
で
は
米
、
麦
を
中
心
と
す
る
米
穀
類
の
外
に
、
灯
油
の
原
料
と
な
る
菜
種
が
コ
．
０
石
（
当
島
宰
判
の
総

生
産
高
の
約
一
四
・
二
％
）
、
ま
た
鬘
付
油
や
蝋
燭
の
原
料
と
な
る
櫨
実
も
一
万
貫
（
同
約
『
二
・
．
、
．
％
』
を
産

し
、
村
の
雨
要
な
換
銀
作
物
と
な
っ
・
て
い
た
．

　
林
産
物
で
は
薪
の
生
産
額
か
銀
六
五
貫
］
と
村
内
生
産
物
の
最
高
額
と
な
っ
て
お
り
、
農
民
の
副
業
と
し
て

の
薪
の
生
産
販
売
か
多
く
の
消
費
人
口
を
抱
え
る
萩
城
下
町
の
燃
料
供
給
源
と
し
て
村
の
貴
重
な
産
業
の
．
つ

と
な
っ
て
い
た
．

　
そ
の
他
大
根
、
蕪
、
瓜
、
茄
子
な
ど
の
野
彙
類
も
乍
産
し
た
か
、
い
ず
れ
も
販
売
す
る
ほ
ど
の
量
は
な
く

も
っ
ぱ
ら
主
食
の
米
穀
類
を
補
う
た
め
の
食
用
に
供
さ
れ
た
．
次
の
村
全
体
の
収
支
対
照
表
を
見
れ
ば
人
よ
そ

こ
の
時
代
の
農
民
の
生
活
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
．

村
内
生
産
物

近世後期

７９



三
見
村
三
六
九
軒
年
間
収
支
対
照
表
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

表
１３

８０
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近世後期
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業

漁

８２

　
鵬
政
時
代
漁
業
村
落
を
浦
方
と
称
し
た
。
行
政
機
関
と
し
て
庄
屋
、
畔
頭
、
浦
年
寄
な
ど
が
置
か
れ
て
い
た

が
、
そ
の
下
に
網
頭
。
村
君
、
人
船
頭
な
ど
が
お
り
、
各
浦
に
存
在
す
る
浦
組
の
支
配
層
を
な
し
て
い
た
。
浦

紅
は
浦
百
姓
す
な
わ
ち
漁
民
の
共
同
団
体
で
、
各
穐
漁
業
の
許
可
、
免
許
を
受
け
る
場
合
の
代
表
機
関
で
あ
っ

た
。
藩
の
地
方
機
関
で
あ
る
代
官
に
対
し
て
請
願
を
し
た
り
、
ま
た
代
官
の
側
か
ら
の
取
締
ま
り
も
浦
組
単
位

で
行
わ
れ
た
重
要
機
関
で
あ
っ
た
。
浦
組
は
ま
た
漁
民
の
自
治
機
関
で
も
あ
り
、
浦
組
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

こ
と
は
法
と
同
様
の
効
力
を
有
し
、
違
反
者
は
過
料
、
漁
具
の
没
収
、
漁
業
停
止
、
除
名
な
ど
の
制
裁
さ
え
も

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
各
浦
組
は
魚
貝
類
の
繁
殖
保
護
や
漁
具
、
漁
船
、
漁
場
に
一
定
の
制
限
を
付

け
た
り
し
た
が
、
篇
は
こ
れ
を
公
認
し
、
地
ド
役
人
に
命
じ
て
浦
規
則
と
し
て
励
行
さ
せ
た
。
漁
場
に
は
各
浦

の
浦
組
が
慣
行
に
基
づ
い
て
占
有
を
認
可
さ
れ
た
網
代
と
自
由
に
漁
業
が
行
わ
れ
る
入
会
の
二
種
が
あ
っ
た
。

萩
の
漁
村
と
萩
沖
の
島
は
す
べ
て
浜
崎
宰
判
の
管
轄
ド
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
漁
場
に
も
人
会
と
網
代
か
あ
っ
て

特
定
の
大
敷
網
と
引
網
の
網
代
と
を
除
い
た
総
て
の
海
面
が
入
会
に
な
っ
て
い
た
。



地
下
ｈ
中
元
文
五
年
｛
．
七
四
Ｏ
｝

郡
中
大
略
安
政
二
年
二
八
五
五
）

浦

屋

敷

石

一
石
瑕

一
一
七
人

一
○
一
一人

一一

九
人

瓦石

五

石一
一
斗
八

升
四
合

五

九

石
五

斗

四

了｜

八
合

一
一
一ト一八

般

一

○
八入

一一

一一一

人

四
四
一
人

六
ハ軒

九
石
八
斗
圖
升
四
合

五
九
石
五
斗
四
升
－
べ台

『
地
下
上
申
』
・
『
郡
中
大
略
』
比
較
表

　
慶
安
三
乍
（
、
六
入
○
）
「
長
門
国
大
道
小
道
並
灘
道
舟
路
之
帖
」
に
三
見
浦
と
あ
り
、
家
数
は
三
〇
軒
と
記

さ
れ
て
い
る
。
『
地
下
上
申
』
と
『
郡
巾
大
略
』
に
よ
る
三
見
浦
の
状
況
を
表
１
４
で
比
較
し
て
み
る
と
、
元
文

五
年
（
。
七
四
〇
）
か
ら
安
政
二
年
（
。
八
。
九
Ｉ
ま
で
の
Ｉ
．
五
年
間
に
家
数
は
一
一
軒
増
加
し
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
総
人
Ｕ
は
二
倍
以
ト
。
も
増
え
て
い
る
。
海
上
石
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
浦
Ｍ
敷
石
は
四
石
四
斗
六
升

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
漁
民
の
。
‐
に
数
が
増
え
た
た
め
で
あ
る
。

三
　
　
見
　
　
浦

表
１４

８３

数

男

人

萩
市
史
（
二
）
に
よ
る

近世後期

数 数

軒総

人



　
浜
崎
宰
判
管
輪
ド
の
各
浦
で
は
寛
政
初
年
（
七
八
九
）
頃
よ
り
組
漁
が
不
振
と
な
り
、
絵
絹
を
中
止
と
す
る

も
の
か
続
出
し
、
寛
政
三
年
こ
七
九
。
）
に
は
特
に
不
漁
で
漁
民
の
食
料
が
不
足
す
る
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の

た
め
各
浦
は
漁
を
し
て
い
る
艦
網
に
対
し
て
大
、
中
な
ら
し
で
。
網
に
付
き
銀
、
一
貰
目
の
貸
渡
銀
を
藩
へ
願
い

出
た
。

　
三
見
浦
に
お
い
て
も
寛
政
五
年
（
一
七
九
～
人
敷
網
漁
が
不
振
で
漁
民
の
生
活
が
困
窮
し
た
た
め
、
藩
の
御

所
帯
方
か
ら
貸
渡
銀
一
五
貫
目
を
借
り
受
け
た
。
こ
の
貸
渡
銀
は
年
間
五
％
の
利
息
が
付
加
さ
れ
、
＋
力
年
賦

で
返
納
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貸
渡
銀
を
返
納
す
る
た
め
、
新
し
く
大
敷
網
の
網
代
を
設
定
し
そ
の
漁
獲

に
期
待
を
か
け
た
が
、
こ
れ
も
不
振
で
返
納
延
期
を
願
い
出
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　
天
保
八
年
二
八
三
七
）
に
は
飛
天
続
き
に
よ
る
不
漁
に
加
え
て
諸
物
価
か
高
騰
し
、
漁
民
の
生
活
が
苦
し
く

な
っ
た
た
め
、
困
窮
者
六
六
人
に
対
す
る
取
救
米
と
し
て
二
石
二
斗
八
升
の
給
付
を
鵬
府
に
願
い
出
た
。
さ
ら

に
天
保
十
。
年
（
二
八
四
〇
）
に
三
八
人
、
文
久
元
年
（
。
八
六
、
）
に
二
六
人
、
元
治
元
年
（
。
八
六
四
）
に
。

七
人
の
困
窮
者
に
対
し
て
取
救
米
の
給
付
を
願
い
出
て
い
る
。

　
慶
応
元
年
（
、
八
六
五
）
に
は
三
見
浦
の
漁
船
が
沖
合
で
遭
難
し
、
乗
組
員
一
。
一
人
の
全
員
が
溺
死
し
た
。
こ
の

海
難
事
故
は
、
最
近
沿
岸
で
の
漁
獲
が
少
な
く
な
り
、
遠
海
へ
出
漁
し
た
の
か
原
因
で
あ
る
と
し
て
遺
族
に
対

８４



三
見
浦
漁
港

し
て
船
頭
は
銀
四
○
匁
、
何
子
は
銀
一
。
０
匁
宛
が
藩
か
ら
支
払
わ
れ
た
。

　
三
見
浦
漁
港
は
「
浜
崎
宰
刊
本
帖
」
に
も
［
元
来
荒
津
之
場
所
に
て
出
漁
之
節
高
波
手
強
く
船
収
扱
至
て
六
力

敷
、
漁
人
一
統
大
形
な
ら
ず
難
渋
し
］
と
あ
り
、
漁
民
は
漁
港
の
整
備
に
、
方
な
ら
ぬ
苫
心
を
重
ね
て
き
た
。

そ
の
た
め
安
政
四
年
（
一
八
。
れ
七
）
に
は
波
除
け
と
し
て
、
。
文
字
に
沖
へ
一
。
五
問
（
約
四
五
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど

張
り
出
し
、
根
張
り
六
間
（
約
一
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
）
高
さ
七
尺
（
約
二
・
。
メ
ー
ト
ル
）
の
捨
石
が
施
さ
れ
波

出
が
建
設
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
高
波
に
よ
っ
て
波
止
は
破
損
し
て
船
の
出
入
り
が
困
難
と
な
り
、
魚
群
を

発
見
し
て
も
出
漁
が
遅
れ
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
捨
石
を
し
て
波
止
を
修
築
す
る
方
策
か
立
て
ら
れ
た
。
そ
こ

で
慶
応
三
年
（
。
八
六
言
に
銀
二
〇
貫
口
の
貸
し
渡
し
を
藩
に
願
い
山
て
、
明
治
初
年
に
海
岸
の
前
面
と
東
西

に
波
砕
き
の
た
め
の
捨
石
投
棄
が
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
五
年
（
一
八
し
二
）
に
は
捨
石
に
沿
っ
て
防
波
堤
が

築
か
れ
た
。

近世後期

８５



往
　
　
還
　
　
道

　
往
還
道
萩
・
下
関
を
結
ぶ
赤
問
関
街
道
は
、
唐
樋
の
札
場
を
出
発
点
と
し
て
橋
本
橘
を
渡
り
、
濁
淵
で
山
］

街
道
と
別
れ
、
西
進
し
て
山
田
村
奥
工
江
よ
り
三
昆
村
に
入
る
。
．
ｋ
江
川
の
土
橋
（
迫
分
橋
）
を
渡
り
、
玉
江

坂
を
三
町
一
二
四
間
（
約
三
八
八
メ
ー
ト
ル
）
上
っ
・
て
行
く
と
。
里
塚
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
町
二
〇
問
（
約
一
四

五
メ
ー
ト
ル
）
進
む
と
一
江
坂
の
御
駕
髄
建
場
が
あ
り
、
現
在
で
も
道
脇
の
小
高
い
所
に
平
坦
な
場
所
と
御
駕

蔽
建
場
に
と
る
取
付
け
道
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

　
村
境
（
中
山
峠
）
を
過
ぎ
、
一
―
見
村
に
入
っ
て
中
山
の
集
落
を
抜
け
る
と
、
村
境
よ
り
Ｉ
〇
町
四
瓦
間
（
約
一
、

一
六
二
メ
ー
ト
ル
）
の
所
に
て
ツ
辻
が
あ
る
。
そ
こ
よ
り
右
折
し
て
下
っ
て
行
く
と
畦
田
、
石
丸
を
経
て
浦
に

至
る
が
、
赤
間
関
街
道
は
直
進
し
、
。
。
ヵ
所
の
土
橋
を
渡
っ
て
地
蔵
峠
に
出
る
。
こ
こ
か
ら
下
っ
て
し
ば
ら
く

行
く
と
三
見
巾
の
仁
．
ｔ
唯
前
に
到
着
す
る
。

　
一
。
。
見
巾
は
人
馬
継
政
て
の
宿
駅
と
し
て
栄
え
た
村
内
交
通
の
要
衝
で
あ
り
。
道
を
左
に
折
れ
、
Ｆ
水
川
川
沿

い
に
南
の
山
手
の
方
に
進
む
と
手
水
川
を
経
て
木
間
に
至
る
。
反
対
に
右
に
折
れ
て
善
照
寺
前
を
北
に
進
む
と

占
広
、
石
丸
を
経
て
浦
に
至
る
。

８６



８７

　
赤
間
関
街
道
は
、
三
見
市
か
ら
は
三
見
川
の
木
流
に
沿
っ
た
谷
間
の
道
に
な
る
が
。
仁
Ｔ
ふ
堂
よ
り
ヒ
町
四
八

間
（
約
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
行
く
と
床
並
の
一
里
塚
が
あ
る
。
現
仕
は
そ
の
跡
は
な
い
が
、
土
地
の
人
は

そ
の
辺
り
を
「
い
ち
づ
か
」
と
呼
ん
で
お
り
、
一
囃
塚
の
な
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
現
在
の
一
里
塚
は

平
成
八
年
。
一
。
月
に
復
元
し
た
。
）

　
一
里
塚
か
ら
し
ば
ら
く
行
く
と
土
橋
か
あ
り
。
こ
の
橘
の
手
前
を
右
に
進
む
と
床
並
の
集
落
に
至
る
。
こ
の

Ｌ
橋
を
渡
る
と
谷
は
次
第
に
深
く
な
り
、
。
里
塚
か
ら
二
〇
町
三
一
間
（
二
、
一
、
三
六
メ
ー
ト
ル
）
の
地
点
に

あ
た
る
鎖
板
峠
に
到
着
す
る
。
こ
こ
は
。
。
。
隅
村
と
の
村
境
で
、
こ
の
村
境
の
少
し
手
前
に
鎖
板
峠
の
御
駕
箭
建

場
と
茶
屋
が
あ
っ
た
。

橋

近世後期

　
弘
化
二
年
（
一
八
円
７
１
）
の
『
風
Ｌ
江
進
案
』
に
よ
る
と
、
。
。
。
見
村
内
に
架
か
っ
て
い
た
橋
は
次
表
Ｂ
の
と
お

り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
善
照
寺
前
土
橋
と
河
内
川
尻
土
橋
を
除
く
八
ヵ
所
の
橋
が
赤
関
関
往
還
筋
に
架
か
っ
て

い
た
。
村
内
の
脇
道
に
は
殆
ど
橋
が
な
く
川
は
徒
歩
で
渡
っ
て
い
た
。
三
見
川
の
支
流
手
水
川
川
に
架
り
、
三



三
見
村
内
の
橋

表
１５

見
市
の
中
央
に
位
置
す
る
土
橋
の
普
請
経
費
は
藩
か
ら
支
給
さ
れ
た
か
、
そ
の
他
の
橋
は
す
べ
て
村
の
負
担
で

普
請
が
行
わ
れ
た
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

○
印
は
赤
間
関
街
道
に
架
つ
た
檎

－８８－

河

内
川

尻
土
橋

○
中
山
土
橋

○
床

並
土
橋

Ｗ

扁

○

新
田
河

滝
土
橋

○
中
山
土橋

市

橋

｜
善
照
寺

前
土
橋

一

五
間

１ 橋

名

四７
一
一Ｗ？

一

間
半

一
一間
半

間
一
一Ｗ２

一
一間
半

一一
一間 四間

長

さ

一間 九
尺

五
尺

五
尺

一
間
半

九尺 一７
一
間
半

　一

間

半

一
一－
間

一

尺

幅



松

道

　
道
松
は
往
還
道
の
左
右
に
植
え
た
並
木
松
の
こ
と

で
夏
に
は
木
陰
と
な
り
、
冬
は
積
雪
、
風
除
け
な
ど

に
役
立
っ
た
。
道
松
の
管
理
は
代
官
所
が
行
い
、
勝

手
な
伐
採
は
堅
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
枯
朽
し
た
場

合
の
植
継
は
地
下
役
で
行
わ
れ
た
。

　
当
島
宰
判
鎖
板
峠
よ
り
玉
江
坂
迄
の
道
松
絵
図
に

よ
る
と
、
大
津
郡
境
の
鎖
板
峠
よ
り
玉
江
坂
ま
で
、

赤
関
関
往
還
の
両
側
に
植
え
ら
れ
た
道
松
は
総
計
『

Ｏ
五
五
本
で
あ
る
が
、
田
畠
が
あ
る
所
に
は
ほ
と
ん

ど
植
え
ら
れ
て
い
な
い
。
明
治
二
年
（
一
八
六
几
）
に

三
見
村
の
往
還
松
六
五
本
が
入
札
で
売
り
捌
か
れ
、

さ
ら
に
明
治
五
年
（
一
八
七
一
。
）
に
中
山
付
近
の
道
松

近世後期

道松絵図（山口県文書館蔵）

　　　　　－８９－



御駕簸建場差図御駕寵建場跡（山口県文書館蔵）

　　　　　　　　　－９０－

一
〇
木
か
田
地
の
陰
に
な
り
、
か
つ
大
風
の
際
人
家
に
倒
れ
か
か
る
危
険

が
あ
る
と
い
う
理
由
で
伐
採
人
札
売
り
を
許
可
さ
れ
た
。
床
並
地
区
に

残
っ
て
い
た
道
松
も
昭
和
十
年
ご
ろ
伐
採
、
売
却
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
時
代
の
変
。
遷
と
と
も
に
遊
松
は
次
第
に
そ
の
姿
を
消
し
て

い
っ
た
。

　
藩
主
の
参
勤
や
国
内
巡
行
の
際
に
、
往
運
の
眺
望
の
良
い
地
点
で
燐
酸

を
止
め
て
休
息
す
る
場
所
で
あ
る
。
三
見
村
で
は
三
隅
村
境
の
鎖
板
峠
に

設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
鎖
板
峠
の
御
駕
琉
建
場
に
は
駕
酸
を
置
く
切
芝

台
二
ヵ
所
の
外
、
簡
素
な
茶
室
、
湯
茶
沸
か
し
所
、
便
所
な
ど
か
設
け
ら

れ
て
い
た
。

御
駕
龍
建
場



里
　
　
塚

一

　
萩
城
下
の
唐
樋
の
札
場
を
起
点
と
し
て
主
要
街
道
に
一
里
お
き
に
設
置
さ
れ
、
通
行
人
の
目
印
と
な
っ
た
。

床
並
の
一
里
塚
は
市
の
仁
王
堂
か
ら
七
町
四
八
間
（
約
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
唐
樋
の
札
場
か
ら
二
里
一
六
町
（
約

九
、
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
所
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
風
土
注
進
案
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
地

下
上
申
」
及
び
江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
萩
よ
り
二
里
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
風
土
注
進
案
』
で
は
当
初
の
玉
江
の
一
里
塚
が
、
唐
樋
の
札
場
よ
り
一
里
一
六
町
と
な
っ
て
お
り
、
赤
間
関

街
道
の
一
里
塚
は
濁
淵
（
萩
駅
前
）
の
山
口
街
道
と
の
分
岐
点
を
さ
ら
に
起
点
と
し
て
一
里
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
。

　
こ
の
ほ
か
中
山
三
ツ
辻
か
ら
三
隅
村
津
雲
に
至
る
海
岸
沿
い
の
脇
街
道
に
も
二
ヵ
所
設
け
ら
れ
て
い
た
。

一
ヵ
所
は
三
田
八
幡
宮
の
前
あ
た
り
で
、
萩
か
ら
二
里
の
地
点
に
当
た
り
、
も
う
Ｉ
ヵ
所
は
こ
れ
よ
り
一
里
先

の
飯
井
の
集
落
に
入
る
手
前
に
あ
っ
た
。
こ
の
二
ヵ
所
は
『
地
下
上
申
絵
図
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
風

土
注
進
案
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

近世後期
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三
　
　
見
　
　
宿

　
赤
間
関
往
還
道
沿
い
に
発
達
し
た
三
見
市
は
、
人
馬
継
ぎ
立
て
の
宿
駅
で
あ
っ
た
。
安
政
年
間
（
。
八
五
四
～

。
五
九
）
の
『
郡
巾
大
略
』
に
よ
る
と
、
三
見
市
に
は
宿
屋
三
一
軒
、
宿
馬
三
一
疋
が
常
備
さ
れ
、
人
馬
の
調
達

を
行
い
、
そ
の
賃
銭
を
徴
収
す
る
目
代
所
が
設
け
ら
れ
、
日
代
が
一
人
置
か
れ
て
い
た
。

　
慶
安
四
年
（
一
六
五
こ
の
光
円
寺
文
書
に
「
大
道
筋
近
所
二
自
然
之
時
他
国
よ
り
之
御
使
者
衆
其
外
之
宿
な

ど
に
相
成
家
も
無
之
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
往
還
道
筋
に
宿
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
往
還
道

筋
の
交
通
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
三
見
市
は
新
市
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に

元
禄
年
中
（
二
八
八
八
～
‘
ヒ
○
三
）
に
は
伝
馬
三
十
一
疋
を
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
宿
駅
と
し
て
の
体
裁
を

整
え
る
に
至
っ
た
。

　
そ
の
後
、
湯
本
や
俵
山
へ
の
湯
治
客
の
往
来
か
増
え
る
に
つ
れ
て
、
三
見
宿
の
人
馬
の
み
で
は
対
応
で
き
な

く
な
り
、
近
辺
か
ら
加
勢
の
人
馬
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
当
座
を
し
の
い
だ
が
、
人
馬
調
達
の
費
用
か
か
さ
み
、

三
見
宿
は
困
窮
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
安
永
一
。
年
Ｃ
Ｊ
七
三
）
に
赤
間
関
、
長
府
、
清
末
方
面
へ
旅

す
る
者
は
、
こ
の
往
還
道
を
避
け
て
萩
か
ら
明
木
、
桧
堂
、
秋
吉
を
経
て
古
田
、
小
月
、
赤
間
関
に
至
る
中
央

９２
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街
道
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
湯
本
、
俵
山
へ
入
湯
に
行
く
人
は
萩
で
］
的
地
ま
で
の
人
馬
を
雇
い
、
。
二

見
宿
で
の
人
馬
加
勢
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
こ
の
布
達
は
守
ら
れ
ず
、
二
見
宿
は
益
々
困
窮
の
度
を
増
し
た
の
で
、

寛
政
九
年
（
　
　
ヒ
九
七
）
に
再
び
次
の
よ
う
な
布
達
を
出
し
た
。
す
な
わ
ち
日
別
伝
馬
三
疋
、
人
夫
三
人
だ
け
を

旅
行
者
の
利
用
に
供
し
、
ど
う
し
て
も
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
三
見
宿
で
人
馬
を
雇
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
際
に
は
通
常
の
五
割
増
し
の
賃
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
『
郡
中
大
略
』
に
よ
れ
ば
二
二
見
宿
か
ら
萩
お
よ
び
ミ
隅
巾
に
至
る
人
馬
賃
銭
は
表
１
６
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
表
１
６
　
三
見
宿
の
人
馬
賃
銭
『
郡
中
大
略
』
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

近世後期

雇

軽

尻

馬

雇

馬

雇

人

夫

軽

尻

馬

木

馬

人

夫

１／

一
四

九
文

一
疋
に
つ
き
一
一一

四
文

一
人
に
つ
き
一
一
一Ｊ
一文

／／

り
－－文

一
疋
に
つ
き

六
四
文

一

人

に

つ

き

－一一
一
文

一一一昌

Å

一一
一里

ｙＺ

一
一〇
○
文

一
疋

に
つ
き
一
一九
九
文

一
人
に
つ
き

四
九文

ＺＺ

五

／Ｉく
文

一
疋
に
つ
き
八
匹
文
八歩

一

人
に

つ
き
四
一

文
四
歩

一
一
９

－
一一
隅
万

万

５



　
本
馬
＝
江
戸
時
代
、
幕
府
公
用
者
や
諸
大
名
が
一
定
の
賃
銭
で
使
用
で
き
る
宿
駅
の
駄
馬
、
そ
の
積
荷
量

は
軽
尻
馬
の
倍
で
約
四
十
貫
目
で
あ
っ
た
。

　
軽
尻
馬
＝
江
戸
時
代
の
宿
駅
制
度
で
本
馬
な
ど
に
対
す
る
駄
賃
馬
。
一
駄
は
木
馬
の
積
荷
量
の
半
分
と
定
め

ら
れ
、
駄
賃
も
本
場
の
半
額
（
但
し
夜
間
は
本
馬
な
み
）
を
普
通
と
し
た
。
人
を
乗
せ
る
場
合
は
丁
荷
物
五
貫

目
ま
で
は
乗
せ
る
こ
と
か
許
さ
れ
て
い
た
。

　
二
見
宿
は
篇
主
の
御
閥
廻
り
や
、
湯
本
、
俵
山
へ
の
湯
治
の
節
に
は
休
息
所
と
な
り
、
光
円
寺
、
色
雲
寺
、
善

照
寺
な
ど
か
利
用
さ
れ
た
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
Ｉ
．
。
代
藩
主
吉
就
は
九
月
。
。
ト
。
、
。
日
に
萩
城
を
出
発
し
、

ト
月
十
四
口
に
帰
城
し
て
い
る
か
、
こ
の
朝
占
就
は
深
川
を
立
ち
、
昼
休
み
を
光
円
寺
で
と
っ
て
い
る
。
ま
た

元
禄
九
年
（
二
〈
九
六
）
に
四
代
藩
主
吉
広
は
九
月
二
十
九
日
に
萩
城
を
出
発
し
て
防
長
両
国
を
巡
視
し
、
十
月

ト
八
日
に
は
通
、
瀬
戸
崎
で
鯨
突
き
の
様
子
を
見
物
。
昼
頃
。
う
見
市
に
到
着
し
て
休
息
を
と
っ
た
。
こ
の
時
は

色
雲
寺
が
本
陣
に
あ
て
ら
れ
、
同
日
夕
刻
に
帰
城
し
て
い
る
。

　
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
三
月
四
日
、
三
見
宿
の
百
姓
村
上
長
几
衛
は
、
書
状
伝
送
の
問
屋
株
の
認
可
を
郡
奉

行
へ
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
利
椛
に
対
し
て
彼
は
毎
年
銀
」
百
匁
を
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ

の
銀
は
定
払
修
補
へ
積
立
て
、
郡
用
費
に
充
て
ら
れ
た
。
長
兵
衛
は
以
前
か
ら
長
府
藩
の
御
用
物
や
相
場
状
の

９４－
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『
風
土
注
進
案
』
に
は
年
中
風
俗
の
項
に
次
の
よ
う
な
三
見
村
で
の
、
年
間
の
行
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
農

家
は
農
作
業
に
明
け
暮
れ
る
だ
け
で
な
く
、
正
月
や
盆
な
ど
の
年
中
行
事
、
誕
生
祝
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
人
生

儀
礼
、
ま
た
神
社
、
寺
院
な
ど
の
宗
教
行
事
が
そ
の
口
常
生
活
に
潤
い
を
与
え
、
か
つ
伝
統
的
な
民
族
文
化
を

育
ん
で
き
た
。

送
り
問
屋
を
請
負
っ
’
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
木
藩
か
ら
も
送
り
問
屋
株
を
認
可
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
問
屋
株

の
利
益
か
少
な
く
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
萩
城
ト
の
飛
脚
問
屋
は
、
吉
山
宰
判
吉
円
宿
の
戎
屋
～
兵
衛
と
協
定

を
結
び
、
長
兵
衛
の
仕
立
て
た
飛
脚
の
者
を
妨
害
し
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
郡
奉
行
小
幡
少
平
太

は
こ
の
協
定
を
私
的
な
違
法
行
為
と
判
断
し
、
戎
屋
十
兵
衛
を
戒
め
る
よ
う
に
吉
田
宰
判
の
代
官
に
命
令
し
た
。

村
の
年
中
行
事

神
馬
藻
、
串
柿
な
ど
を
餅
り
、
小
身
の
者

は
輪
前
り
に
し
て
手
軽
く
作
っ
た
。
軒
ド
は
す
べ
て
引
勧
り
を
つ
け
る
。
そ
し
て
松
鰐
り
『
日
の
う
ち
に
地
ド
中
、

神
社
及
び
位
牌
寺
へ
参
り
、
村
役
人
、
親
類
。
朋
友
問
互
い
に
回
礼
し
、
ド
男
下
女
に
至
る
ま
で
休
息
し
た
。

近世後期

町

○
年
始
＝
歳
徳
棚
に
蓑
組
を
掛
け
、
小
鯛
．
だ
い
だ
い
、
昆
布
、



　
四
日
以
後
は
寺
の
盲
僧
が
回
礼
し
、
五
日
。
十
一
口
。
十
五
日
、
ニ
ト
日
な
ど
に
は
村
外
の
親
類
、
知
人

　
の
間
、
下
男
下
女
な
ど
は
親
元
へ
年
始
に
行
く
。

○
御
蔵
開
御
用
始
＝
ｈ
句
の
う
ち
に
庄
屋
の
も
と
へ
村
役
人
が
集
合
し
、
十
一
日
に
は
畔
頭
の
所
ヘ
ー
組
ご

　
と
に
集
ま
り
一
年
中
の
村
の
夫
役
、
経
費
の
負
担
な
ど
に
つ
い
て
相
談
す
る
。

○
七
草
粥
＝
一
月
七
日
の
早
朝
に
、
せ
り
、
な
ず
な
、
ご
ぎ
ょ
う
、
は
こ
べ
、
ほ
と
け
の
ざ
、
す
ず
な
、
す

　
ず
し
ろ
な
ど
の
七
種
を
神
棚
に
供
え
て
杓
子
に
て
拍
ｆ
を
と
り
唱
文
す
る
。
粥
に
炊
い
て
歳
徳
棚
並
び
に

　
大
黒
神
、
恵
比
寿
の
神
棚
に
供
え
祖
先
の
神
霊
に
も
供
え
て
祝
う
。

○
爆
竹
＝
ど
ん
ど
ん
と
も
い
う
。
一
月
－
四
日
の
早
朝
に
、
蓑
組
そ
の
他
の
飾
り
を
下
ろ
し
て
Ｉ
ヵ
所
に
集

　
め
、
浄
火
で
焼
く
。

○
小
豆
粥
＝
一
月
十
五
日

○
一
。
十
日
正
月
＝
つ
っ
ぱ
団
子
を
つ
く
っ
て
祝
う
。

○
日
待
＝
一
月
中
に
‐
待
を
行
う
者
が
多
く
、
組
々
が
国
家
安
全
、
五
穀
成
就
の
祈
祷
を
し
、
鏡
餅
一
重
ね
と

　
御
守
な
ど
を
勘
場
へ
献
上
す
る
。

○
一
日
正
月
＝
二
月
一
日
は
終
日
休
息
す
る
。

９６
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○
下
男
出
代
り
］
＝
二
月
二
日
こ
の
日
は
多
く
の
者
が
灸
治
療
を
行
う
。

○
上
巳
＝
桃
の
節
句
と
も
い
う
。
三
月
一
。
。
日
に
親
類
、
朋
友
、
組
合
な
ど
初
雛
の
家
に
ｆ
軽
な
雛
を
贈
っ
て

　
　
祝
う
。

○
下
女
出
代
り
日
＝
三
月
五
Ｈ

Ｏ
仏
生
会
＝
四
月
八
日
、
手
習
い
の
で
供
た
ち
は
陣
茶
水
で
宇
を
書
く
。

○
端
午
＝
五
月
五
口
、
親
類
。
朋
友
、
組
合
の
者
は
初
の
ぽ
り
の
節
は
、
手
軽
な
鑓
、
肴
な
ど
を
贈
る
。

○
田
作
植
付
時
節
＝
五
月
中
旬
前
後
に
済
ま
せ
た
う
え
、
泥
落
し
と
い
っ
て
一
日
休
息
す
る
村
も
あ
り
、
ド

　
　
男
、
下
女
な
ど
は
親
元
へ
休
息
に
行
く
。
田
植
え
が
終
わ
る
と
畑
物
、
大
豆
な
ど
の
植
付
け
、
春
植
え
の
作

　
　
物
に
肥
料
を
施
し
、
草
取
り
を
行
う
。
六
月
に
入
る
と
も
っ
ぱ
ら
田
の
草
取
り
で
暇
が
な
い
。

○
盆
節
季
＝
七
月
の
盆
前
に
、
商
家
の
貸
し
売
り
は
１
　
三
日
を
期
限
と
し
て
取
引
を
済
ま
す
。
ト
三
Ｕ
の
晩

近世後期

か
ら
十
五
日
の
夜
ま
で
盆
会
に
つ
き
、
家
々
で
は
灯
龍
を
か
か
げ
る
。
十
四
日
は
位
牌
寺
並
び
に
墓
所
に

も
参
り
。
朋
友
、
親
類
間
仏
前
に
香
典
を
供
え
焼
香
を
す
る
。
新
盆
の
家
へ
は
供
物
・
香
料
な
ど
を
供
え
る
。

盆
の
期
間
中
寺
院
で
は
夜
中
に
説
法
か
あ
り
、
十
五
日
に
は
送
り
団
で
な
ど
を
作
っ
て
仏
前
に
供
え
る
が
、

当
村
は
真
宗
が
多
い
の
で
精
霊
送
り
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
同
日
夜
中
よ
り
盆
踊
り
と
い
っ
て
幼
少
男
女



　
　
が
集
ま
り
輪
を
つ
く
り
踊
っ
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

○
牛
馬
安
全
祈
祷
＝
盆
の
間
、
牛
馬
安
令
祈
祷
と
い
う
こ
と
で
柱
松
と
い
っ
て
、
竹
を
雛
肩
の
よ
う
に
作
り
、

　
　
そ
の
中
に
す
こ
し
ず
つ
松
明
な
ど
を
入
れ
、
高
さ
三
間
ぐ
ら
い
に
竹
を
立
て
て
置
き
、
松
明
に
火
を
つ
け

　
　
下
よ
り
竹
を
動
か
す
と
花
火
の
よ
う
に
左
右
に
散
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
床
並
地
区
で
は
昭
和
九
年
こ

　
　
ろ
ま
で
牛
馬
安
全
祈
祷
か
行
わ
れ
て
い
た
。

Ｏ
風
鎮
御
祈
祷
＝
二
百
ト
日
前
に
村
役
人
た
ち
が
八
幡
様
の
社
に
夜
通
し
こ
も
る
。

○
田
面
八
塑
＝
後
の
雛
と
い
っ
て
、
八
月
一
口
に
は
。
日
仕
事
を
休
む
。
女
子
か
生
ま
れ
た
家
へ
は
泥
人
形

　
　
を
贈
っ
て
祝
う
。

○
下
男
出
代
り
］
＝
八
月
二
日

○
下
女
出
代
り
日
＝
九
月
五
口

○
重
陽
菊
の
節
句
＝
九
月
九
日
　
一
日
休
息
と
す
る
。

○
蔵
工
権
現
社
御
祭
礼
＝
九
月
九
日
よ
り
十
日
に
か
け
て
、
腰
輪
踊
り
（
鶏
闘
楽
）
と
い
っ
て
花
笠
を
か
づ
ぎ
。

　
　
異
風
の
踊
り
を
神
式
で
行
う
。

○
氏
神
八
幡
宮
御
祭
礼
＝
九
月
十
五
日
一
十
六
‐
に
御
神
事
・
趾
剛
馬
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
石
丸
、
蔵
本
、
河
内

９８



　
　
の
三
力
村
か
ら
腰
輪
踊
り
が
出
る
。
な
お
軒
下
へ
挑
灯
を
掲
げ
る
。
ま
た
九
月
、
十
月
に
は
村
々
引
受
の

　
　
小
祭
り
が
あ
り
、
親
類
、
朋
友
間
で
口
頃
の
無
音
を
勤
め
、
肴
一
、
一
。
種
で
濁
酒
を
出
す
。

○
恵
美
須
講
＝
う
．
ｎ
ｎ
二
十
‐
、
商
家
の
者
は
日
頃
の
売
先
に
対
し
て
相
応
の
も
て
な
し
を
し
、
酒
肴
な
ど

　
　
を
出
す
。

○
報
恩
講
―
十
一
月
二
十
。
。
目
よ
り
二
十
八
日
ま
で
真
宗
の
寺
々
で
は
一
日
中
説
法
か
あ
り
、
お
参
り
し
た

　
　
檀
家
へ
簡
単
な
お
斎
を
出
す
、
お
斎
料
と
し
て
米
一
升
又
は
銀
二
匁
ぐ
ら
い
を
持
参
・
す
る
。
ま
た
お
取
り

　
　
越
し
と
い
っ
て
、
住
持
、
伴
僧
を
招
き
お
勤
め
を
し
て
も
ら
い
、
銀
四
匁
ま
た
は
二
匁
ぐ
ら
い
身
分
相
応
の

　
　
布
施
を
す
る
。

○
川
渡
り
＝
十
二
月
。
日
。
自
分
じ
ぷ
ん
の
心
持
ち
で
休
息
す
る
青
も
あ
る
。

○
正
月
餅
蜘
＝
身
分
相
応
に
行
う
。
ト
二
月
ニ
ト
七
口
‥
、
二
十
八
［
に
は
止
月
餅
り
を
す
る
。
真
宗
か
多
い

　
　
の
で
、
大
概
輪
鰐
り
、
引
鰐
り
の
み
で
あ
る
。

○
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
式
―
十
三
歳
、
ト
五
歳
で
前
髪
を
切
り
、
元
服
と
い
っ
て
氏
神
へ
参
詣
す
る
。
婚
礼
の

　
　
儀
式
は
、
親
類
が
集
ま
っ
て
一
汁
二
菜
ぐ
ら
い
の
膳
立
で
盃
事
を
行
う
。
組
今
、
朋
友
の
問
で
お
祝
い
と

　
　
し
て
Ｉ
疋
あ
る
い
は
小
肴
を
贈
り
、
身
分
に
応
じ
た
式
を
行
う
。

９９

近世後期



１００

　
　
葬
礼
の
式
は
、
位
牌
寺
の
住
持
か
申
し
受
け
、
親
類
及
び
組
合
の
者
が
集
ま
り
、
野
辺
送
り
を
し
、
た
い
が

　
　
い
野
返
り
と
い
っ
て
す
ぐ
初
度
の
法
事
を
営
む
。
も
っ
と
も
酒
は
出
さ
な
い
。
頭
立
っ
た
者
は
翌
日
初
度

　
　
の
営
み
を
済
ま
せ
た
上
で
、
親
類
中
が
寺
に
参
詣
す
る
。
帰
宅
し
て
組
合
の
者
そ
の
他
朋
友
の
家
族
を
招
き

　
　
茶
の
湯
と
い
っ
て
禄
高
飯
、
煎
茶
な
ど
を
振
舞
う
。
お
い
お
い
に
年
忌
な
ど
世
間
な
み
の
こ
と
を
営
む
。

○
地
神
祭
＝
小
貫
（
郡
村
人
費
の
補
足
と
し
て
徴
収
す
る
租
米
）
を
も
っ
て
経
費
に
充
て
。
あ
り
あ
わ
せ
で

　
　
済
ま
せ
る
。
田
植
え
の
前
後
に
行
う
。

○
誕
生
祝
ｎ
ｌ
子
供
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
組
合
よ
り
白
米
一
升
宛
て
持
参
す
る
者
も
い
る
。
男
子
は
百
十

　
　
口
‥
、
女
子
は
。
白
二
十
日
目
に
あ
た
る
日
に
、
百
日
参
り
と
い
っ
て
氏
神
へ
参
・
詣
し
、
赤
飯
一
重
と
団
子
を
月

　
　
の
数
ほ
ど
持
参
、
ご
祈
祷
札
守
を
も
ら
っ
て
帰
る
。
お
礼
と
し
て
組
合
中
へ
赤
飯
を
配
る
か
、
貧
乏
な
者

　
　
は
そ
の
式
を
し
な
い
者
も
い
る
。

○
地
神
経
土
用
勤
＝
盲
僧
が
家
々
を
廻
り
、
米
二
合
あ
る
い
は
一
升
御
初
穂
と
し
て
供
え
る
が
、
こ
れ
は
軒

　
　
別
で
は
な
い
。

ミ
ニ
種
類
で
酒
を
出
す
。

○
家
作
棟
上
＝
親
類
、
組
合
か
ら
泗
肴
を
贈
り
、
木
出
し
、
柱
立
て
の
と
き
は
加
勢
を
す
る
。
棟
上
の
時
は
肴



藩
政
時
代
の
教
育

○
春
秋
彼
岸
＝
寺
々
で
説
法
か
あ
る
。

Ｏ
７
　
供
手
習
場
＝
年
始
に
は
銭
百
疋
、
五
節
句
に
は
銀
二
匁
宛
、
節
季
に
は
歳
暮
の
進
物
を
身
分
和
応
に
師

　
　
匠
の
所
へ
届
け
る
。
も
っ
と
も
」
節
句
に
は
師
匠
か
ら
簡
単
な
縁
高
飯
を
振
舞
う
。

○
庚
申
待
＝
念
仏
講
の
類
は
行
わ
な
い
。

－１０１　－

近世後期

　
閔
ヶ
原
敗
戦
に
よ
り
、
毛
利
輝
元
は
中
国
八
力
国
か
ら
防
長
両
国
に
減
封
さ
れ
、
萩
に
属
城
を
置
く
こ
と
に

な
っ
・
だ
。
そ
の
た
め
制
度
の
改
革
や
財
政
の
立
て
直
し
な
ど
急
を
要
す
る
も
の
が
多
く
、
教
育
の
充
実
に
力
を

入
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
二
代
綱
広
の
代
に
な
っ
て
、
元
就
以
来
の
家
法
を
集
大
成
す
る
と
と
も
に
、
士
民

生
活
を
規
制
す
る
た
め
。
時
勢
に
適
切
な
新
し
い
法
典
を
制
定
し
た
。
「
万
治
制
法
」
と
称
さ
れ
る
三
十
三
ヵ
条

か
ら
な
る
「
当
家
制
法
条
々
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
諸
十
は
つ
ね
に
文
を
学
び
、
武
を
も
て
あ
そ
び
。
忠
孝

の
道
に
志
し
、
か
り
そ
め
に
も
礼
法
を
乱
さ
ず
、
義
理
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
公
儀
を
う
や
ま
い
、
法
度
を
守
り
、

其
役
々
に
怠
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
法
は
当
家
に
お
い
て
占
よ
り
定
め
お
か
る
上
几
就
公
の
制
法
た
り
、
今
以
て



　
五
代
古
元
の
と
き
に
な
っ
て
、
藩
の
財
政
は
逼
迫
し
、
家
臣
た
ち
も
家
計
に
追
わ
れ
て
士
道
順
廃
の
傾
向
が

現
れ
て
き
た
。
占
元
は
い
か
に
財
政
逼
迫
の
た
め
と
は
い
え
、
武
士
道
の
本
意
に
背
く
よ
う
な
現
状
は
見
過
ご

す
こ
と
か
出
来
な
い
と
し
て
、
亨
保
三
年
（
一
七
一
八
）
学
を
お
こ
し
、
有
能
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
。
藩

校
明
倫
館
を
創
設
す
る
こ
と
に
し
た
。
翌
四
年
一
月
ト
ニ
Ｈ
開
校
式
を
行
い
、
人
館
生
は
文
学
の
素
読
や
。
儒
書
、

兵
書
の
受
講
と
と
も
に
、
剣
、
槍
、
弓
、
馬
の
諸
術
を
修
練
し
た
。
な
お
。
明
倫
館
で
は
家
臣
の
７
　
弟
の
み
で

な
く
、
陪
臣
や
農
町
民
に
も
聴
講
を
許
可
し
た
。

　
明
倫
館
は
創
建
以
来
興
隆
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
十
三
代
敬
親
は
天
保
の
改
革
に
よ
る
文
武
の
振
興

と
異
国
船
来
航
に
よ
る
難
局
に
対
処
す
る
た
め
、
人
材
の
育
成
を
め
ざ
し
て
老
朽
化
し
た
明
倫
館
を
移
転
再
建

し
、
併
せ
て
学
制
改
革
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
弘
化
四
年
（
一
八
圖
七
）
十
一
月
江
向
に
新
明
倫
館
建
設

藩
校
明
倫
館

怠
る
べ
か
ら
ず
事
」
と
規
定
し
て
大
い
に
文
武
を
奨
励
し
た
。

－

に
着
工
し
た
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四

ざ
ト
月
完
成
、
同
二
年
一
月
開
校
し
朱
Ｆ
学
を
「
正
学
」
と
し
て
領
内
の

－１０２



寺
子
屋
と
庶
民
教
育

四書五経（小田奈保美氏蔵）

教
学
統
制
を
Ｔ
段
と
強
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朱

子
学
は
諸
郡
学
校
（
郷
校
）
。
諸
学
館
及
び
支
蒲
の
藩

校
に
採
用
さ
れ
、
家
塾
、
私
塾
で
も
半
ば
強
制
的
に

教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

近世後期

　
慶
応
．
一
年
（
．
八
六
Ｌ
）
五
月
萩
藩
は
．
維
新
の
動

乱
の
中
で
庶
民
教
育
の
振
興
と
人
材
の
育
成
を
図
る

た
め
、
各
宰
判
の
勘
場
（
代
官
所
）
の
近
辺
に
郷
校

を
開
設
し
た
．
こ
の
郷
校
に
は
諸
士
や
有
力
農
商
民

の
了
弟
か
入
学
し
、
四
書
（
儒
教
の
教
典
で
人
学
、

中
庸
、
論
語
、
孟
子
）
．
五
経
（
儒
教
で
人
が
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
五
つ
の
教
え
で
、
父
子
、
君
臣
、

－１０３－



夫
婦
、
長
幼
、
朋
友
の
関
係
を
教
一
。
小
し
た
も
の
）
の
素
読
や
作
文
な
ど
の
教
育
を
受
け
た
。

　
寺
子
屋
は
生
徒
数
五
〇
人
以
下
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
い
わ
ゆ
る
読
み
。
書
き
、
算
盤
の
初
歩
的
教
育

を
行
う
小
規
模
な
庶
民
教
育
機
関
で
あ
っ
・
た
。

　
幕
末
期
に
お
け
る
防
長
両
国
の
寺
子
屋
は
開
設
時
期
が
確
認
で
き
る
も
の
が
Ｉ
、
四
五
こ
校
も
あ
り
、
そ
の

う
ち
嘉
永
期
以
降
に
開
設
し
た
も
の
が
Ｉ
、
〇
二
五
校
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
防
長
両
国
で
は
寺
子
屋
が
嘉

永
期
以
降
飛
躍
的
に
増
加
し
、
庶
民
教
育
が
普
及
し
て
い
っ
た
。

　
師
匠
に
対
す
る
謝
礼
は
。
年
始
。
五
節
句
、
盆
、
暮
に
米
銀
野
菜
な
ど
を
お
さ
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ

の
ほ
か
、
月
謝
と
し
て
毎
月
米
一
升
。
あ
る
い
は
銭
三
〇
文
く
ら
い
納
め
る
例
も
あ
っ
た
。

　
当
時
の
師
匠
は
、
神
職
、
僧
侶
、
在
郷
士
や
庄
屋
、
畔
頭
な
ど
の
村
役
人
、
村
落
の
知
識
層
で
ほ
と
ん
ど
内

職
的
に
自
宅
で
教
授
し
た
。

　
三
見
村
で
開
設
さ
れ
て
い
た
も
の
は
次
の
表
１
７
の
と
お
り
で
あ
る
。
教
師
に
つ
い
て
は
山
本
卓
然
（
明
満
寺

住
職
）
の
ほ
か
す
べ
て
在
郷
住
宅
士
で
あ
っ
た
。

－１０４　－



波

多

野

平

次

林

民

雄

羽

仁

源

八

羽

仁

喜

左

衛
門

堀

田

帳

右

衛

門

田
中
次
郎
左
衛
門

山

本

卓

然

乃

美

小

右

衛

門

教

師

明

治

一一

年

明

治

一瓦

年

文

政

１・

年

文

化

一瓦

年

万

延

－冗

年

弘

化

一一

年

文

政

八

年

文

政

六

年

開

設

明

治

七

年

明

治

　－

－●

年

文

政

十

年

明

治

一一一

年

安

政

四

年

明

治

一一

年

嘉

永

五

年

閉

鎖

古

広

中

山

占

広

古

広

飯

井

浦

一一
一見

巾

明

満

寺
－

河

内

場

所

三
見
村
で
開
設
さ
れ
た
寺
子
屋

表
１７

１０５－

近世後期

－

　
ｔ
教
育
沿
革
史
啄
稿
」
に
右
の
う
ち
羽
仁
源
八
。
波
多
野
平
次
両
人
開
設
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
所

在
地
は
い
ず
れ
も
吉
広
で
、
教
授
内
容
も
ほ
ぼ
同
じ
で
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
書
道
は
「
い
ろ
は
」
か
ら
仮
名
文
、
漢
字
交
じ
り
文
に
進
み
、
読
み
方
は
孝
経
及
び
四
書
、
五
経
な
ど
の
素

読
を
行
い
、
Ｅ
四
藩
制
法
。
郡
中
制
法
の
読
み
聞
か
せ
も
行
っ
た
。
和
算
術
は
加
減
乗
除
を
順
次
教
授
し
た
。

　
教
科
書
は
商
売
往
来
、
庭
訓
往
来
な
ど
の
往
来
物
（
初
等
教
育
、
特
に
寺
子
屋
用
に
編
集
さ
れ
た
教
科
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｒ
ｊ
　
ヵ

総
称
）
、
女
大
学
（
女
ｆ
の
修
身
、
斉
家
の
心
得
を
仮
名
文
で
記
し
た
書
）
、
孝
経
（
孔
子
の
孝
道
の
教
え
）
四
書
、

五
経
な
ど
を
使
用
し
た
、
い
ず
れ
も
修
業
年
限
は
五
年
で
、
授
業
料
は
こ



　
幕
未
に
お
け
る
毛
利
藩
は
内
外
の
緊
迫
し
た
情
勢
に
対
処
し
て
瀋
の
軍
備
充
実
を
計
っ
た
。

　
天
保
ト
四
年
（
ご
八
四
三
）
四
月
。
］
よ
り
藩
主
敬
親
の
陣
頭
指
揮
の
下
に
藩
兵
約
一
万
四
千
、
馬
五
百
余
疋

を
動
員
し
て
福
川
の
羽
賀
台
で
大
操
練
を
実
施
、
「
‐
に
は
閲
兵
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
藩
初
以
東
最
大
規
模

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
弘
化
元
年
（
。
八
四
四
）
七
月
に
は
外
国
船
の
来
襲
に
備
え
て
北
浦
一
帯
の
沿
岸
地
域
を
七
区
に
分
け
て
、
各

区
に
、
門
八
家
の
中
か
ら
警
衛
総
奉
行
を
任
命
し
た
。
次
い
で
翌
年
五
月
に
は
萩
城
及
び
海
岸
防
備
の
部
署
を

定
め
、
各
部
署
に
諸
役
と
兵
員
を
配
置
し
た
。

　
三
見
浦
も
こ
の
時
海
防
上
の
要
地
と
さ
れ
、
飯
弗
に
給
領
地
を
も
つ
寄
組
益
田
源
兵
衛
と
、
三
見
村
の
在
宅

渚
士
二
九
人
及
び
遠
近
付
の
十
一
一
五
人
が
配
備
さ
れ
、
有
事
の
際
の
出
動
体
制
が
と
ら
れ
た
。
各
村
に
お
い
て

も
外
国
船
防
禦
の
た
め
の
出
動
体
制
が
し
か
れ
た
が
『
風
上
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
三
見
村
の
場
き
は
次
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

幕
末
の
防
備
体
制

♂

－１０６－



集
合
場
所
は
三
見
市
の
善
照
寺
、
明
満
寺
、
色
雲
寺
の
境
内
で
、
集
合
人
員
は
人
夫
千
二
百
二
４
　
二
人
、

馬
こ
百
六
疋
で
あ
る
。
各
人
は
薪
、
大
束
、
割
木
な
ど
を
半
把
宛
持
参
す
る
こ
と
。

大
釜
四
つ
、
大
そ
う
け
、
塩
な
ど
も
明
満
寺
へ
差
し
出
す
こ
と
。
蝋
燭
八
五
挺
、
こ
れ
は
か
ね
て
貯
蔵
す

る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
当
村
へ
役
所
が
開
設
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
通
路
用
と
し
て
使
用
さ
れ

る
も
の
。

外
国
船
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
最
寄
り
の
寺
院
か
ら
二
つ
切
の
鐘
を
突
き
始
め
、
順
々
に
寺
院
が
こ
れ
を

受
け
継
ぎ
村
人
に
知
ら
せ
、
鐘
の
音
が
届
か
な
い
所
へ
は
急
飛
脚
で
申
し
継
ぐ
こ
と
。

鐘
の
音
を
聞
き
つ
け
た
な
ら
ば
、
村
々
の
人
馬
を
揃
へ
、
一
昼
夜
分
の
食
料
を
用
意
し
て
集
合
場
所
へ
駆

け
つ
け
る
こ
と
。

集
合
し
た
な
ら
ば
、
人
馬
共
に
村
印
の
小
札
を
頭
に
つ
け
る
こ
と
。

集
合
場
所
に
人
馬
が
一
応
揃
っ
た
な
ら
ば
、
所
定
の
茶
染
め
の
幟
を
在
て
、
庄
屋
と
畔
頭
は
人
夫
を
召
し

連
れ
て
、
三
見
揃
場
明
満
寺
へ
罷
出
る
こ
と
。

三
見
宿
の
駅
縦
ぎ
は
常
備
の
人
馬
で
ま
か
な
い
。
そ
の
他
は
集
合
し
た
人
馬
の
中
か
ら
送
り
役
を
務
め
る

こ
と
。

－一
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１
　
兵
糧
の
焚
き
出
し
の
た
め
、
三
見
市
に
役
所
を
開
設
す
る
こ
と
。
そ
の
要
員
は
役
人
一
人
、
手
子
一
人
、

　
　
勘
場
役
人
一
人
と
し
。
兵
糧
焚
き
出
し
は
動
員
さ
れ
た
人
夫
以
外
に
、
六
十
歳
以
Ｌ
の
老
人
と
十
四
歳
以

　
　
下
の
子
供
並
び
に
女
性
が
行
う
こ
と
。

一
　
松
明
、
卓
畦
、
薪
な
ど
の
受
払
い
の
た
め
、
三
見
市
に
役
所
を
開
設
す
る
こ
と
。
そ
の
要
員
は
手
子
一
人
。

　
　
勘
場
役
人
一
人
、
小
使
い
一
人
と
し
、
村
の
老
人
や
子
供
も
手
伝
う
こ
と
。

一
　
軒
別
に
松
明
三
帯
、
沓
三
足
、
ほ
鞍
三
足
を
用
意
し
、
神
社
や
御
米
蔵
に
集
め
て
お
く
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
老
人
や
子
供
、
女
性
に
至
る
ま
で
村
人
を
総
動
員
し
て
、
非
常
事
態
に
備
え
た
。

　
そ
の
後
、
嘉
永
六
年
（
　
１
八
五
二
）
正
月
に
は
海
防
部
署
が
改
定
さ
れ
、
警
衛
区
域
は
八
区
に
分
け
ら
れ
、
さ

ら
に
文
久
三
年
二
八
六
三
）
四
月
に
は
山
口
を
中
心
に
南
、
北
。
西
の
三
面
に
わ
た
る
沿
岸
警
衛
区
域
を
ｔ
一

区
に
再
編
成
し
た
。

　
こ
の
と
き
三
見
浦
の
警
衛
に
は
、
坪
井
与
二
熊
、
三
浦
政
三
郎
、
羽
仁
源
八
、
村
上
波
門
、
飯
田
猪
三
次
、
斎

藤
謙
蔵
、
中
村
久
右
衛
門
、
伊
藤
太
兵
衛
、
服
部
九
郎
兵
衛
の
九
名
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
三

見
村
在
住
の
諸
士
で
あ
る
が
、
在
郷
住
宅
士
だ
け
で
は
海
防
要
員
と
し
て
不
足
す
る
の
で
、
農
兵
の
採
用
が
急

務
と
な
り
、
羽
仁
源
八
を
三
見
村
の
農
兵
取
立
用
掛
に
任
命
し
、
そ
の
養
成
に
努
め
た
。
藩
の
防
備
体
制
整
備

－１０８－



元
治
元
年
（
。
八
六
四
）
八
月
異
船
御
用
立
て
と
し
て
松
明
五
百
帯
を
献
納
し
た
。

同
年
赤
間
関
異
船
襲
来
に
備
え
、
浦
の
潮
音
寺
へ
諸
十
二
同
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、
昼
夜
詰
め
て
見
張
り

に
あ
た
っ
た
。

慶
応
こ
年
（
一
八
六
六
）
八
月
軍
艦
御
買
入
れ
の
節
、
金
壱
分
献
納
し
た
。

釣
鐘
類
を
差
し
出
し
た
節
、
当
寺
の
大
錬
は
古
い
寺
柄
で
あ
り
、
異
変
の
節
の
合
図
用
と
し
て
残
し
て
お

く
こ
と
を
許
可
さ
れ
。
替
り
と
し
て
、
喚
鐘
一
口
を
献
納
し
た
。

－１０９－

に
は
一
般
民
衆
も
積
極
的
に
参
加
し
た
か
、
そ
れ
は
防
禦
陣
地
の
構
築
な
ど
の
外
、
金
銭
、
物
品
の
献
納
な
ど

も
あ
っ
た
。

　
当
時
の
光
円
寺
の
記
録
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一

　
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
三
月
十
七
口
、
松
陰
は
こ
れ
ま
で
研
究
し
た
海
防
に
関
す
る
意
見
を
「
水
陸
戦
略
」

に
ま
と
め
、
こ
れ
を
外
冦
御
手
当
方
に
提
出
し
た
。
こ
れ
が
藩
主
に
認
め
ら
れ
、
御
手
当
御
内
用
掛
と
な
っ
た
。

近世後期

一 　 一

吉
田
松
陰
と
三
見
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同
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
御
手
当
の
用
務
を
命

ぜ
ら
れ
、
阿
武
、
大
津
。
豊
浦
、
赤
間
関
の
海
岸
を

巡
視
し
た
。
こ
の
時
の
『
廻
浦
紀
略
』
と
題
し
た
日

記
か
あ
る
が
、
そ
の
中
に
嘉
永
一
一
年
（
一
八
四
九
）
七

月
六
］
海
路
萩
よ
り
三
見
浦
に
着
い
た
時
の
様
子
を

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
六
日
未
明
に
乗
船
し
た
。
船
は
二
隻
で
あ
る
。

一
般
は
船
吋
を
和
布
刈
通
と
い
っ
て
関
船
（
海
賊
を

防
ぐ
た
め
に
使
用
し
た
早
船
）
で
あ
る
。
櫓
は
二
〇

丁
で
あ
り
、
船
内
の
広
さ
は
。
一
畳
、
幅
は
↓
間
半
、

長
さ
は
六
間
、
船
頭
二
人
、
水
夫
八
人
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
敏
は
船
号
を
御
用
丸
と
い
い
小
早
船
（
船
脚

の
早
い
船
）
で
あ
る
。
櫓
は
八
丁
で
船
内
の
広
さ
は

八
畳
、
幅
。
間
、
長
さ
五
間
ほ
ど
船
頭
一
人
、
水
夫

廻浦紀略（松陰神社蔵）

・へ卜

Ｊ。鴫４，

七重４

凍
ｆ
レ

ヘ
ー
？
ふ
ｙ
哨
域
ヂ

４。

か
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０
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三
見
の
寺
社
沿
革

一Ｈ１

五
人
で
あ
っ
た
。
道
家
、
飯
田
、
森
重
と
私
は
和
布
刈
通
に
莱
っ
た
。
多
田
。
人
西
、
郡
司
は
御
用
丸
に
乗
っ

た
。
こ
の
Ｈ
は
空
が
よ
く
晴
れ
、
海
は
さ
ざ
波
も
立
た
な
か
っ
た
。
「
見
浦
に
着
い
た
の
で
、
上
陸
し
、
地
形

を
観
察
し
た
。
こ
の
浦
の
戸
数
は
六
〇
軒
ば
か
り
で
。
浜
を
西
の
浜
と
呼
ん
で
い
る
。
西
の
浜
か
ら
通
を
見
る

と
。
呼
べ
ば
答
え
る
近
さ
で
あ
る
。
そ
の
距
離
は
ど
の
位
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
　
１
里
ほ
ど
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
三
見
に
は
円
徳
、
潮
音
と
い
う
二
寺
か
あ
っ
た
。
八
幡
社
の
馬
場
は
多
数
が
集
合
す
る
の
に
適
し
た
所
で

あ
る
。
も
し
こ
の
浦
に
砲
台
を
築
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
西
の
浜
が
よ
い
と
考
え
る
。
」

仏

近世後期

　
中
世
末
期
頃
ま
で
に
も
既
に
萩
に
は
、
竜
蔵
寺
、
南
明
寺
、
弘
法
寺
、
海
潮
寺
、
常
念
寺
そ
の
他
多
く
の
寺

院
か
建
立
さ
れ
て
い
た
が
、
三
見
に
も
鉢
多
寺
を
は
じ
め
．
桃
隠
庵
、
Ｉ
地
庵
、
称
奉
庵
、
円
福
寺
、
西
福
寺

冨
瑠
那
寺
．
来
迎
寺
な
ど
多
く
の
寺
院
が
あ
っ
た
．

教



　
大
内
時
代
に
は
、
大
内
氏
、
吉
見
氏
な
ど
武
十
。
附
級
は
禅
宗
が
多
く
、
ま
た
大
内
氏
が
禅
宗
を
庇
護
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
禅
宗
の
寺
院
が
増
加
す
る
傾
向
が
出
て
き
た
。
草
創
当
時
真
言
宗
で
あ
っ
た
鉢
多
寺
が
禅
宗
に

改
宗
し
、
桃
隠
庵
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
寺
院
す
べ
て
が
禅
宗
で
あ
っ
た
の
も
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
毛
利
輝
元
が
関
ヶ
原
合
戦
に
敗
れ
て
防
長
二
州
に
移
封
さ
れ
、
萩
は
築
城
に
よ
っ
て
城
下
町
と
な
り
、
大
き

な
改
革
が
な
さ
れ
た
が
、
仏
教
信
仰
に
お
い
て
も
大
き
な
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
萩
に
お
け
る
寺
院
は
、
従
来
の
寺
院
に
加
え
、
主
と
し
て
毛
利
氏
と
共
に
広
島
か
ら
直
接
間
接
に
移
転
し
て

来
た
寺
や
、
他
所
か
ら
城
下
に
や
っ
て
き
た
僧
、
或
い
は
家
臣
が
僧
と
な
っ
て
開
創
し
た
寺
院
な
ど
に
よ
り
。

そ
の
数
は
急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
毛
利
氏
も
寺
院
の
建
立
を
自
由
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

幕
府
の
方
針
を
盛
り
込
ん
だ
「
万
治
制
法
」
の
中
で
、
寺
院
や
僧
侶
の
あ
り
方
を
厳
し
く
規
制
し
て
お
り
、
新

寺
の
建
立
に
つ
い
て
も
、
必
ず
古
跡
の
寺
院
、
廃
寺
の
再
興
、
引
寺
を
す
る
と
い
う
形
を
と
ら
せ
て
い
る
。
毛

利
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
東
光
寺
も
、
厚
狭
郡
松
屋
村
の
古
寺
を
引
寺
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
色
雲
寺

も
光
円
寺
四
代
教
宗
が
占
跡
再
興
の
名
目
で
建
立
を
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
教
宗
は
光
円
寺
を
弟
正
順
に
譲
り
、

色
雲
寺
初
代
住
職
と
な
っ
た
。

　
寺
院
が
増
加
し
て
い
っ
た
そ
の
中
で
も
真
宗
寺
院
が
際
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
毛
利
氏
と
本

－１１２－



願
寺
の
関
係
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
真
宗
は
本
願
寺
中
興
の
祖
で
あ
る
八
代
蓮
如
の
力
に
よ
っ
て
令
国
に
教
勢
が
伸
び
て
、
ｔ
．
代
顕
如
の
こ
ろ

に
は
教
団
が
益
々
盛
ん
と
な
り
、
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
織
皿
信
長
は
全
国
制
覇
を
目
指
し
、
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
京
都
に
入
り
、
更
に
摂
津
、
河
内
（
大
阪
府
）
に
呻

を
進
め
た
が
、
野
望
を
達
成
す
る
上
で
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
木
願
寺
に
対
し
て
、
そ
の
勢
力
を
削
減
す
る
た
め
。

種
々
の
無
理
な
要
求
を
出
す
な
ど
、
強
圧
的
な
態
度
に
出
て
き
た
。
こ
の
信
長
の
態
度
に
本
願
寺
の
危
機
を
感

じ
た
顕
如
は
全
国
各
地
の
門
徒
の
奮
起
を
促
し
、
大
阪
に
上
る
よ
う
要
請
す
る
な
ど
緊
迫
し
た
状
況
か
続
い
た

か
、
遂
に
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
九
月
十
二
‐
両
者
の
間
に
戦
闘
か
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
石
山
合
戦
で
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
三
月
ま
で
実
に
Ｉ
．
年
間
の
永
き
に
わ
た
っ
て
争
い
が
続
け
ら
れ
た
。
こ

の
石
山
合
戦
で
、
毛
利
輝
元
は
令
面
的
に
本
願
寺
を
支
援
、
兵
や
糧
食
を
送
っ
て
こ
れ
を
助
け
た
。

　
関
ヶ
原
合
戦
後
、
興
正
寺
（
本
願
寺
に
属
し
て
い
た
か
明
治
九
年
分
離
独
収
）
准
尊
は
伏
見
の
陣
中
に
徳
川

家
康
を
訪
ね
て
輝
元
に
対
す
る
怨
み
を
解
か
し
め
、
輝
元
が
家
康
に
謁
し
た
と
き
に
は
准
尊
が
そ
の
仲
介
の
労

を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
輝
元
の
准
尊
を
徳
と
す
る
。
因
と
も
な
り
、
輝
元
は
准
尊
に
養
女
穴
戸
元
秀
の
女
艮

寿
院
を
嫁
せ
し
め
た
。
ま
た
輝
元
の
室
清
光
院
は
も
と
禅
宗
の
信
者
で
あ
っ
た
が
、
後
に
真
宗
に
帰
依
す
る
に

Ｈ３
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至
っ
た
。
寛
永
八
年
（
一
六
三
ご
六
月
こ
ト
Ｈ
消
光
人
人
か
没
す
る
と
、
禅
宗
大
通
院
に
葬
っ
た
か
、
山
）
に

は
清
光
夫
人
の
た
め
に
清
光
寺
を
建
立
し
た
。
し
か
し
輝
元
の
子
秀
就
の
時
代
に
な
っ
て
萩
に
移
転
、
准
尊
の

次
子
准
円
か
第
一
世
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
毛
利
氏
と
興
正
寺
と
の
関
係
が
深
く
な
っ
だ
の
で
、
輝
元
は
興
正
寺
と
約
し
て
防
長
二
州

の
貞
宗
寺
院
は
こ
と
ご
と
く
丙
本
願
寺
派
に
属
せ
し
め
て
、
束
本
願
寺
に
は
し
る
こ
と
を
禁
止
し
、
ま
た
す
べ

て
興
正
寺
の
末
寺
と
定
め
た
。
現
在
の
山
］
県
下
の
真
宗
寺
院
す
べ
て
が
西
本
願
寺
に
所
属
し
て
い
る
の
は
こ

の
た
め
で
あ
る
。

　
大
内
氏
滅
亡
と
共
に
禅
宗
も
次
第
に
衰
微
し
。
毛
利
氏
の
時
代
に
な
っ
て
、
本
願
寺
と
毛
利
氏
と
の
関
係
が

緊
密
に
な
る
に
従
い
、
毛
利
氏
の
庇
護
か
真
宗
の
教
勢
拡
張
に
多
大
の
支
援
と
な
っ
て
、
萩
は
も
と
よ
り
そ
の

他
の
地
方
に
も
真
宗
か
浸
透
し
、
天
正
か
ら
寛
永
に
わ
た
る
わ
ず
か
七
〇
余
年
の
間
に
も
防
長
両
国
に
真
宗
寺

院
が
多
く
造
立
せ
ら
れ
、
ま
た
真
宗
に
転
宗
す
る
も
の
か
急
激
に
増
加
し
た
。

　
三
見
の
寺
院
も
当
然
こ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
、
桃
隠
庵
五
代
了
善
は
天
正
の
こ
ろ
禅
宗
よ
り
真

宗
に
転
宗
、
光
円
寺
と
改
称
し
た
。
善
照
寺
は
光
円
寺
了
善
が
隠
居
し
て
禅
宗
宝
地
庵
に
移
り
転
宗
。
改
称
し

た
も
の
で
あ
る
。
色
雲
寺
も
光
円
寺
四
代
教
宗
が
禅
宗
の
古
跡
を
再
興
真
宗
色
雲
寺
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
明

－１１４－



桃
隠
山
光
円
寺
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

満
寺
は
初
代
了
翁
が
天
文
三
年
（
一
７
１
三
四
）
本
願
寺
で
得
度
、
無
住
で
あ
っ
た
称
奉
庵
に
居
住
、
住
職
と
な
っ

た
も
の
で
、
三
見
の
寺
院
中
で
は
一
番
早
く
真
宗
に
転
宗
し
た
こ
と
に
な
る
。
円
徳
寺
は
毛
利
の
家
臣
木
村
一

貫
が
端
坊
に
随
身
し
て
真
宗
に
帰
依
、
発
心
し
て
道
因
と
号
し
開
基
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

－１１５　－

近世後期

　
創
建
年
桃
陰
庵
＝
享
徳
一
。
。
年
（
一
四
五
四
）
光
円
寺
＝
大
正
五
年
（
一
石
ヒ
七
）
頃

　
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
十
一
月
十
八
‐
鉢
多
寺
住
持
祥
啓
は
そ
の
職
を
退
き
、
隠
居
す
る
に
際
し
て
、
鉢
多

寺
よ
り
奉
免
村
の
Ｉ
カ
所
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
禅
宗
桃
隠
庵
を
建
立
し
た
。
現
在
の
含
広
河
地
で
あ
る
。
当

時
そ
こ
に
桃
の
大
樹
が
あ
っ
た
の
で
、
桃
隠
庵
と
称
し
た
と
云
わ
れ
る
。
改
世
了
阿
の
代
に
真
宗
に
帰
依
。
庵

号
を
山
弓
と
し
、
桃
隠
山
光
円
寺
と
改
称
し
た
。
了
善
は
天
正
九
年
娘
あ
い
～
代
に
教
善
と
い
う
憎
を
養
ｆ
に

迎
え
。
光
円
寺
を
誕
っ
て
自
分
は
鉢
多
寺
の
末
庵
宝
地
庵
に
移
り
、
善
照
寺
と
改
め
開
幕
と
な
っ
た
。
了
善
は

俗
名
を
阿
武
縫
殿
忠
種
と
称
し
、
津
和
野
三
本
松
の
城
主
占
昆
氏
の
一
族
で
高
佐
の
城
主
阿
武
将
監
忠
真
の
後

裔
と
い
わ
れ
る
。
四
世
教
宗
は
弟
正
順
に
あ
と
を
譲
り
、
市
に
出
て
色
。
雲
々
を
創
建
し
た
。
十
八
世
了
善
代
、



紅
谷
山
明
満
寺
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
現
在
地
三
見
浦
へ
移
転
、
堂
宇
を
新
築
し
た
。

ｎ６

　
創
建
年
称
奉
庵
＝
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
明
満
寺
り
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

　
開
基
は
公
家
山
本
三
位
中
将
中
務
大
輔
（
名
不
詳
）
の
息
男
山
本
雅
楽
で
、
大
文
三
年
（
．
五
一
．
．
四
）
本
願
寺

に
お
い
て
得
度
、
了
翁
と
称
し
無
住
で
あ
っ
た
手
水
川
称
奉
庵
に
居
住
、
住
持
と
な
っ
た
．
四
世
祖
貞
代
火
災

に
あ
い
全
焼
、
こ
の
と
き
中
務
大
輔
以
来
の
伝
書
及
び
什
器
な
ど
こ
と
ご
と
く
焼
火
し
た
．
貞
享
三
乍
こ
六
八

六
）
五
世
浄
玄
の
代
に
庵
号
を
明
満
寺
と
改
称
、
六
世
浄
泉
代
、
享
保
十
九
年
（
．
七
三
四
）
「
見
市
に
新
築
移

転
し
た
が
、
十
．
世
ｆ
翁
代
文
政
年
間
（
．
八
一
八
～
一
元
）
に
も
火
火
の
た
め
全
焼
し
た
．
明
治
「
年
（
一
八
ヒ

○
）
光
円
寺
と
合
併
、
光
明
寺
と
な
っ
た
が
、
同
十
二
年
（
一
八
七
九
）
合
併
差
止
め
分
離
復
旧
し
た
．

　
昭
和
六
年
（
．
九
．
二
）
十
六
世
常
宣
代
、
現
在
地
駅
通
り
に
新
築
移
転
し
た
．



１１７

　
創
建
年
善
照
寺
＝
天
正
九
年
（
．
五
八
．
）

　
桃
隠
庵
丘
世
了
善
が
真
宗
に
帰
依
し
、
光
円
寺
と
改
称
し
た
が
、
後
に
隠
居
し
て
鉢
多
寺
の
末
庵
宝
地
庵
に

移
り
、
善
照
寺
と
改
め
開
基
と
な
っ
た
．
延
宝
五
年
（
　
１
六
七
し
）
寺
号
免
許
．
文
久
年
間
（
一
八
六
一
～
六
こ

の
こ
ろ
火
災
に
あ
い
本
堂
、
庫
裡
及
び
寺
ｔ
、
占
文
書
な
ど
す
べ
て
焼
失
し
た
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十

一
月
再
建
し
た
．

法
明
山
善
照
寺
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

近世後期

　
創
建
年
円
徳
寺
＝
慶
艮
九
年
（
一
六
〇
四
）

　
開
基
道
因
は
木
村
一
貫
と
い
い
、
慶
応
九
年
（
一
六
〇
四
）
輝
元
萩
打
ち
入
り
の
節
供
奉
、
後
に
発
心
し
て
道

因
と
称
し
た
。

　
元
和
九
年
二
六
二
三
）
九
月
七
日
出
火
、
全
焼
し
た
た
め
、
延
喜
帝
の
御
宸
筆
、
御
感
帖
並
び
に
武
銚
な
ど

香
林
山
円
徳
寺
浄
土
真
宗
本
願
寺
派



白
水
山
色
雲
寺
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

こ
と
ご
と
く
焼
失
し
た
．
一
貫
の
所
持
し
た
瓶
子
、
短
刀
、
弥
陀
尊
形
は
．
．
世
道
町
が
所
持
し
て
河
内
へ
隠
居

し
た
が
、
そ
れ
ら
は
河
内
畔
頭
横
川
庄
兵
衛
組
四
郎
右
衛
門
方
へ
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
わ
て
い
る
．

　
文
化
‐
四
年
（
．
八
一
し
）
二
月
ニ
ト
二
日
再
度
火
災
に
あ
い
、
本
堂
、
庫
裡
を
焼
失
し
た
が
、
十
二
世
晃
耀

代
の
文
政
二
年
（
．
八
．
九
）
十
一
月
三
日
再
建
し
た
．

　
創
建
年
色
雲
寺
＝
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

　
開
基
は
光
円
寺
四
世
教
宗
で
あ
る
。
寛
文
五
年
（
。
六
六
五
）
三
見
新
駅
開
設
後
、
教
宗
は
市
へ
の
寺
移
転
を

希
望
し
た
が
、
父
教
祐
の
反
対
に
あ
っ
た
た
め
、
光
円
寺
を
弟
正
順
に
譲
り
、
同
地
に
あ
っ
た
占
跡
色
雲
寺
の

再
興
を
理
由
に
寺
の
建
立
を
出
願
、
許
可
さ
れ
て
建
立
、
住
職
と
な
っ
た
。
貞
亨
三
年
こ
六
八
六
）
寺
号
免
許

さ
れ
た
。
藩
主
お
国
廻
り
の
節
は
休
息
所
（
御
本
陣
）
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
　
　
月

二
十
四
日
、
地
ド
よ
り
出
火
の
節
類
焼
し
た
。
そ
の
後
再
建
し
た
が
、
現
在
の
本
堂
は
寛
政
九
乍
（
一
し
九
七
）
四

月
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

－１１８－



　
創
建
年
観
音
堂
＝
正
和
年
中
（
Ｔ
ニ
ゴ
。
～
一
七
）
潮
音
寺
」
几
文
三
年
（
一
七
三
八
）

　
古
く
は
観
立
‐
堂
が
あ
っ
た
所
に
、
元
文
三
年
潮
音
寺
が
創
建
さ
れ
た
。
宗
派
は
黄
槃
宗
で
、
開
基
は
策
屋
権

次
郎
源
信
・
開
山
は
仰
岩
元
尊
老
和
尚
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
は
萩
東
光
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
初
期
（
了
八
六
八
～
）
に
寺
社
登
録

も
れ
か
ら
ミ
見
浦
漁
民
の
維
持
寺
と
な
り
、
宗
派
も
入
台
宗
に
改
宗
さ
れ
三
見
唯
一
の
祈
願
寺
で
あ
る
。

　
山
門
は
江
戸
時
代
の
建
築
で
あ
る
が
、
本
堂
は
叩
和
十
二
年
（
一
九
一
。
。
七
）
に
再
建
さ
れ
た
。

　
秘
仏
馬
頭
観
音
の
山
来
に
つ
い
て
は
、
文
明
六
年
二
四
七
四
）
沙
弥
浄
栄
の
記
し
た
『
静
山
観
丘
Ｈ
縁
記
』
に
、

大
同
元
年
（
八
〇
六
）
当
浦
の
漁
夫
が
網
に
入
っ
て
い
た
石
を
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
僧
が
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
現
れ
、
「
こ
れ
は
馬
頭
観
音
の
像
で
あ
る
」
と
告
げ
て
姿
を
消
し
た
。
漁
夫
た
ち
は
一
宇
を
建
作
。
し
て
こ

れ
を
安
置
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
元
文
四
年
（
一
七
一
。
九
）
庵
主
翁
山
が
こ
の
縁
記
を
書
写
し
た
も
の
が

残
っ
て
い
る
。 円

通
山
潮
音
寺
天
台
宗

近世後期

－１１９



祭
神
応
神
天
皇
神
功
皇
后
吐
石
暉
畔
雌
薦
姫
命
眼
か
戚
姫
命

三
見
八
幡
宮

－１２０－

　
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
か
、
山
州
八
幡
（
京
都
府
）
よ
り
勧
請
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
の
頃

　
（
一
五
九
六
～
一
六
一
四
）
什
物
及
び
伝
書
な
ど
当
時
の
大
庄
屋
長
隅
惣
右
衛
門
が
預
か
り
所
持
し
て
い
た
が
、
火

災
に
あ
い
す
べ
て
焼
失
し
た
。
正
徳
六
年
（
・
じ
一
六
）
神
殿
、
釣
屋
、
舞
殿
が
造
営
さ
れ
、
元
文
三
年
（
一
七

三
八
）
釣
屋
、
舞
殿
が
建
替
え
ら
れ
た
。
宝
徳
の
頃
こ
四
四
九
～
一
四
五
】
）
中
原
家
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る

長
嶺
神
祐
中
原
国
勝
が
社
職
を
務
め
て
い
た
が
、
そ
の
息
男
長
嶺
佐
渡
守
中
原
清
国
が
文
明
の
頃
こ
四
六
九

～
。
四
八
六
）
中
原
の
姓
を
以
っ
て
名
字
と
し
、
藤
原
の
姓
に
改
め
、
中
原
佐
渡
守
藤
原
清
国
と
称
し
た
。
宝
永

の
頃
（
一
ｔ
〇
四
～
一
七
。
０
）
系
図
焼
失
の
た
め
、
代
々
社
職
は
明
ら
か
で
な
い
。
明
治
六
年
こ
八
七
・
Ｊ
十

二
月
社
格
が
郷
社
に
列
し
、
昭
和
一
一
十
二
年
こ
九
四
七
）
氏
予
圏
で
あ
る
。
。
。
見
と
山
田
両
地
区
の
文
字
一
字
宛

を
と
り
三
田
八
幡
宮
と
改
称
し
た
。



に
作
ら
せ
安
置
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
厨
子
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　
祭
神
大
己
貴
命
少
彦
名
命
安
閑
天
皇

　
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
大
和
国
吉
野
郡
金
峯
山
よ
り
信
濃
四
郎
右
衛
門
尉
が
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
真
偽
も
草
創
年
時
も
確
か
な
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
中
世
に
は
大
内
氏
の
信
仰
厚
く
社
料
五
。
白
石
か
寄

付
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
延
徳
三
年
（
、
四
九
こ
大
内
政
弘
が
夢
の
中
に
拝
し
た
神
形
を
仏
師
播
磨
法
眼

蔵
王
権
現
宮

近世後期

奉
安
置
　
仏
師
播
磨
法
眼

当
山
鎮
守
蔵
王
大
権
現
尊
像

大
檀
那
大
中
大
夫
左
京
兆
防
長
豊
筑
大
守
政
弘
朝
に

大
檀
那
嗣
君
議
郎
本
州
別
駕
多
々
良
朝
臣
義
興

　
延
徳
三
年
辛
亥
（
一
四
九
）
三
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
鉢
多
寺
住
持
前
南
禅
寿
棟
謹
造
立

　
　
　
　
　
長
嶺
佐
渡
守
中
原
朝
臣
清
国

－１２１　－



又
蔵
王
権
現
宝
殿
建
立
の
際
の
棟
札
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
奉
再
興
長
州
阿
武
郡
三
見
村
鉢
多
寺
蔵
王
大
権
現
宝
殿
一
宇

　
　
　
肖
国
大
守
大
江
朝
臣
秀
就
公

　
　
　
遷
宮
導
師
阿
闇
梨
宥
典
当
所
代
官
能
美
内
蔵
丞
平
朝
臣
元
占

　
　
　
慶
安
三
庚
寅
（
一
六
五
○
）
孟
春
神
吉
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
　
小
杭
又
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛
冶
鉄
野
孫
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
大
宮
司
中
原
雅
楽
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
奉
免
庄
屋
久
兵
衛

　
　
　
棟
札
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
石
　
戸
川
次
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
吉

　
　
　
為
国
家
安
全
万
民
豊
楽
如
・
意
満
足

１２２　－



１２３

仁王堂（昭和３０年ごろ）

　
　
　
　
　
　
普
請
奉
行
能
美
内
職
之
水

　
　
　
　
　
　
　
　
手
子
宇
佐
川
権
兵
衛

　
　
　
地
下
人
役
八
．
白
二
拾
八
人
ニ
テ
再
興
相
調
也

　
や
和
．
．
年
（
一
八
〇
）
正
月
朔
‐
出
火
、
宮
殿
神

具
な
ど
残
ら
ず
焼
失
し
た
か
、
翌
年
再
建
し
か
．

　
明
治
四
年
（
．
・
べ
七
こ
蔵
王
権
現
社
を
金
峯
神
社

と
改
称
し
た
．
昭
和
ト
．
．
年
｛
．
九
三
七
｝
四
月
山
火

事
の
た
め
再
び
令
焼
し
た
か
、
習
．
ト
三
年
再
建
し
た
．

近世後期

　
大
同
一
一
年
（
八
〇
七
）
の
建
立
で
蔵
王
権
現
の
仁
Ｅ

門
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
．
江
戸
時
代
に
二
見
市

出
火
の
時
、
堂
と
仁
土
二
体
の
う
ち
一
体
を
焼
失
し

仁
　
王
堂



－１２４－

山
王
社

た
。
そ
の
後
、
堂
を
再
建
。
焼
失
の
仁
王
像
も
新
た
に
作
ら
れ
た
。
ま
た
庖
痕
安
全
の
守
護
神
と
い
わ
れ
、
享

保
十
九
年
（
。
七
三
四
）
観
光
院
（
六
代
藩
主
宗
広
）
が
庖
痕
を
患
っ
た
と
き
永
昌
院
（
五
代
藩
主
吉
元
側
室
、

宗
広
生
母
）
が
参
詣
、
全
快
祈
願
を
し
た
か
そ
の
際
堂
宇
を
建
て
替
え
寄
進
し
た
。
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）

仁
王
堂
を
解
体
し
、
仁
王
会
館
を
建
設
し
た
。

　
永
享
三
年
（
ニ
八
八
六
）
徳
右
衛
門
と
い
う
者
が
山
王
山
の
畑
よ
り
古
い
壷
を
一
つ
掘
り
起
こ
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
中
に
三
枚
の
鏡
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
御
神
体
と
し
て
奉
崇
、
社
を
そ
こ
に
建
立
し
た
。
そ
の
後
風
雨
で
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
必

損
し
た
た
め
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
八
幡
宮
境
内
へ
転
社
し
た
。
（
山
王
繊
は
二
見
公
民
館
の
裏
山
）

中

山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
ｒ
　
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
Ｉ
’
こ
な

荒
神
社
ス
石
祠
一
、
稲
荷
社
・
秋
葉
社
相
殿
一
、
石
体
地
蔵
堂
一
、
鎖
守
社
『
観
音
堂
一

各
地
区
の
堂
社
祠
『
風
土
注
進
案
』
に
よ
る



→ 　 　 ・ ・ Ｊ

荒
神
社
ミ
水
神
森

、
森
．

、
石
体
地
蔵
堂
一

手
水
川
荒
神
社
二
、
牛
£
森
べ
恵
比
須
社
一
、
河
内
神
一
、
観
音
堂
．

床
並
　
河
内
森
社
て
荒
神
社
一
、
石
祠
一
、
観
音
常
一
、
石
体
地
蔵
堂
一

畦
田
　
観
音
堂
一

吉
広
　
荒
神
社
一
、
天
神
社

浦

近世後期

－１２５　－

石
丸

市河
内

蔵
本

明
石

飯
井

観
音
堂
く
石
祠
一
べ
荒
神
社
一

河
内
森
社
一
、
荒
神
社
二
稲
荷
社
一

大
歳
社
；
観
音
堂
一
、
薬
師
堂
『
石
体
地
蔵
堂
一

大
歳
社
．
、
荒
神
社
一
、
観
音
堂
一
．
石
祠
一

稀
現
社
一
、
大
歳
社
一
、
狼
森
社
一
、
観
音
堂
二
、
河
内
森
社
一
、
荒
神
社
一
　
石
体
地
蔵
堂
一

石
体
六
地
蔵
堂
一

大
歳
社
一
、
恵
美
須
社
べ
観
音
堂
「
石
体
六
地
蔵
堂
一



横
畠
城
＝
蔵
本
に
あ
り
、
古
城
横
畠
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
城
主
は
不
明
で
あ
る
。

古
　
城
＝
城
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
山
に
あ
り
、
阿
川
伊
賀
守
の
城
址
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

古
　
城
　
跡

箕
ノ
越
窯

　
中
山
よ
り
畦
田
へ
下
る
坂
の
直
前
に
、
土
地
の
形
状
が
箕
に
似
て
い
る
所
が
あ
り
作
者
の
住
宅
と
窯
が
あ
っ

た
。
こ
の
地
勢
か
ら
こ
こ
が
箕
越
と
呼
ば
れ
、
ま
た
作
品
そ
の
も
の
の
名
称
と
も
な
っ
た
。
陶
工
の
名
は
本
名

藤
田
長
右
衛
門
、
陶
工
名
藤
田
長
貞
と
い
い
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
七
月
二
十
九
日
死
亡
、
享
年
七
十
九
歳
で

あ
っ
た
。
長
貞
が
何
時
頃
か
ら
窯
を
創
め
た
か
、
ま
た
い
つ
ま
で
製
作
を
続
け
た
か
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

窯
は
炭
焼
窯
に
類
す
る
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
作
品
は
大
体
三
種
で
一
は
素
焼
き
よ

り
や
や
硬
く
焼
か
れ
た
も
の
、
中
に
は
表
面
が
滑
ら
か
な
も
の
も
あ
る
。
二
は
焼
上
が
り
が
素
焼
き
程
度
で
、

表
面
が
煤
色
を
お
び
て
い
る
も
の
、
三
は
純
然
た
る
土
偶
で
天
日
で
乾
か
し
固
め
た
も
の
で
、
第
一
と
第
三
の

－１２６　－



民
俗
文
化
財

箕ノ越焼人形（山本尚由氏蔵）

も
の
に
は
多
少
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
．
作
日
巾
は
火

災
な
ど
の
た
め
亡
火
し
た
が
、
．
．
．
見
に
は
ヤ
数
点
現

存
し
て
い
る
．

１２７　－

近世後期

　
八
幡
Ｉ
の
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
る
楽
で
、
そ
の
起
源

は
明
ら
か
で
な
い
が
占
く
か
ら
踊
り
伝
え
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
鶏
闘
楽
の
名
は
こ
の
踊
り
の
形
か

ら
付
け
ら
わ
た
も
の
と
思
わ
わ
る
。
主
役
は
四
人
で
、

一
、
人
は
花
笠
を
被
り
、
締
太
鼓
を
胸
に
、
腰
に
は
色

紙
で
作
っ
た
花
飾
り
を
配
し
た
腰
輪
を
つ
け
て
い
る
。

鶏
闘
楽
（
腰
輪
踊
）



－１２８　－

花
笠
は
鶏
冠
、
腰
輪
は
尾
羽
根
と
鶏
を
形
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
二
人
は
大
団
扇
を
持
っ
て
踊
る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
～
羽
の
鶏
の
争
い
を
二
人
が
中
に
入
っ
て
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
踊
り
の

周
り
に
は
峠
に
帯
刀
し
た
警
固
役
か
数
人
、
鉦
叩
き
が
数
人
、
さ
ら
に
杖
使
い
と
い
っ
て
正
装
し
て
色
紙
で

飾
っ
た
竹
の
杖
を
持
っ
た
男
の
子
が
数
人
い
る
。
山
口
県
で
は
長
門
市
、
美
祢
郡
な
ど
諸
所
で
念
仏
踊
り
が
古

く
か
ら
踊
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
の
鶏
闘
楽
も
そ
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
金
峯
神
社

（
蔵
王
権
現
社
）
の
祭
礼
に
も
こ
の
腰
輪
踊
り
を
奉
納
す
る
。

　
毎
年
十
一
月
十
三
日
の
金
峯
神
社
の
祭
礼
に
五
穀
哩
穣
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
る
舞
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源

は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
舞
は
二
四
種
類
あ
り
、
衣
装
は
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
に
よ
り
多
少
異
な
る
か
、
鳥
帽
子
、

ゆ
だ
す
き
、
袴
、
黒
足
袋
を
つ
け
る
。
ま
た
特
殊
な
衣
装
を
つ
け
る
舞
も
あ
る
。
而
は
八
種
類
あ
り
、
何
れ
も

木
彫
り
で
あ
る
。
鳴
物
は
大
太
鼓
、
合
鉦
、
笛
、
採
物
に
は
幣
、
鈴
、
榊
、
扇
尹
、
刀
、
弓
。
帯
、
杖
、
松
明

な
ど
か
あ
る
。
ま
た
天
蓋
と
い
っ
て
格
子
状
の
枠
に
色
紙
の
幣
を
飾
り
、
紙
の
。
玉
垣
と
鳥
居
で
囲
ん
だ
も
の
を

手
水
川
神
楽
舞



－

床
並
神
楽
舞

用
い
る
。
こ
の
舞
は
夜
を
徹
し
て
舞
わ
れ
る
が
、
舞
の
最
中
に
「
オ
リ
（
オ
ニ
と
も
い
う
）
が
つ
く
」
と
い
っ

て
舞
子
か
人
事
不
覚
と
な
り
神
懸
り
の
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
豊
作
の
吉
兆
と
し
て
喜
ば
れ
る

と
い
う
。

近世後期

１２９

　
毎
年
十
。
。
月
四
口
森
神
社
の
祭
礼
に
五
穀
豊
穣
と
疫
病
の
防
除
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
る
舞
で
あ
る
が
、
そ

の
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
。
舞
は
三
　
　
Ｊ
種
類
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
、
通
常
舞
わ
れ
る
の
は
二
一
種
類
く
ら
い
で

あ
る
。
大
蓋
は
左
右
に
あ
り
、
鳴
物
、
衣
装
な
ど
は
木
間
や
１
水
川
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
か
、
舞
の
動
き
が
早

い
。
面
は
九
種
類
あ
る
。
舞
の
最
中
に
「
オ
リ
が
つ
く
」
の
は
手
水
川
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
足
袋
は
黒
で
あ

る
が
、
昔
は
白
足
袋
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。



中
山
神
楽
舞

　
毎
年
十
月
　
１
．
ト
、
。
．
Ｈ
の
中
山
荒
神
社
の
祭
礼
に
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
る
が
、
そ
の

起
源
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
舞
の
種
類
は
二
四
種
類
で
、
大
蔵
も
舞
わ
れ
る
。
舞
の
拍
子
は
六
拍
子
で
あ
る
が
。
舞
に
よ
っ
て
太
鼓
の
音

の
打
ち
方
が
変
わ
る
。

　
舞
方
の
衣
装
は
、
五
色
の
狩
衣
、
烏
帽
子
、
た
す
き
、
黒
足
袋
の
他
特
殊
な
衣
装
も
つ
け
る
。
鳴
物
、
採
物
は
、

床
並
、
手
水
川
と
同
じ
で
あ
る
。
木
彫
り
の
面
は
Ｉ
〇
種
類
で
、
江
戸
後
期
に
巾
山
に
住
ん
だ
箕
ノ
越
焼
人
形

作
り
の
名
手
藤
田
長
貞
の
作
と
云
わ
れ
る
。

　
舞
の
最
中
に
「
鬼
が
つ
く
」
と
い
っ
て
神
懸
り
の
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
昔
は
夜
の
十
時
頃
に
始
ま
り
、

翌
朝
万
時
頃
ま
で
舞
わ
れ
た
が
、
現
在
は
二
～
三
時
間
に
な
っ
た
。

－１３０－



　
歴
代
の
庄
屋
名
は
明
ら
か
で
な
い
．
次
の
庄
屋
名
は
江
戸
峙
代
以
降
の
三
見
村
閏
係
文
書
の
中
に
見
え
る
も

の
の
み
で
あ
る
．

　
久
兵
衛

　
　
慶
安
三
年
（
一
六
．
と
○
）
蔵
王
権
現
宝
殿
再
建
棟
札
署
名

　
　
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
六
月
ニ
ト
八
日
光
円
か
．
一
．
世
教
祐
役
儀
理
り
状
を
久
兵
衛
を
通
じ
、
代
官
の
能
美

　
　
内
蔵
允
へ
提
出

　
宇
兵
衛

　
　
寛
文
ご
年
（
こ
八
六
こ
十
月
ヤ
日
光
円
寺
坪
付
状
宇
兵
衛
よ
り
代
官
長
井
七
左
衛
門
へ
促
出

　
伝
右
衛
門

　
　
延
宝
五
年
こ
六
七
ヒ
）
九
月
二
十
三
日
色
雲
寺
坪
付
状
伝
右
衛
門
よ
り
代
官
木
津
～
右
衛
門
へ
提
出

　
阿
武
久
兵
衛

　
　
享
保
七
年
こ
七
二
二
）
八
月
十
日
一
こ
見
八
幡
宮
社
領
田
畠
打
渡
帳
写
祠
官
中
原
大
炊
よ
り
久
兵
衛
へ
提
出

文
書
で
見
る
庄
屋
名

近匪後略

－１３１　－



　
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
十
二
月
光
円
寺
よ
り
久
兵
衛
へ
代
官
直
触
願
状
を
出
す

　
元
文
五
乍
（
．
七
四
〇
）
四
月
、
　
１
十
八
日
地
下
ヒ
申
記
載
隣
村
境
目
確
認
書
署
名

長
三
郎
（
益
田
源
兵
衛
領
飯
井
村
庄
屋
）

　
元
文
五
年
こ
七
四
〇
）
四
月
一
『
ト
八
‐
地
ド
上
申
記
截
隣
村
境
目
確
認
書
署
名

源
兵
衛
（
三
浦
勘
右
衛
門
知
行
所
河
内
村
庄
屋
）

　
同
右

中
本
源
三
郎
（
三
見
浦
庄
屋
）

　
同
右

　
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
．
月
光
円
寺
修
復
願
源
三
郎
へ
提
出

江
良
吉
左
衛
門

　
安
永
こ
年
（
一
七
七
三
）
六
月
光
円
寺
十
世
竜
本
住
職
申
請
、
占
左
衛
門
を
通
じ
、
寺
社
奉
行
乃
美
伊
織
、

　
口
羽
木
工
へ
提
出

阿
武
久
兵
衛

　
天
明
五
年
（
．
一
七
八
五
）
五
月
三
見
村
諸
山
改
に
付
て
の
立
銀
掛
書
付
な
ど
を
作
成

１３２－



　
　
阿
武
家
は
初
代
、
三
代
、
五
代
が
そ
れ
ぞ
れ
久
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
阿
武
久
兵
衛
は
五

　
代
の
久
兵
衛
と
思
わ
れ
る
。

江
良
弾
蔵

　
文
化
十
一
年
（
一
八
‘
四
）
九
月
三
兄
村
寺
社
差
図
面
作
成

中
本
重
郎
右
衛
門
（
三
見
浦
庄
屋
）

　
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
見
浦
漁
物
売
揚
高
。
島
々
へ
の
里
数
書
な
ど
作
成

阿
武
又
右
衛
門

　
天
保
十
三
年
（
『
八
四
。
一
』
ｙ
見
村
七
風
編
集
庄
屋
阿
武
家
七
代

江
良
弾
蔵

　
弘
化
一
一
年
（
一
八
四
五
）
風
土
注
進
案
（
三
見
村
）
編
集

　
　
江
良
氏
は
元
武
士
で
、
先
祖
江
良
愛
童
へ
毛
利
輝
元
よ
り
父
弾
正
忠
死
（
討
死
）
に
対
す
る
感
状
（
年

　
不
詳
）
、
永
正
八
年
九
月
十
七
日
陶
興
房
よ
り
江
良
藤
兵
衛
尉
へ
の
戦
功
感
状
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
い

　
つ
ご
ろ
帰
農
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
石
丸
に
居
住
し
村
内
屈
指
の
資
産
家
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

　
る
が
、
今
は
そ
の
跡
形
も
な
い
。
弾
蔵
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
二
月
一
一
ト
七
日
没
、
妻
は
慶
応
四
年

１３３

近世後期



　
十
月
】
。
一
十
九
日
死
亡
し
て
い
る
。
そ
の
息
男
と
思
わ
れ
る
江
良
吉
兵
衛
は
明
治
。
　
　
　
十
三
年
七
月
三
十
一
口

　
に
死
亡
、
そ
の
後
の
江
良
氏
の
消
息
は
明
ら
か
で
な
い
。

阿
部
勘
右
衛
門

　
嘉
永
四
年
（
。
一
八
£
し
三
見
宿
方
仕
組
米
銀
預
根
帳

　
安
政
二
年
（
。
八
五
五
）
郡
巾
大
略
（
三
見
村
）
編
集

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
三
見
村
皿
畠
御
物
成
春
定
名
寄
帳

　
　
勘
右
衛
門
は
中
世
の
項
で
記
し
た
阿
部
氏
の
末
裔
で
あ
る
。
詩
歌
を
よ
く
し
、
そ
の
歌
を
刻
ん
だ
石
碑

　
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
。
明
冷
二
十
六
年
（
Ｔ
八
九
。
ぶ
三
月
七
日
没
。
享
年
七
ト
九
歳
。
墓
地
は
円
徳
寺

　
脇
に
あ
る
。

安
田
治
助

　
明
治
四
年
（
一
八
七
こ
十
。
。
月
光
円
寺
、
明
満
寺
合
併
に
つ
い
て
の
嘆
願
書
を
安
田
治
助
宛
捉
出

１３４　－－



．
二
兄
市

　
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
「
奉
免
村
」
と
い
っ
て
い
た
が
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
三
兄
新
駅
が
開
設
さ
れ
て
、

　
「
三
見
巾
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
瀬
波
戸
法
が
迫
柳
峠
（
遠
ノ
木
）
（
奥
ノ
浴
）
（
原
旧
）
（
壇
尻
）
（
茶
ノ
木
谷
）
（
木
屋
ロ
）
（
滝

　
ノ
ロ
）
芝
尼
（
白
水
）
同
上
森
神
皿
（
石
ガ
迫
）
巾
（
ア
リ
ガ
浴
）
（
我
膳
田
）
（
迫
）

　
へ
松
が
久
保
）
（
小
山
）
（
黒
田
）
（
大
芝
郷
）
占
間
地
山
下

手
水
川

　
こ
の
地
名
の
起
こ
り
は
、
鉢
多
寺
、
蔵
王
権
現
へ
人
々
か
参
詣
の
節
、
こ
り
を
か
き
（
神
仏
に
祈
る
と
き
、
冷

水
を
浴
び
て
心
身
の
汚
れ
を
清
め
る
垢
離
の
行
を
す
る
こ
と
）
手
水
を
使
っ
だ
の
で
手
水
川
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
所
に
牛
工
の
森
と
い
う
森
が
あ
る
が
、
往
古
鉢
多
寺
よ
り
牛
王

　
（
寺
社
か
ら
出
す
厄
除
け
の
護
符
）
な
ど
が
差
出
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
所
を
今
も
っ
て
牛
七
の
森
と
言
い
伝
え

て
い
る
。 各

地
区
の
字
地
、
小
字
地
、
小
名
（
括
弧
内
）
『
山
口
県
風
土
誌
』
に
よ
る

近世後川

－１３５－



１３６－

床
並

　
梅
ノ
木
（
谷
迫
）
（
牛
切
谷
）
（
法
師
淵
）
堂
が
原
（
蟹
が
谷
）
（
粕
田
が
原
）
柱
木
（
大
羽
占
）

　
（
後
が
迫
）
鎖
板
（
団
扇
ノ
浴
）
（
大
浴
）
（
銭
仲
）
椎
ノ
木
神
田
（
後
が
岩
）
（
黒
岩
）
赤
土

　
重
永
（
イ
ラ
ガ
谷
）
（
柳
が
峠
）
（
六
が
迫
）
（
一
が
浴
）
Ｌ
田
（
龍
岩
）
浴
市
が
久
保
荒
川

横
道
（
草
が
迫
）
隠
田
（
ス
ミ
田
）
柳
が
迫
水
無
滝
ノ
ロ
金
谷
長
木
（
寺
別
当
又
は
鍬
別

当
）
（
籐
平
田
）
（
根
引
）
（
沓
打
場
）
（
今
山
）
足
谷
長
田
（
蟹
が
谷
）
（
瀬
波
戸
）
森
畑
谷
迫

吉
広

　
岡
ノ
坂
（
駕
雌
ノ
浴
）
河
地
（
浴
）
竹
ノ
下
下
森
千
年
松
歳
福
原
下
岡
（
大
藪
）

中
山

　
平
原
鳥
落
浴
村
箕
ノ
越
森
村
蕨
川
我
膳
田
赤
村
観
音
村
岸
田
谷
村
ホ
ウ
ロ
ク
ヤ

　
原
田
坂
村
橋
村
佐
古
ノ
浴
溝
が
迫
瀬
波
戸
円
福
寺
石
原
浴

－



－１３７－

蔵
元

　
海
辺
に
城
山
が
あ
り
、
そ
の
肖
時
の
蔵
元
で
あ
っ
た
の
で
在
名
を
蔵
元
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
上
内
・
而
（
勝
富
庵
）
。
も
原
兼
久
戸
桶
田
中
内
面
　
一
１
　
谷
（
薬
師
）
（
原
）
（
迫
田
）
（
林
）

　
下
内
面
蔵
元
久
保
山
ノ
神
滝
ノ
ロ
宮
ノ
峠
迫
ノ
浴
清
水
菅
蓋
厚
東
坂
横
畠
礒
平

明
石

　
浜
田
生
化
大
道
（
ウ
ル
シ
ガ
迫
）
（
崩
ノ
久
保
）
（
貴
船
が
迫
）
（
森
が
浴
）
（
水
尻
）
黒
杭

　
（
堂
が
元
）
大
奥
（
恵
比
須
が
原
）
（
水
が
浴
）
平
原
（
後
が
迫
）
中
村
ヒ
村
（
大
崩
）
（
堀

　
田
）
原
（
浜
村
）
（
ド
向
）
鍵
掛

近世後期

飯
井

　
境
目
海
道
的
場
（
堂
ノ
元
）
畑
（
奥
畑
）
（
栗
畑
）
（
中
田
）
（
北
が
輪
）
前
水
無
（
岡
ノ

　
迫
）
奥
水
無
堀
田
（
地
吉
）
牛
が
谷
（
山
田
）



一ｔ３８　－

　
内

峠
村
立
花
神
田
（
十
二
が
迫
）
（
コ
ミ
ガ
迫
）
（
受
川
）
（
鳥
良
田
）
上
入
道
喜
宝
田
南
迫

巾
ガ
迫
（
門
田
）
（
浅
が
峠
）
（
円
通
庵
）
棚
板
（
、
内
ノ
地
）
高
田
（
法
頭
が
迫
）
河
本
（
糾
田
）

（
札
場
）
中
村
（
古
屋
）
（
熊
野
）
浴
村
下
村
（
浜
田
）
山
崎
（
森
が
迫
）
ニ
ガ
迫
）
（
清
水

が
浴
）
境
村
（
ツ
ご
フ
藪
）
船
戸
が
浴
　
ニ
ツ
釜
（
長
刀
）
水
田
原
大
久
保
論
地

河畦
田

　
紅
屋
後
が
迫
水
ガ
浴
　
一
木
田
嶽
が
浴
‘
木
松
釜
が
迫
惣
田
が
迫
河
村
円
福
寺

　
堂
ノ
浴

（
九
文

（
石
郷

石
丸

　
下
村
（
弥
介
）
（
宮
ノ
前
）
（
上
門
前
）
（
ド
門
前
）
（
伯
母
が
迫
）
（
峠
前
）
（
沼
田
が
原
）

　
畑
）
（
北
が
迫
）
（
寄
舎
畑
）
（
山
工
）
上
村
日
間
村
（
樋
ノ
ロ
）
（
久
保
田
）
（
広
山
）

　
惣
）
（
粟
坪
）
（
岸
田
）
（
術
付
岩
）
（
崩
郷
）
（
尾
崎
）



鯖
島

　
馬
が
瀬
仏
島
立
壁
本
浴
通
湊
餌
取
崎
真
浜

三
見
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
り
Ｉ
Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
－

　
境
観
音
村
友
尻
森
村
小
浦
浜
村
上
江
尻
占
観
音
片
田
下
江
尻

近世後期
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大
政
奉
還
と
版
籍
奉
還

－
近
　
現
　
代

－１４０－

　
慶
応
三
年
二
八
六
七
）
十
月
。
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
は
国
内
諸
般
の
状
勢
か
ら
幕
政
の
推
進
を
断
念
し
、
大

政
奉
還
を
決
意
、
政
権
を
天
皇
に
か
え
す
こ
と
を
申
し
出
た
。
こ
れ
に
よ
り
鎌
倉
幕
府
以
来
七
百
年
近
く
続
い

た
武
家
政
治
は
終
り
を
告
げ
て
、
天
皇
中
心
の
新
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
忖
二
月
九
口
王
政
復
古

の
詔
が
発
せ
ら
れ
た
。

　
慶
応
四
年
（
一
八
八
八
）
七
月
十
七
日
江
戸
は
東
京
と
改
称
さ
れ
、
首
都
は
京
都
よ
り
東
京
に
遷
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
年
号
も
九
月
八
日
「
明
治
」
と
改
元
さ
れ
た
。

　
明
治
二
年
二
八
六
九
）
一
月
二
十
日
長
州
藩
主
毛
利
敬
親
、
薩
摩
藩
主
島
津
忠
義
、
土
佐
藩
主
山
内
豊
範
、

肥
前
藩
主
鍋
島
直
大
は
連
署
し
て
版
籍
奉
還
を
願
い
出
た
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
国
内
の
諸
藩
も
次
々
と
こ
れ
に

同
調
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
政
府
は
奉
還
を
願
い
出
た
藩
主
に
沙
汰
書
を
下
し
、
藩
知
事
に
任
命
し
た
。



山
口
県
の
発
足

こ
の
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
防
長
両
国
は
山
口
藩
（
萩
本
藩
）
、
長
府
藩
（
後
の
咳
浦
藩
）
。
岩
国
藩
、
徳
山
瀋
、

清
末
藩
と
な
っ
た
。

　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
十
四
Ｈ
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
旧
来
の
本
藩
と
友
藩
を
受
け
つ
ぎ
、
山
口
県
、
岩

国
県
、
豊
浦
県
、
清
末
県
の
四
県
が
成
立
し
た
。
徳
山
藩
は
廃
藩
置
県
の
約
。
力
月
前
に
財
政
的
理
由
か
ら
山

］
藩
に
併
合
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
四
県
は
県
域
の
広
さ
が
不
揃
い
で
あ
り
、
県
境
も
複
雑
に
入
り
組
ん

で
い
る
た
め
、
同
年
十
一
月
十
五
Ｈ
山
口
、
豊
浦
。
清
末
、
岩
国
の
四
県
を
廃
し
て
現
在
の
県
域
に
山
口
県
が

成
立
し
た
。
山
口
藩
庁
は
山
口
県
庁
と
な
り
、
初
代
県
令
（
明
治
十
九
年
よ
り
県
知
事
）
に
旧
幕
臣
中
野
梧
一

が
就
任
し
た
。

近現代
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－１４２－

た

郡
区
町
村
の
編
成

　
明
治
叫
年
【
】
八
七
し
に
於
い
て
は
ま
だ
畔
頭
、
庄
屋
、
大
庄
屋
は
従
来
通
り
藩
政
の
下
部
組
織
と
し
て
民

政
の
執
行
に
肖
っ
て
い
た
が
、
同
年
廃
藩
置
県
の
発
令
さ
わ
る
に
及
ん
で
．
町
方
に
於
い
て
も
行
政
地
域
の
整

理
統
合
が
行
わ
れ
た
．
こ
の
と
き
三
見
浦
は
、
．
．
見
村
に
合
併
さ
れ
た
．

　
明
治
十
一
年
（
Ｔ
八
七
八
）
七
月
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
が
定
め
ら
れ
、
地
方
行
政
区
は
府
県
、
郡
区
．
町
村

の
三
段
階
と
な
り
、
郡
に
郡
長
、
町
村
に
戸
長
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
．

　
明
治
十
五
年
こ
八
八
一
）
に
お
け
る
三
見
村
戸
長
役
場
の
分
科
名
、
人
員
、
給
料
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

同　同

一　一

　
同

小
使
い

分
科
名
庶
務
戸
籍
科
、
地
券
国
税
科
、
地
方
税
科

給
料
及
び
人
員

川
掛
　
月
給
三
円
五
十
銭
　
二
人

円
七
十
銭
　
一
人

円
五
十
銭
　
一
人



　
明
治
二
十
二
年
（
Ｔ
八
八
九
）
五
月
郡
制
が
公
布
さ
れ
、
同
。
一
十
四
年
か
ら
実
施
と
定
め
た
か
、
山
口
県
は
艮

門
六
郡
の
う
ち
見
島
郡
の
廃
止
問
題
が
あ
っ
た
た
め
、
実
施
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
結
局
見
島
郡
は
明

治
ニ
ト
九
年
（
　
　
八
九
六
）
阿
武
郡
に
編
入
さ
れ
郡
制
が
実
施
さ
れ
た
。
明
治
三
十
二
年
（
八
九
九
）
に
こ
の

郡
制
が
改
正
さ
れ
、
郡
長
が
議
長
と
な
る
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
大
地
主
議
‥
貝
も
廃
止
し
て
議
員
数
を

～
十
名
、
任
期
を
四
年
と
し
て
町
村
単
位
の
選
挙
区
に
よ
る
直
接
選
挙
と
し
た
。

　
三
見
村
よ
り
選
出
さ
れ
た
歴
代
郡
会
議
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
安
部
安
英
明
治
三
十
　
１
。
年

　
　
三
浦
範
介
明
治
三
ト
六
年

　
　
村
卜
熊
一
　
明
治
四
十
年

郡
　
制
　
施
　
行

　
当
時
の
戸
長
は
乃
美
良
多
で
戸
長
役
場
（
石
丸
）
の
家
屋
、
敷
地
の
持
主
も
同
人
で
家
屋
坪
数
は
一
一
ト
こ
坪

五
合
で
あ
っ
た
。

近現代

－

１４３－



市
制
町
村
制
の
施
行

　
　
安
部
豊
熊
明
治
四
十
四
年

　
　
山
中
貞
七
大
正
四
年

　
　
安
部
豊
熊
大
正
八
年

　
こ
の
郡
制
は
大
正
ト
こ
年
（
一
九
「
・
Ｊ
四
月
廃
止
さ
れ
た
か
。
郡
役
所
は
大
正
ト
五
年
（
一
九
。
一
六
）
六
月

地
方
官
官
制
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

　
明
治
二
十
。
年
（
。
八
八
八
）
四
月
政
府
は
市
制
町
村
制
を
公
布
し
た
が
。
実
施
さ
れ
た
の
は
翌
年
四
月
。
目

か
ら
で
あ
っ
た
。
当
時
県
下
に
は
村
五
九
三
、
町
一
〇
二
、
島
二
七
、
計
七
二
二
が
あ
っ
た
。
公
布
後
の
町
村

整
理
統
合
実
施
に
当
っ
て
は
、
財
政
的
理
山
や
地
域
的
理
由
な
ど
で
賛
成
、
反
対
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が

あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
二
十
一
「
年
（
。
八
八
九
）
二
月
二
十
日
内
務
省
か
ら
の
正
式
認
可
は
】
市
四
町
二
二
四
村

で
あ
っ
た
。
県
下
で
唯
一
の
市
は
赤
閃
開
市
（
明
治
一
。
。
十
五
年
六
月
一
日
下
関
市
と
改
称
）
の
み
で
あ
り
、
町

は
山
口
町
、
萩
町
、
岩
国
町
、
柳
井
津
町
で
あ
っ
た
。
村
は
周
辺
村
を
合
併
し
て
旧
名
を
称
し
た
村
と
、
そ
の

－１４４　－



政
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地
域
の
旧
名
を
称
し
た
村
が
大
半
を
占
め
。
新
規
の
村
名
は
Ｉ
割
に
満
た
ず
、
そ
の
他
は
村
の
名
の
組
合
わ
せ

で
あ
っ
た
。

　
明
治
二
十
一
年
（
て
八
八
八
）
八
月
県
が
郡
長
を
通
じ
て
示
し
た
「
町
村
合
併
並
名
称
」
に
つ
い
て
の
諮
問
案

で
は
三
見
村
は
山
田
村
と
合
併
［
三
田
村
］
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
三
見
村
と
し
て
は
合
併
す

れ
ば
役
場
が
山
田
村
内
に
な
る
こ
と
及
び
地
勢
。
旧
慣
習
な
ど
の
理
由
で
強
く
反
対
し
た
。
ま
た
山
田
村
に
も

反
対
の
声
が
あ
り
。
合
併
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
従
来
ど
お
り
の
名
称
で
新
し
い
三
見
村
と

し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

近硯代

　
新
し
い
行
政
組
織
を
構
成
す
る
に
は
ま
ず
議
員
の
選
挙
が
必
要
で
あ
っ
た
．
町
村
会
議
員
は
町
村
の
公
民
の

中
か
ら
選
出
さ
れ
た
．
公
民
と
は
町
村
に
．
．
年
以
上
居
住
し
．
独
立
の
生
計
を
営
む
満
二
十
五
歳
以
上
の
男
子

で
町
村
費
を
納
め
、
直
接
国
税
を
年
．
．
円
以
上
納
め
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
．
選
挙
人
は
．
級
と
Ｉ
．
級
に

分
か
れ
、
町
村
民
税
総
額
の
半
額
ま
で
の
上
位
納
税
者
を
一
級
、
残
り
の
半
額
の
納
税
者
を
二
級
と
し
た
．
こ

行



の
よ
う
な
納
税
額
に
よ
る
選
挙
権
の
差
別
は
大
正
ト
年
（
一
九
一
一
こ
ま
で
続
い
た
か
、
同
寸
四
年
の
普
通
選
挙

法
の
施
行
と
と
も
に
廃
止
と
な
っ
た
．

　
明
治
、
　
　
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
お
け
る
．
二
見
村
の
選
挙
実
施
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．
（
萩
市
史
記
載

　
「
市
町
村
制
実
施
取
調
書
」
に
よ
る
）

　
人
　
］
　
　
二
、
八
二
二
人

　
議
Ｍ
定
数
　
　
　
　
一
二
人

　
選
挙
人
数
　
　
　
三
七
四
人

　
投
票
人
数
　
一
級
六
七
人
　
二
級
　
二
て
ハ
人

　
投
票
日
　
　
一
級
四
月
．
．
十
一
日
　
二
級
四
月
二
十
日

　
四
月
議
員
選
挙
に
つ
い
で
五
月
に
議
会
を
開
催
し
て
三
役
を
選
任
し
、
村
政
が
発
足
し
た
．
そ
の
節
の
村
長
．

助
役
及
び
そ
の
俸
給
、
人
口
、
公
民
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．
（
萩
市
史
記
載
「
市
町
村
制
実
施
録
」
に
よ
る
）

　
村
．
長
　
　
乃
美
良
多
　
月
給
七
円

　
助
役
　
　
渡
辺
　
伸
　
同
　
六
円

　
人
　
口
　
　
二
、
八
二
三
人
　
公
民
数
三
七
三
人

１４６　－
－



五 四
一一 一一

高

庸

中

村

一

乃

美

良

　
退
任
年
月

Ｉ明
治
二
四
年
七
月
一

コ
ー
年
六
月
一
九
‐

　
　
　
　
　
　
　
―

一
四
年
七
月
二
四
日

二
八
年
七
月
二
三
口

表
１
８
歴

歴
代
村
長
、
助
役
、
収
入
役
、
歴
代
議
長
、
副
議
長
、
行
政
機
構
（
昭
和
二
九
年
）
は
表
１
８
か
ら
表
四
一
の
と
お
り

で
あ
る
。

代

村

長

就
仔
年
月
日

一

一

ｊ

Ｑ

込

６

回

氏

名

月

収

詐
″
三
二
年
七
月
．
．
四
‐
一
　
″
三
六
年
七
月

い
一
三
六
年
Ｌ
月
・

ら
い
ト
「
ト
い
Ｉ
ぎ
一

年
七
川

－
○ 九 八

一一
七

六
－
坪

井

将

五 四

山

中

貞

七

神

円

光

蔵

高

庸

造

ｌｊ

九

年

ａ

！ｙ

五

年

大
正

冗
年
ａ

μ

四

一

年
－

７／

四

○

年

ゴ

７／

一一
一
六

年
Ｌ，

７／

－－
－
－一

年

・
八
月

四
日

ｔ

八

－
－
匝

［

〃

四

一

年

五

月

八

日

ＩＪ
Ｃ

与
ｔ

片

－－

Ｅ

幕

近硯代

ｌｊ

九

年

八

月

一

六
日

！ｙ

五

年

八

月

一

六
日

正

冗
年

八

月

一
一
一一
口

μ

四

一

年

五

月

七
日

７／

四

○
年

八

月

四
日

一

一一
一年

八

月
一

五

日

Ｚ７

九

年

八

月
－
瓦

日

大
正

五
年
八
月

一
一
目

ｙタ

四

五

年

五

月

六

日

〃

四

一

年

五

月

八

日

；

－１４７　－

／７

　
１
八
年
七
月
こ
四
‐

ｊｙ

三
二
年
七



－１４８　－

一
八

一

七 六
一五 一

四

一

一
一一

一
一一

　一

一

大

下

仲

川

上

幸

一

山

中

貞

七

ｊＺ

一
一
六

年

四

月

一一

一一
一
日

ｙＺ

一
一
一
一
年
四

月

五

日

Ｚｙ

－●
七

年

八

月

四

日

ｙｙ

一

五

年

八

月
一

六

日

ｙＦ

一

一●

年

八

月

　→

六

日

ノノ

七

年

八

月

－ａ

六

日

昭
和

一－
一年
八
月
一
六
日

大

正

一

一一
一
年
八

月
一

六
日

ノ／

－●
－Ｏ

年

－
一
月

一
一
八

日

／／

－
一六
年
四
月

四
目

ｙｙ

－－

一

年

八

月

一
　＝
日

７／

－

七
年

七

月
一
一
一

日

タｙ

五

年

八

月

－－

五

日

Ｚ７

－■
一

年

八

月

－

五

□

１７

七
年

八

月
－

五

日

昭

和

一
一ミ
年

八

月

　一

五

日

公選 名
誉

一
一一

＝■

－ａ －
ｔ

高

庸

造

渡

辺

仲

氏

名

／／

一
一
七
年

六

月
一

八

日

／ｇ

一一

一一
一年

六

月

一

八

日

明

治

　一
一
一
年

一一
月

－

九

日

就

任

年

月

日

〃

一一一
－－

年

六

月

一

七
日

μ

一
一
七
年

六

月

一

七
日

明

治
一
一
一一
一
年

四

月

一

九
日

退

任

年

月

日

表
１
９
歴
代
助
役



近現代

一七 一六 一五 一四

一

一
一一

一

一一

一一 一〇 九 八 七 六 五 四

川

上

幸

一

松

尾

隆

助

吉

田

六

蔵

神

田

光

蔵

高

庸

造

／ｙ

一
一

年

一
一
一
月
一
一
四

日

μ

七

年
一

一
一
月
一
一
四
日

μ

一一
一
年

一

一一
月
一

四

日

Ｚ７

－－
一
年

皿●

一

月

五

Ｌ」

昭
和

一一
一
年

六

月
一

四

目

タタ

一

一一
一
年

六

月

－ａ

四

日

μ

九

年

六

月

－●

－－
一日

大
正

五
年

六
月
一
一一
日

タタ

四

五

年

六

月

五

日

ｙＦ

四

一

年

六

月

五

日

〃

四

〇

年

八

月

一

一
一
日

〃

－

㎜血
六

年

八

月

－ｊ

一

日

〃

＝■

一
年

八

月

－Ｊ

一

日

明

治

－●一
一
一

年

六

月

－●
八

日

ノ／

一

四

年

一
一
一月

一

一一
一
日

ｙ７

一

　一

年

一
月

－●

～－－¶一
日

七

年

一

一

＝■
月

一一

一一
一
日

メｙ

一一
一年

一

一
一月

一

一

日

μ

一一
一年

　一

〇

月

一

九

日

昭

和

一一
一年

六

月

－
一
－●
目

タノ

一

＝一一一－
年

六

月

一

一一
口

タタ

九

年

六

月

一

一４
日

大
正

五
年

六
月

四
日

が

四

五

年

六

月

四
日

〃

四

一

年

五

月

六

日

〃

四

〇

年

八

月

一
〇

日

〃

一一
一
六
年

八

月
一

○
日

明

治

一一一
一

年

七

月

－
一
一－．－
日

－１４９－



表
２
０
歴
代
収
入

１５０－

一

一
一
一一

一

一
一

一 －
＝・
－○

一
九 八

山

本

作

一一

大

下

伸

山

田

繁

光

大

下

伸

川

ト、

幸

一

１７

ノ≒

年

五

月

一一一
㎜－

日

ダｙ

一
一
一一
年

五

月

　一
一

日

ｙｌ

一
一○

年
一

Ｏ

月
一

一
一
日

タ／

－
－
○

年

八

月

六
日

タノ

一

七

年

八

月

七

日

昭

和

　一

五

年

一一
一
月

一

日

タｙ

一
一
〇

年

一
一月

一
一八

日

Ｚｙ

一
六

年

五

月

－－
－－
○

日

〃

一

一
一
年

一一
一
月

－

＝¶
六

日

μ

－
－
○
年

九

月
一

八

日

〃

一一
○

年

－■

月

九

日

昭
和
一
七
年

八
月

四
［」

五 四 一
一一

－

－ 順位

村

血

熊

－－

神

田

光

蔵

堀

勘

蔵

阿

部

安

英

氏

名

μ

一
　一

　一
年

八

月

一一
八

日

μ

一
－■．ム

年

四

月

－－

八

日

μ

一
一八

年

四

月
一

八

Ｌ］

μ

　一　一
四

年

四

月

一

八

日

明

治

－－
－
一
年

六

月

一

九

日

就

任

年

月

ｊｊ

μ

一

六

年

八

月

＝ａ一
七

日

μ

一
一＝－
一

年

八

月

○

日

７／

一
一一
一
一年

四

月
一

七

日

Ｚ７

＝¶－ｙ
八

年

四

月

一

七

日

明
治
一
一四
年

四
月
一
六
日

退

任

年

月

日

－

役



近現代

一
九

一八
一
七

一
六 －

五

－Ｊ

四

一

一
一
一

一

一－
一一

一
〇 九 八 七 六

山

本

作

一一

山

田

繁

光

古

田

為

蔵

堀

巌

寺

田

正

吉

森

田

若

松

村

上

熊

一

μ

＝・
－ａ
Ｏ

年

一

一

月

一
一
○

日

が

一

七
年

八

月

七
日

〃

六

年

五

月
一
一
六

□

１１

一
一
一年

五

月
一
一
六
日

ｙｙ

八
年

五

月
一
一
六
日

昭

和

四

年

五

月

　一　一
六

日

Ｚ／

一

四

年

五

月

－●
六

日

ｙＺ

一

○

年

五

月

一
一
六
日

双

六

年

五

月

一
一
六
Ｌ」

μ

四

年

四

月

一
一
目

大
正

一
瓦
年

一
一
一
月
一
一
五

日

〃

四

四

年

－八

月
一
一
八

日

Ｚｙ

四

〇

年

八

月
一
一
八
日

明

治

一一
一
六
年

八

月
一
一
八

日

／タ

一
一
一
一
年

五

月

一一
一
○

日

Ｚ７

一
一○

年

八

月

五

日

／７

一

七
年

五

月

一
五

日

タｙ

一

六
年

五

月
一
一五

日

ｙｙ

一

一
一年

五

月
一
一五

日

ｊｊ

八

年

五

月
一
一五

日

昭
和

四

年

五
月
一
一五
日

〃

一
四

年

五

月
一
一
五
日

〃

－

○

年

五

月

－－
五
日

ｙｙ

六

年

五

月

－一
一
一

日

！ｙ

四

年

一一
一
月
－
－
四

□

大

正

－
冗
年

一
一
一
月
一
一
四

日

ノタ

四

四

年

八

月
一
一
七

日

明
治
四
〇
年

八
月
一
一七
日

１５１－



　
　
　
　
　
新
　
一

代
議
長

昭
和
こ
六
乍

　
″
三
〇
年

五
月
三
〇
日

－二
月
二
八
日

陽表
２
１
　
歴

五
月
一
ご
‐

丿五
月
三
一
日

昭
和
二
二
年

Ｊ
″
二
六
年

副
議
長

代

四
一
一一

一
＝－ 一

霖

中

村

市

夫

横

田

俵

熊

山

木

祐

一

寺

田

正

直

氏

名

１／

八

年

一
一
＝■
月

一
一
一

日

ノノ

一
一六

年

五

月

八

日

ノノ

－－

　一
年

五

月

　－　－　一

一

□

昭

和
一
一一

年

一
一
一
月

－●
一
一
日

就

任

年

月

日

ｉＺ

一一
一
○

年

－
一
月

一
一
八

日

タノ

－－

八

年

－－－

月

　－－－

○

日

！ｊ

－－

四

年

四

月

　－

　一
　一

　日

昭

和

＝■一

－－
－１
年

四

月

一一
－・
○

日

退

任

年

月

日

四
－ａ

　－

－－
一一 －

程

守

田

義

秀

中

村

寿

　－

－一一

村

粂

－－

河

村

竹

－

氏

名

ｙｙ

一
一
六

年

五

月

八

日

／／

－－

四

年

四

月

　一
＝一
一一一
日

ノタ

－
一
－

　一
年

五

月

一一一

一

日

昭
和

一
一一

年

一
一
一
月

－－
－
一
日

就

任

年

月

日

／／

一一
一〇

年

一
一月

一
一八

日

・ｌｙ

一
一

六

年

四

月

一

一●
九

日

Ｚ７

一
一
四

年

四

月

一

一
日

昭

和

一
－－
－一

年

四

月

一一
〇

日

退

任

年

月

日

－１５２　－

表
２
２
　
歴



育
事　入

員務
役

委委理

ｎぺ

行
政
機
構
（
昭
和
二
九
年
）

近現代

艮

村

係

民

－１５３　－

館

務

　
　
　
学

士

社
会

　
　
　
公

長　会会会局

教

育

係

消会配戸土勧社衛統総

　　　　　木

防計給籍建業会生計務

　　　　　築

係係係係係係係係係係



　
太
平
洋
戦
争
終
了
後
、
地
方
公
共
団
体
は
、
種
々
の
制
度
の
改
革
実
施
な
ど
に
よ
り
財
政
の
逼
迫
を
来
た
し

た
。
こ
れ
を
解
決
し
、
地
方
自
治
を
強
化
す
る
方
法
と
し
て
、
昭
和
一
一
ｔ
四
年
（
。
九
四
九
）
に
ア
メ
リ
カ
か
ら

来
‐
し
た
シ
ャ
ー
プ
調
査
団
は
、
我
が
国
の
税
制
改
革
と
弱
小
町
村
の
合
併
を
勧
告
し
た
。
こ
れ
か
契
機
と

な
っ
て
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
九
月
一
日
：
Ｉ
ニ
カ
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
町
村
合
併
促
進
法
が
公
布
さ

れ
た
。
こ
れ
は
町
利
の
組
織
及
び
運
営
を
合
理
的
、
ま
た
能
率
的
に
し
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
に
規

模
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
□
的
に
し
た
も
の
で
、
人
口
八
ｆ
人
以
ヒ
を
標
準
と
し
て
合
併
を
促
進
す
る
こ
と

に
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
山
口
県
は
昭
和
こ
ト
八
年
ト
。
月
一
日
山
口
県
町
村
合
併
促
進
審
議
会
を
設
け
、
同
年
同

月
四
日
に
は
山
口
県
町
村
合
併
推
進
本
部
を
設
置
し
て
合
併
促
進
に
乗
り
出
し
た
。
萩
地
方
で
は
同
年
十
。
一
月

一
日
、
阿
武
郡
町
村
合
併
推
進
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
郡
内
町
村
の
合
併
促
進
を
計
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三
見

村
は
合
併
問
題
が
起
こ
っ
た
当
初
か
ら
萩
市
と
の
合
併
を
希
望
し
て
お
り
、
こ
の
意
向
は
？
く
か
ら
県
の
町
村

合
併
推
進
本
部
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
た
め
、
他
町
村
ほ
ど
目
立
っ
た
動
き
は
な
く
、
同
二
十
九
年
～
月
八
日
、

一
市
四
村
の
合
併

－－ １５４



－１５５

ミ
○
人
の
二
見
村
町
村
介
併
委
員
会
委
員
が
委
嘱
さ

れ
、
十
三
日
午
前
第
一
回
委
貝
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
会
議
で
委
員
会
設
置
規
約
が
制
定
さ
れ
、
同
日

午
後
に
は
三
見
小
学
校
で
一
般
村
民
を
対
象
に
、
町

村
合
併
座
談
会
か
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
三
月
ミ

ト
口
の
第
二
回
委
員
会
で
は
、
萩
市
と
今
併
す
る
立

場
に
立
っ
て
各
種
の
訓
査
を
実
施
す
る
こ
と
、
及
び

村
民
の
啓
発
に
努
め
る
こ
と
な
ど
を
中
し
合
わ
せ
た
。

　
当
初
大
井
村
は
奈
占
町
、
宇
田
郷
村
、
福
賀
村
と

合
併
。
見
島
村
、
六
島
村
は
そ
の
ま
ま
存
置
の
予
定

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
天
井
村
で
は
状
勢
が
変

わ
り
、
萩
市
と
合
併
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
。
ま

た
見
島
村
、
六
島
村
に
お
い
て
も
、
当
初
合
併
に

よ
っ
て
離
島
振
興
法
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
の
で
は

近現代

昭和３０年３月１日
合併時の萩市報



と
の
懸
念
か
あ
り
、
合
併
に
は
不
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
合
併
後
も
地
区
指
定
の
形
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
改
め
て
萩
市
と
の
合
併
論
が
起
こ
っ
た
。

　
そ
こ
で
同
三
十
年
（
一
九
五
五
）
一
月
二
十
四
日
、
山
口
県
町
村
合
併
促
進
審
議
会
で
は
当
初
策
定
し
た
全
体

計
画
の
一
部
を
変
更
し
て
大
井
村
、
六
島
村
、
見
島
村
の
萩
市
と
の
合
併
を
承
認
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
同
年
二
月
三
日
に
見
島
村
、
四
日
に
三
見
村
及
び
大
井
村
、
五
Ｈ
に
萩
市
及
び
六
島
村
の
議

会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
、
編
入
の
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

昭
和
三
ト
年
（
一
九
五
五
）
三
月
‘
日
、
人
口
五
七
、
六
一
こ
人
、
戸
数
二
一
、
三
七
三
戸
（
昭
和
三
十
年
国
勢
調
査
）

の
萩
市
が
誕
生
し
た
。

１５６



表２３三見村地区別世帯数及び人口

近現代

≧ノ 世帯数
人　　□

男 女 計

中　　　山 １９ ４２ ５０ ９２

手　水　川 ３３ １０４ １０１ ２０５

床　　　並 ４０ １１５ １０１ ２１６

市 ４７ １４８ １５０ ２９８

吉　　　広 １７ ５４ ４８ １０２

畦　　　田 １８ ５９ ６３ １２２

石　　　丸 ４５ ８７ ｎ３ ２００

蔵　　　本 ３５ １０１ １０５ ２０６

駅　　　通 ３０ ５７ ６３ １２０

浦　一　区 ６６ １８４ ２０７ ３９１

浦　二　区 ６７ １８３ 拓２ ３４５

浦　三　区 ５１ １１５ １３４ ２４９

浦　四　区 ８３ ２４４ ２３８ ４８２

河　　　内 ４４ １１９ １３５ ２５４

明　　　石 ２９ ８５ ９８ １８３

飯　　　井 ５２ １４７ １４８ ２９５

計 ６７６ １，８４４１，９１６３，７６０

－１５７－

昭和２９年１２月３１日



二回 獣帯数
人　　□

男 女 計

中　　　山 ２６ ３６ ３２ ６８

手　水　川 ２４ ３２ ４１ ７３

床　　　並 ２５ ２４ ２４ ４８

市 ４２ ３９ ６７ １０６

吉　　　広 １３ １４ １９ ３３

畦　　　田 １４ １４ ２０ ３４

石　　　丸 ４０ ４１ ６２ １０３

蔵　　　本 ３８ ３８ ４８ ８６

駅　　　通 １６ ２３ ２６ ４９

浦　一　区 ５１ ６８ ７２ １４０

浦　二　区 ４８ ５５ ６６ １２１

浦　三　区 ３３ ４３ ４６ ８９

浦　四　区 ４９ ６１ ７１ １３２

浦　五　区 ８０ ９８ １１２ ２１０

河　　　内 ３７ ５５ ６６ １２１

明　　　石 ２８ ５９ ５６ １１５

飯　　　井 ４９ ７１ ６８ １３９

計 ６１３ ７７１ ８９６ １，６６７

表２４萩市三見地区別世帯数及び人口

１５８

平成１６年８月３１日



　
昭
和
三
十
年
、
三
見
村
の
人
目
は
ご
二
、
七
六
〇
人
（
表
白
で
、
現
を
は
二
六
六
七
人
（
表
２
４
）
と
半
分

以
下
に
減
少
し
て
い
る
。

　
萩
市
近
郊
の
町
村
も
三
見
と
同
じ
よ
う
に
過
疎
化
が
進
ん
で
お
り
、
平
成
ト
し
年
三
月
六
日
、
一
市
こ
町
四

村
（
萩
市
、
田
万
川
町
、
須
佐
町
、
川
上
村
、
む
つ
み
村
、
旭
村
、
福
栄
村
）
が
対
等
合
併
し
た
。

　
交
通
、
情
報
通
信
手
段
の
発
達
に
よ
り
、
住
民
の
生
活
、
行
動
範
囲
が
広
域
化
し
、
過
疎
化
、
高
齢
化
は
も

ち
ろ
ん
、
生
活
環
境
の
整
備
や
教
育
・
文
化
の
振
興
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
充
実
、
危
機
管
理
。
国
際
交
流

な
ど
行
政
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
、
ま
た
地
方
分
権
、
行
政
基
盤
、
財
政
基
盤
を
強
化
、
効
率
化

す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
市
町
村
合
併
か
全
国
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
。
（
『
嘔
成
の
大
合
併
』
）

一
市
二
町
四
村
の
合
併

近現代

－１５９－



　
明
治
五
年
（
一
八
七
一
『
』
七
月
学
制
が
公
布
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
県
で
は
「
山
口
県
中
小
学
章
程
」
を

制
定
す
る
と
と
も
に
「
心
得
書
」
そ
の
他
の
通
達
を
配
布
し
、
小
学
校
の
設
置
と
就
学
者
の
増
加
に
努
め
た
。
小

学
校
の
設
置
は
明
治
五
年
三
四
校
で
あ
っ
た
か
、
同
八
年
に
は
六
五
三
校
と
な
っ
た
。
し
か
し
就
学
率
の
方
は

い
た
っ
て
低
く
明
治
六
年
三
六
％
、
同
十
年
三
八
％
程
度
と
な
っ
た
が
、
同
十
七
年
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
五

〇
％
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
低
調
な
状
況
は
。
教
育
費
負
担
の
増
加
、
教
員
の
不
足
、
あ
る
い
は
教
科
書
そ
の

他
学
用
品
の
不
足
、
さ
ら
に
旧
私
塾
へ
の
親
近
感
な
ど
が
大
き
な
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
十
九
年

ま
で
は
、
つ
い
に
全
国
平
均
を
上
ま
わ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
明
治
二
十
三
年
小
学
校
令
の
改
正
が
あ
り
、
小
学
校
を
分
け
て
尋
常
、
高
等
の
二
科
と
し
た
。

　
小
学
校
で
は
同
年
発
令
さ
れ
た
教
育
勅
語
を
も
っ
て
そ
の
指
導
精
神
と
し
、
修
身
、
国
語
の
両
教
科
を
中
心

に
し
て
、
国
家
主
義
の
教
育
振
興
に
努
め
た
。

　
明
治
三
十
三
年
に
は
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
が
で
き
、
義
務
教
育
（
尋
常
小
学
校
）
を
四
年
と
し
た
。
さ

ら
に
同
四
十
年
に
は
こ
れ
が
改
正
さ
れ
、
六
年
に
延
長
さ
れ
た
。

学
　
校
　
教
　
育

－－ １６０



三
見
小
学
校

１６１　－

ド
レ
　
ー

　
　
　
　
　
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
四
月
小
学
校
は
国
民
学
校
に
改
め
ら
れ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
教
育
内
容
や
学
校
諸
行
事

　
　
　
　
　
な
ど
も
次
第
に
軍
国
主
義
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
年
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
に
よ
っ
て
、
日
本

　
　
　
　
　
の
教
育
方
針
は
民
主
々
義
教
育
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
。

　
　
　
　
　
　
昭
和
二
十
二
年
四
月
六
・
三
制
の
施
行
に
よ
っ
て
国
民
学
校
は
再
び
小
学
校
と
改
め
ら
れ
、
義
務
教
育
は
小

　
　
　
　
　
学
校
六
年
・
中
学
校
三
年
と
な
っ
た

近現代

　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
七
月
学
制
が
公
布
さ
れ
た
。
三
見
村
で
は
同
八
年
三
見
小
学
校
を
石
丸
（
下
石
丸
二

四
九
〇
番
地
）
に
設
立
開
校
し
た
。
当
時
の
校
舎
は
木
造
二
階
建
一
棟
、
付
属
舎
及
び
便
所
各
一
棟
で
あ
っ
た
。

　
同
十
三
年
簡
易
、
尋
常
、
高
等
の
三
科
を
置
き
、
明
石
及
び
市
に
各
分
校
を
設
置
し
た
。

　
明
治
十
六
年
中
内
免
（
蔵
本
三
五
四
六
）
　
に
校
舎
二
棟
、
付
属
舎
一
棟
を
新
築
、
移
転
。
翌
十
七
年
明
石

及
び
市
の
二
分
校
を
廃
止
し
、
飯
井
に
分
校
を
置
い
た
。
同
十
八
年
学
制
の
改
正
に
よ
り
、
初
等
、
中
等
、
高

等
の
三
科
を
置
い
た
。
同
二
十
年
学
制
の
改
正
に
よ
り
三
見
尋
常
小
学
校
と
改
称
し
、
小
学
簡
易
科
を
併
置
、

－



旧三見小学校

し
た
。
し
か
し
同
二
十
二
年
小
学
校
令
の
発
布
に
よ

り
。
小
学
簡
易
科
を
廃
し
、
尋
常
小
学
校
を
置
い
た
。

さ
ら
に
臨
江
、
桃
南
の
二
簡
易
小
学
校
も
廃
止
、
飯

井
簡
易
小
学
校
を
飯
井
分
教
場
と
改
称
し
た
。

　
同
一
一
ト
六
年
浦
に
分
教
場
を
設
立
し
、
同
三
十
。

年
一
。
。
見
尋
常
小
学
校
に
高
等
科
を
併
置
、
三
見
尋
常

高
等
小
学
校
と
称
し
た
。
飯
井
及
び
浦
の
各
分
教
場

は
尋
常
科
の
分
教
場
と
し
た
か
、
浦
分
教
場
は
同
三

十
七
年
ト
ー
一
月
に
廃
止
し
た
。

飯
井
分
校
を
飯
井
簡
易
小
学
校
と
改
称
、
さ
ら
に
臨

江
（
浦
）
、
桃
南
（
市
）
の
二
簡
易
小
学
校
を
増
置

　
大
正
五
年
（
九
二
ハ
）
校
舎
二
棟
の
移
築
を
行
う

と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
棟
を
増
築
、
つ
い
で
同
十
一
．

年
．
棟
増
築
し
た
．
昭
和
二
年
二
九
二
七
）
二
棟
七

－ １６２



旧飯井分校

教
室
と
飯
井
分
教
場
の
増
築
、
翌
同
三
年
旧
校
合
木

造
二
階
建
の
老
朽
校
爵
を
取
除
き
、
新
た
に
講
堂
一

棟
を
建
築
し
た
。
同
「
ト
六
年
鉄
筋
二
附
建
校
舎
一

棟
、
木
造
モ
ル
タ
ル
特
別
教
室
一
棟
、
給
食
室
一
棟

を
運
動
場
東
側
に
新
築
し
た
。
運
動
場
は
旧
校
舎
を

取
除
き
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
同
四
ｉ
一
年
飯
井
分
校
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
は

同
二
十
九
年
、
月
国
鉄
飯
井
駅
が
開
設
さ
れ
本
校
へ

の
通
学
が
便
利
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
同
川
十
五
年
講
堂
を
取
除
き
、
屋
内
運
動
場
を
新

築
、
同
五
ト
三
年
に
は
木
造
モ
ル
タ
ル
特
別
教
室
を

解
体
、
跡
地
へ
学
校
プ
ー
ル
を
建
設
し
た
。

近現代

－１６３　－



三
見
小
学
校
の
沿
革
史

表
２
５

－１６４－

昭
和
四
ト
七年

霖

四
十葦

霖

四大

年

男

７

年

器

一一一
］万

年

器

一
一一大

年

笥

一
一一実

年

笥

一
一一ぷ

霖
－－
ｊｔ

年

ｙ

年

器

一一一十
一
年

賢

一一本

明
治
十
六
年

器

示

年

弓

一
九
七

一
九
七〇

一
九
六
八

一
九
六五

一
九
六四

一

九

／’く
一一一

九

ノベ
ー

九
五
五

九
四七

＝－
九

四

一

－ミ

八

九

八

八
八
七

八

八

一一一

八
七
五

西

暦

¬

忿

屋
内
運
動
場

－
四
五
一ｙ

方

メ
１

ト
ル－

を
竣

工
す
る

ソ
－
－Ｉ

理
科
教
育
振
興
資
金

を
受
賞
す
る

全
日

本
学
校
環

境
緑
化

ゴン

グ
｜
ル
特

選
に
入
賞
す
る

山

□
県
学
校
環

境
緑
化

ゴン

グ
｜
ル
第

位
に

入
賞
す
る

山

学

忿

卜室

只

ｙ

Ｆ

；

万

年

校｛

学
制
改
革
に
よ
り
一
一一見
小
学
校
と
改
称
す
る

　乙

見

国

民

小

学

校

と

改

称

す

る

一

一●ｊ

又

と

？

台

にル

尋１

永

る

Ｗ

築４

式承

る

§

に１

吏

４

畜

事

柄



近現代

万

一
年

ｊｙ

年
雲
奈

霞
草

平
成
七
年

Ｘ

京

浚

奈

浚

一一一年

戈
一葦

昭
和
五
十
九年

男

ヤ

奈

Ｗ

苧
一
一年

一
九
九九

九
九八

九
九七

九
九六

九
九五

九
九
四

一

九

九

一一一

一
九

九
一

一
丸
八
丸

一
九
八
四

一
九
八○

一

九

七

＝「八

県パ
主ソ

催コ
．ン

花を
い五

つ台
ぱ設
い置
コす

ンる
ク

｜
ル－

で

優
秀
賞

を
受
賞
す
る

山米
目飯
県給
飽食
康普
推及

進推
優進
良校
校と
とし
なて

る県
　知

　事
　表
　彰

　を
　受

　け
　る

｛］

ＥＨ

育す始
ド

山

□
県
健

康
推

進
優
良
校

と
な
る

山
口

県
健
康

推
進
優
良
校

と
な
る

コ
ン

ピ
ユ

｜
夕
を
設
置
す
る

山

「１
県
健

康
推
進
準
優
良

校
と
な
る

萩山
市口
教県

育学
委校
員環
会境
指南
定生
．準

道優
徳良
教校

育と
研な
究る
校－

と
な
る

校旗

を
更
新
す
る

萩
市
教

育
委

員
会
指
定

¬教

育
課
程
研

究
校
に

と
な
る

Ｕ

員竣
ド

ミ

Ｗ

－１６５－



；Ｆ

奈

孟
山
年

年

一
年

市

一
一年

平
成
十
一年

一
一
〇

○

－
一一

一
一〇

〇

一一

－
－
○

○

－

一
一
○
Ｏ

Ｏ

一
九
九九

旧 雨
県’＿．さ

日Ｐイ萩

本Ｔン市
水Ａ夕立
泳広１三
速報ネ見

製紙ツ小
主７卜中催回に学
．ぶ接校
平君続合

成教す同
士育る屋
ニ長　内

年賞　速
度を　動
優受　場
秀賞　並
小す　び

学る　に
校　　校

“　　舎
に　　新
選　　築
ば　　に
れ　　着

る　　工
　　　す
　　　る

Ｕ

る
Ｐ

－１６６　－



区　　分
教員数 児　童　数

学級数
男 女 合計 学年別 男 女 合計

本　　校
６

（４）

７

（５）

１３

（９）

１
４４

（４）
５０

（３）
９４

（７）
２

（１）

２
４０

（７）
４３

（８）
　８３
（１５）

２
（ｌ）

３
１８

（８）
２５

（７）
　４３
（１５）

ｌ
（１）

４
３０

（３）
４３

（８）
　７３
（１１）

２
（１）

５
４５

（６）
４６

（５）
　９１
（川

２
（１）

６
４２

（７）
３７

（７）
　７９
（１４）

２
巾

合計
２１９

（３５）
２４４

（３８）
４６３

（７３）
１１

（６）

飯井分教場 １ １

１ ４ ４ ８
１２ ３ ６ ９

３ ４ ３ ７

合計 １１ １３ ２４ １
）内は平成１６年４月３１日現在

表２７

近現代

表２６ 三見小学校（昭和２９年１２月末日現在）

）内は平成１６年４月３１日現在
（

－１６７－

三見中学校 （昭和２９年１２月末日現在）

教　員　数 生　徒　数
学級数

男 女 合計 学年別 男 女 合計

８
（４）

２
（７） １０

巾）

１
４３

（８）
４４

（７）
　８７
（１５）

２
（１）

２
　５３
（１０）

４２
（２）

　９５
（１２）

２
（１）

３
　３７
（１１）

３７
（２）

　７４
（１３）

２
（１）

合計
１３３

（２９）
１２３
山）

２５６
（４０）

６
（３）



ま
た
、
同
三
十
一
年
　
Ｓ
ｔ
皐
Ｉ
Ｓ
嶋
や
ｔ
ｔ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
脚
Ｉ
ｉ
ｉ
り
ｉ
ヤ
ー
ー
馮
瓜

－１６８－

三
見
中
学
校

　
昭
和
二
十
一
．
年
こ
九
四
七
）
四
月
学
制
改
革
に
と
も
な
い
同
年
五
月
中
学
校
設
立
の
認
可
に
よ
り
三
見
中
学

校
を
三
見
小
学
校
に
併
置
し
た
．
同
二
十
四
年
石
丸
（
字
ド
石
丸
一
四
Ｌ
五
の
．
）
に
独
立
校
舎
建
築
を
企
画
し
、

二
ヵ
年
継
続
事
業
と
し
て
木
造
瓦
葺
二
階
建
一
棟
及
び
付
属
舎
平
屋
建
六
棟
．
延
三
八
八
、
七
一
坪
を
建
築
し
、

同
一
、
ト
七
年
に
は
特
別
教
室
と
し
て
木
造
平
屋
建
一
棟
六
〇
坪
を
増
築
し
た
．
翌
．
．
ト
八
年
十
．
月
六
日
原
因

不
明
の
火
災
に
よ
り
本
館
及
び
付
属
舎
四
棟
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
同
二
十
九
年
八
月
に
再
建
築
し
た
．

新築なった三見小三見中学校

旧三見中学校

｜日三見中学校焼失前

ｒ
ｘ
Ｘ
ｗ
ｕ
Ｊ
４
１

に
屋
内
体
操
場
が
落

成
し
た
。

　
そ
の
後
児
童
、
生

徒
数
減
少
の
た
め
小

中
を
統
合
し
た
校
舎

を
平
成
ト
四
年
（
二
〇



表
２
８
　
三
見
中
学
校
の
沿
革
史

〇
二
）
蔵
本
（
字
巾
内
免
三
五
二
三
の
ご
に
新
築
、
同
年
四
月
の
新
学
期
よ
り
授
業
を
開
始
し
た
。

昭
和
四
十
九
年

昭
和
四
十
八
年

昭
和
四

十
一
一年

男

旱

一年

昭

和

一一
一十

七

年

賢

一一一
］と

年

Ｓ

一一一

｜‘
一
年

；

－
・一ａ
ホ

昭

和一
一十
九
年

器

一一
十示

霜

－一大

年

昭

和

一
一
十

一
一年

年

号

九
七四

一

丸

七

一一一

一
九
六七

一
九
六
六

一

九

－－
公

一

一
九
五
七

－－

九
五六

九
五
五

一
九
五
四

一

九

五

一一一

九
五
一

一
九
四
七

西

暦

宿

直

制

を

廃

１１こ

し

無

人

化

と

な

る

市

市

ｙ

創
立
一
一〇
周
年
記
念
事
業

と
し
て

温
室
の
設
置

保
健
室
の
改

造
整
備

を
す
る

ｉ

手

る

創呂

念搾

？

モ

万

｜

行ｉ

手

§

宍

？

一一一ｙ

万

－
手

る

ｙ

Ｆ

て１

一一一ｌ

又

又

本；

成ＪＩ

う

宍

使２

承

る

校三
舎田

を八
落幡
成宮
すの

る境
　内
　の
　一
　部

　を
　借
　用
　し

　さ
　ら
　に
　個

　人
　所
　有
　畑

　地
　を
　買
　収
　し
　て
　木

Ｉ

Ｓ

－
ｌ

一一一１

７

て一一一｜

校亡

７

事

柄

近現代
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護
岸

平
成
五
年

平

成
一
一
一一
年

平
成

一年

霖

享
一
年

冒

奈

一
一年

昭
和
五
十
九年

胃
草
草

昭
和
五
十
七
年

昭
和
五
１・一

年

男

旱

一一年

器

ヤ

年

一
九
九四

一
九

九

一一

一
九
九
一

九
九〇

九
八
八

一
九
八
七

一
九
八
四

一

九

八

一一一

＝－
九
八

　－

九

七

八

一
九
七七

一
九
七五

¬¬

リ

否

県
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

¬ボ
－
フ
ン
テ

イ
ア
活

動
協
力

校
Ｌ

と
な
る

万

Ｅ

奏

１

業

１

政ｌ

を１

る

¬¬
市県
教音
委楽
指コ
定ン

道ク
徳１
教ル

育フ
研ル
究Ｉ
校ト
｀－の
と部
な“

るで
　第

　位
　と
　な
　る

１

リ

¬果

搾

；

ｌ

ぼ

果

同年

手

¬
全Ｗ

１

？
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近現代

４；

ぶ

湊
奈

湊
葦

手

一
一一年

万

一
一年

果

－－
年

于思

奈 畏
草

霞

皐

一
一
〇

○

四

一
一
〇

Ｏ

一
一一

一
一〇

○

一一

一
一○

Ｏ

一

一
一Ｏ
Ｏ

○

一
九
九九

－４
九
九
八

一
九
九七

九
九六

一
丸
九五

¬
県

読

書

ゴ

ン

グ

　｜

ル

－

優

良

校

に

選

ば

れ

る

¬¬¬
゜－’メ７‾７一一　県県
見見ダ。。
小小ル“蛮
ふＪツ

学学文Ｔダ
校校化トク
％紅玉

式校受ク
　ヽ４　１優　゜ヽ賞ル秀
祝　す－・，
賀体る　校
会育　教２
四討

開　　賞開
催プ　　．に　琵

ごＵ

ｄ哨

舎落　　れ
で成　　る

新す
学る
期
始
ま
る

１

萩
市
特
色
あ

る
学
校
づ

く
り
推
進
事
業

を
う
け
る

－¬
県

読

書

ノ

｜

ト

コ

ン

ク

　｜

ル
ー

優

秀

校

に

選

ば

れ

る

¬¬
¬
県
読

書
ノ
Ｉ

ト
コ
ン

ク
１
ル
こ

優
秀
校

教
育

長
賞

を
受
賞
す
る

勁

　な

¬Ｘ

：

奨ｌ

畜
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民
　
　
館

文
部
省
は
戦
後
、
全
国
に
公
民
館
を
中
心
と
す
る
礼
会
教
育
活
動
の
推
進
に
力
を
注
い
だ
。

社
　
会
　
教
　
育

　
三
見
村
で
は
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
一
日
青
年
学
校
を
改
造
し
て
公
民
館
を
設
置
し
た
。
そ
こ
で
は
青
年
を

対
象
に
、
和
裁
、
生
花
及
び
華
道
等
の
各
講
座
を
開
催
し
た
。
続
い
て
昭
和
二
十
八
年
九
月
か
ら
毎
月
各
地
区

で
、
成
人
を
対
象
に
生
活
に
即
応
し
た
定
期
講
座
を
開
催
し
た
。
そ
れ
ら
の
講
座
に
は
新
し
い
指
導
手
法
と
し

て
視
聴
覚
教
育
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
十
六
ミ
リ
映
画
を
利
用
し
て
、
生
活
改
善
普
及
及
び
産
業
振
興
に
役
立
て

た
。
ま
た
、
小
学
校
の
校
庭
、
講
堂
で
の
夜
間
映
画
会
は
娯
楽
の
少
な
い
村
民
に
と
っ
て
唯
一
の
楽
し
み
で
あ

り
毎
回
盛
会
で
あ
っ
た
。

　
三
見
村
の
公
民
館
は
昭
和
三
十
年
三
月
萩
市
へ
の
合
併
を
前
に
新
築
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
三
ト
数
年
後
、

昭
和
六
十
～
年
四
月
１
　
七
日
に
念
願
の
萩
市
三
見
公
民
館
、
三
見
出
張
所
が
竣
工
し
た
。
公
民
館
で
は
各
種
学

－１７２－

公



三
見
青
年
団
こ
二
見
婦
人
会

旧三見公民館・三見村役鳩

級
・
講
座
の
開
設
の
他
、
各
種
団
体
、
地
区
住
民
の
集
会
の
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
十
五
年
度
三
見
公
民
館
利
川
状
況
は
、
月
平
均
三
二
件
、
利
川
人

数
月
平
均
。
二
八
九
人
、
一
日
ず
均
Ｊ
、
。
大
で
あ
る
。

１７３

近川代

萩市三見公民館一三見出張所

　
終
戦
後
、
新
し
い
日
木
を
建
設
す
る
意
気
込
み
を
も
っ
て
新
し
く
青
年

団
か
結
成
さ
れ
た
。
一
方
、
戦
前
の
国
策
に
そ
っ
た
婦
人
会
か
ら
、
民
主

的
な
婦
人
会
が
新
た
に
発
足
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
団
員
、
会
員
と
も
積
極
的
に
活
動
し
、
団
体
活
動
か
地
域
社
会

か
ら
認
め
ら
れ
最
盛
期
を
迎
え
た
。

　
と
こ
ろ
か
、
昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と
、
就
業
の
多
様
化
、
価
値
観
の

変
化
等
に
と
も
な
い
、
脱
団
員
の
増
加
に
よ
る
活
動
の
停
止
と
い
う
事
態



三
見
地
区
各
種
団
体
連
絡
協
議
会

に
至
っ
た
。

　
。
方
、
婦
人
会
も
青
年
団
と
同
様
で
あ
る
が
、
会
員
の
就
業
化
に
と
も
な
い
、
以
前
ほ
ど
の
活
動
が
望
め
な

く
な
っ
て
き
た
が
、
活
動
は
継
続
し
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
五
年
七
月
、
三
見
地
区
に
住
む
す
べ
て
の
人
だ
ち
か
明
る
く
、
健
康
で
、
快
適
な
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

　
協
議
会
は
教
育
部
会
、
道
路
部
会
、
福
祉
部
会
、
環
境
衛
生
部
会
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
係
わ
る
地
域
の

諸
課
題
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
の
解
決
に
向
け
取
組
ん
で
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
各
種
団
体
の
長
、
地
区
総
代
及
び

学
識
経
験
者
で
、
そ
の
取
組
み
と
活
動
に
つ
い
て
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。

－１７４－



１７５－

　
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
三
見
中
学
校
校
舎
改
築
陳
情
活
動
を
積
極
的
に
継
続
し
た
。
そ
の
結
果
、
。
。
。
見
小
学

校
、
三
見
巾
学
校
が
同
一
校
地
に
新
築
、
平
成
ト
四
年
四
月
開
校
し
た
。
同
じ
校
舎
で
小
・
中
学
校
児
童
生
徒

が
学
ん
で
い
る
。

　
『
三
見
の
歴
史
』
発
刊
を
担
当
し
、
地
域
の
方
々
に
協
力
支
援
を
お
願
い
し
て
い
る
。

教
育
部
会

近現代

　
道
路
部
会
で
は
、
県
道
萩
・
。
二
隅
間
（
河
内
～
青
長
谷
間
）
の
道
路
改
良
事
業
、
広
域
基
幹
林
道
（
三
見
～

木
間
線
）
の
早
期
整
備
、
市
道
の
側
溝
の
整
備
な
ど
現
地
踏
査
を
部
会
で
行
い
、
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て
協

議
し
早
期
着
工
を
強
く
要
望
し
て
い
る
。

道
路
部
会



　
知
的
障
害
者
の
更
生
施
設
と
老
人
福
祉
施
設
を
併
設
し
た
複
合
施
設
さ
ん
み
苑
を
積
極
的
に
誘
致
し
、
平
成

十
年
四
月
に
開
苑
し
た
。

　
部
会
で
は
独
居
老
人
へ
の
給
食
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

福
祉
部
会

環
境
衛
生
部
会

　
長
年
の
強
い
要
望
事
項
で
あ
っ
た
集
落
排
水
整
備
事
業
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
平
成
一
。
十
二

年
度
に
は
供
用
開
始
の
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
集
落
排
水
整
備
事
業
に
該
当
し
な
い
集
落
に
は
合
併
処
理
浄
化

槽
の
整
備
を
推
進
し
て
い
る
。

　
、
。
。
見
川
河
口
の
改
修
を
要
望
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
浜
海
岸
の
清
掃
活
動
に
努
め
て
い
る
。

－１７６－



　
昭
和
三
十
三
年
（
。
九
五
八
）
九
月
一
日
、
萩
市
立

三
見
保
育
園
が
新
築
開
園
し
た
。
園
舎
は
木
造
平
屋

建
。
初
代
園
長
は
、
萩
市
役
所
「
見
支
所
所
長
宮

木
国
益
氏
が
兼
務
し
た
。

　
卒
園
児
数
は
。
昭
和
。
。
。
十
三
年
二
〇
名
。
そ
の
後

は
二
〇
名
か
ら
三
〇
名
余
を
推
移
し
、
同
五
十
九
年

度
に
二
〇
名
を
割
り
、
平
成
六
年
度
以
降
は
Ｉ
〇
名

前
後
を
推
移
し
て
い
た
が
、
同
十
五
年
度
は
三
名
に

滅
つ
た
。
木
年
度
の
園
児
数
は
一
八
名
で
、
内
コ
ー

名
が
年
長
組
で
あ
る
。

　
現
在
の
園
舎
は
、
昭
和
六
ト
二
年
（
。
九
八
Ｌ
）
一

月
十
七
日
建
替
・
新
築
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

二
階
建
。
定
員
四
五
名
。

三
見
保
育
園

三見保育園

近現代

－１７７－



　
平
成
十
年
四
月
一
口
、
萩
市
か
建
設
し
、
社
会
福
祉
法
人
ふ
た
ば
園
に
よ
っ
て

運
営
か
開
始
さ
れ
た
。

　
施
設
は
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
定
員
三
〇
名
）
を
中
心
と
し
て
。
老
人
デ
ィ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
定
員
二
〇
名
）
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
老
人
福
祉

施
設
を
併
設
し
た
複
合
施
設
と
し
て
迎
営
さ
刺
で
い
る
外
に
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
事

業
と
在
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
事
業
も
行
っ
て
い
る
。

　
平
成
十
六
年
度
の
主
な
施
設
の
利
用
者
数
は
、
同
更
生
施
設
が
三
〇
名
、
同
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
名
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
か
四
五
名
で
あ
る
。

　
二
見
地
区
内
外
の
独
居
老
人
に
対
す
る
給
食
サ
ー
ビ
ス
が
、
さ
ん
み
苑
職
員
と

給
食
サ
ー
ビ
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
毎
日
行
わ
れ
、
利
川
＆
に
必
ば
れ
て
い

る
。

さ
　
ん
　
み
　
苑

１７８

さんみ苑



宿
場
の
廃
止
と
陸
運
会
社

交
通
・
運
輸

　
明
治
五
年
（
。
八
七
）
）
県
は
宿
劣
を
廃
止
し
た
が
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
県
下
各
地
に
陸
運
会
社
か
発
足
し

た
。
阿
武
郡
で
は
佐
々
並
駅
、
明
木
駅
、
萩
吉
田
町
駅
が
業
務
を
始
め
。
翌
六
年
一
月
に
は
Ｉ
．
一
見
市
、
大
井
馬

場
な
ど
に
、
さ
ら
に
四
月
に
は
萩
橋
本
駅
が
発
足
し
た
。
し
か
し
人
足
が
馬
。
駕
能
を
使
用
し
て
、
賃
銀
を
受

け
取
っ
て
駅
間
を
継
ぎ
送
る
と
い
う
方
法
は
従
来
の
宿
場
制
度
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
問
題
点
も
解
消
さ
れ

ず
。
業
績
も
上
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
政
府
は
明
治
八
年
陸
運
会
社
を
解
散
さ
せ
、
そ
の
業
務
を
内
陸
運

送
会
社
に
引
き
継
が
せ
た
。
そ
れ
以
後
、
各
地
の
事
務
取
扱
所
が
貨
物
輸
送
を
中
心
に
営
業
を
し
て
い
っ
た
。

萩
地
方
で
は
内
田
町
、
三
見
村
。
大
井
村
に
事
務
取
扱
所
が
あ
っ
た
。

近現代

－１７９－



　
明
洽
こ
十
三
年
県
道
萩
・
小
串
線
が
改
修
さ
れ
道
路
の
面
目
を
。
新
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
村
内
の
道
路

も
順
次
改
修
整
備
が
進
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
昭
和
八
年
に
は
市
一
三
見
駅
間
の
村
道
を
改
修
し
て
県
道
に
編
人
、
同
二
十
四
年
に
は
石
丸
・
河
内
線
、
石

丸
・
明
石
線
、
明
石
・
飯
井
線
の
各
路
線
が
県
道
（
三
隅
・
萩
線
）
に
編
入
さ
れ
た
。
同
二
十
五
年
に
は
県
道

萩
・
小
串
線
は
国
道
（
二
級
国
道
）
益
田
・
下
関
線
に
編
入
さ
れ
、
さ
ら
に
同
三
十
八
年
に
は
、
国
道
整
備
事

業
と
し
て
道
路
幅
を
Ｉ
．
車
線
に
拡
幅
す
る
に
当
り
、
床
並
地
区
は
南
側
の
山
の
手
に
新
道
を
造
成
し
、
現
在
の

国
道
。
九
一
号
線
と
な
っ
た
。

路

道

－１８０－

　
大
正
十
四
年
四
月
三
日
三
見
駅
が
開
業
、
交
通
運
輸
の
形
態
を
Ｉ
新
し
た
。
昭
和
八
年
二
月
山
陰
本
線
（
下

関
～
京
都
間
）
が
全
線
開
通
し
、
貨
客
輸
送
も
次
第
に
増
大
し
て
い
っ
た
。

道

鉄



飯井駅落成式一飯井駅（昭和３９年）

三見駅（昭和２年）

　
昭
和
「
十
九
年
。
月
飯
井
駅
が
闘
設
さ

れ
、
地
区
民
は
交
通
の
便
が
よ
く
な
り
大

き
な
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
地
。
冗
と
市
か
建
設
費
を
拠
出
し
た
請

願
駅
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
九
年
。
月
三
ト
日
山
陰
木
線

は
今
ま
で
運
転
し
て
い
た
蒸
気
機
関
車
か

姿
を
消
し
、
全
線
デ
ィ
ー
ゼ
ル
化
さ
れ
た
。

　
陸
上
交
通
の
ｋ
役
で
あ
っ
た
国
鉄
も
そ

の
後
道
路
の
整
備
、
改
良
及
び
自
動
車
の

急
速
な
普
及
な
ど
に
よ
り
利
川
か
減
少
し
、

経
営
の
悪
化
を
来
た
し
始
め
た
。
こ
れ
に

対
処
す
る
た
め
赤
字
路
線
の
廃
止
や
運
行

回
数
の
間
引
き
、
駅
の
無
人
化
な
ど
合
理

近現代

三見駅（平成１６年）

１８１



バ

　
昭
和
三
十
四
年
八
月
三
見
地
区
の
石
丸
～
中
山
間
の
道
路
改
修
工
事
完
成
に
と
も
な
い
唐
樋
～
こ
。
見
駅
間

　
（
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
バ
ス
路
線
（
防
長
バ
ス
）
が
開
通
し
た
か
昭
和
五
十
九
年
十
月
赤
字
路
線
整
理
の
た

め
廃
止
さ
れ
た
。

化
を
進
め
て
き
た
が
つ
い
に
経
営
は
民
営
と
な
り
。
山
陰
本
線
は
昭
和
六
十
三
年
四
月
、
西
］
木
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
（
Ｊ
Ｒ
西
日
本
）
が
運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ス

－

郵
便
一
通
信

　
江
戸
時
代
ま
で
は
書
状
は
飛
脚
か
送
達
し
て
い
た
が
、
明
治
三
年
政
府
は
郵
便
規
則
を
定
め
、
同
四
年
に
は

郵
便
ポ
ス
ト
を
設
け
、
切
手
を
貼
っ
た
郵
便
物
を
集
配
す
る
現
在
の
郵
便
制
度
を
始
め
た
。

　
三
見
村
で
は
明
治
八
年
一
月
一
口
三
見
市
に
三
見
郵
便
取
扱
所
を
開
設
し
た
。
初
代
所
長
は
阿
武
平
卜
郎
が

１８２－



旧三見郵便局

任
命
さ
れ
た
。
明
治
三
十
二
年
一
月
一
日
に
郵
便
貯
金
事

務
、
同
年
十
～
月
一
日
に
郵
便
為
替
取
扱
い
を
開
始
し
た
。

さ
ら
に
翌
三
十
三
年
七
月
一
‐
に
は
小
包
郵
便
の
取
扱
い

を
始
め
た
。

　
大
正
ト
五
年
十
。
月
国
鉄
三
見
駅
開
設
に
と
も
な
い
局

舎
を
駅
通
り
に
移
転
、
同
月
二
十
。
‐
電
信
電
話
事
務
を

開
始
し
た
。
唱
和
五
年
問
月
石
丸
に
侈
転
し
た
。

　
昭
和
三
十
。
一
年
三
月
萩
・
。
。
。
見
聞
手
動
即
時
通
話
が
開

始
と
な
り
、
同
四
十
七
年
三
月
電
話
交
換
局
が
完
成
し
、

ダ
イ
ヤ
ル
自
動
式
と
な
っ
た
。
現
在
の
局
舎
は
昭
和
五
十

年
六
月
に
建
設
さ
れ
た
。

１８３

近現代

三見郵便局



　
昭
和
二
年
二
九
二
八
）
。
月
十
五
日
、
二
見
村
に

初
め
て
萩
警
察
署
三
見
駐
在
所
が
設
置
さ
れ
た
。

　
（
阿
武
郡
三
見
村
役
場
が
萩
警
察
署
と
連
絡
・
提
携

を
図
る
た
め
、
村
の
敷
地
に
新
築
し
た
。
）

　
同
一
。
十
九
年
（
。
九
五
円
）
七
月
．
Ｈ
萩
警
察
署
三

見
巡
査
駐
在
所
と
改
称
し
た
が
、
同
三
十
五
年
こ
九

六
〇
）
ト
月
一
日
、
萩
警
察
署
三
見
警
察
官
駐
在
所
に

改
称
し
た
。
同
四
十
七
年
二
九
七
三
ト
ー
月
ト
三

日
、
駐
在
所
を
建
替
え
新
築
し
た
。
な
お
、
現
駐
在

所
が
老
朽
化
し
て
お
り
、
平
成
十
七
年
に
萩
市
三
見

字
下
内
免
三
五
〇
番
地
の
Ｉ
〇
へ
移
転
新
築
す
る
。

三
見
警
察
官
駐
在
所

－１８４－

三見警察官駐在所



業

農

産
業
・
経
済

近現代

－１８５－

　
昭
和
初
期
、
世
界
恐
慌
の
影
響
を
受
け
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
産
業
が
不
況
に
あ
え
い
で
い
た
。
な
か
で
も
農

村
の
窮
迫
は
他
の
産
業
以
上
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
農
村
救
済
請
願
運
動
が
各
地
で
起
こ
り
、

政
府
及
び
一
般
社
会
に
と
っ
て
も
農
村
の
窮
状
は
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
農
業
恐
慌
が
三
見
村
の
農
業
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
附
和
四
年
当
時
の
ミ
見
村
は
戸
数
五
九
〇

戸
、
人
口
三
、
二
五
〇
人
で
そ
の
五
〇
％
が
農
家
で
あ
っ
た
。
一
戸
当
り
の
耕
作
面
積
は
五
反
未
満
が
約
四
〇

％
、
こ
れ
に
五
反
以
上
。
町
未
満
の
戸
数
を
加
え
る
と
約
九
二
％
と
な
り
、
零
細
経
営
の
農
家
の
多
か
っ
た
こ

と
か
わ
か
る
。
農
業
生
産
額
は
約
二
十
一
万
円
で
そ
の
内
訳
は
、
米
が
約
八
万
三
千
円
、
夏
檀
、
梨
な
ど
の
果

物
、
大
根
、
人
参
な
ど
の
野
菜
が
約
六
万
六
千
円
、
麦
が
一
万
四
ｒ
円
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
大
豆

な
ど
か
約
一
万
円
で
、
こ
れ
ら
が
中
心
的
な
農
作
物
で
あ
っ
た
。
副
業
生
産
物
と
し
て
の
藁
製
品
も
農
家
の
現

金
収
入
を
支
え
る
重
要
な
産
物
で
約
一
万
九
千
円
の
生
産
額
が
あ
っ
た
。
養
蚕
は
わ
ず
か
五
戸
で
経
営
さ
れ
て



－

い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
農
業
恐
慌
に
よ
る
農
業
牛
産
額
の
変
化
を
み
る
と
、
昭
和
四
年
に
は
、
農
作
物
の
生
産
額
は
三
見
村
農
業
生

産
の
約
八
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
主
要
農
作
物
の
生
産
額
の
増
減
か
農
業
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
産
額
が
昭
和
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
人
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

米
は
作
付
面
積
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
、
六
年
と
も
収
入
は
続
け
て
減
少
し
、
他
の
食
用
農

産
物
の
落
ち
込
み
は
米
以
上
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
三
見
村
の
農
業
生
産
額
は
大
幅
に
減
少

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
農
作
物
の
価
格
の
下
落
で
あ
っ
た
。
特
に
米
は
人
正
十
四
年
以
来
、
続
け
て

下
落
し
て
い
る
な
か
で
の
大
暴
落
で
あ
っ
た
。
ま
た
寒
害
に
よ
り
夏
檀
な
ど
収
穫
皆
無
と
い
う
年
も
あ
り
、
農

産
物
価
格
の
暴
落
と
寒
害
が
農
家
に
与
え
た
影
響
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
一
方
、
農
業
生
産
に
不
可
欠
な
肥
料
に
つ
い
て
見
る
と
、
当
時
（
昭
和
四
年
～
七
年
）
三
見
村
で
最
も
多
く

使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
石
灰
で
あ
っ
た
。
そ
の
使
用
量
は
全
肥
料
の
五
〇
％
か
ら
六
〇
％
で
、
金
額
に
す
る
と

約
二
〇
％
か
ら
二
六
％
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
石
灰
の
価
額
指
数
は
昭
和
四
年
を
Ｉ
〇
〇
と
す
る
と
七
年
は

八
三
％
と
な
っ
て
お
り
、
農
産
物
ほ
ど
下
落
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
農
家
に
と
っ
て
石
灰
は
割
高
に
な
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
全
肥
料
の
使
用
量
は
恐
慌
前
の
水
準
よ
り
増
加
し
た
。
そ
の
た
め
、
肥
料
に
要
す

－ １８６



農
業
統
制
の
強
化

る
現
金
支
払
は
相
対
的
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
り
、
三
見
村
の
農
家
も
程
度
の
差
は
あ
る
か
、
全
国
の
農
家
と

同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。

　
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
、
戦
争
の
進
展
に
つ
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
面
に
お
い
て
統
制
が

進
め
ら
れ
て
い
た
。
農
業
に
お
い
て
は
米
、
麦
、
廿
藷
等
の
農
作
物
の
出
荷
統
制
、
農
作
物
の
作
付
統
制
、
生

産
資
材
の
供
給
等
農
家
に
関
す
る
統
制
を
一
本
化
す
る
た
め
、
昭
和
十
八
年
三
月
農
業
団
体
法
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
法
に
幕
づ
い
て
従
来
の
農
会
と
産
業
組
合
は
統
合
さ
れ
、
新
し
い
農
業
会
が
設
立
さ
れ
た
。

　
三
見
村
で
は
昭
和
十
九
年
一
月
二
十
八
‐
農
業
会
設
立
の
総
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
資
産
は
保
証
責
任
三
見

信
用
購
買
販
売
利
用
組
合
の
も
の
を
受
け
継
ぎ
、
会
員
数
は
七
四
六
人
で
あ
っ
た
。
事
業
と
し
て
は
べ
生
産

に
関
す
る
事
項
　
二
、
農
業
統
制
に
関
す
る
事
項
三
、
配
給
購
買
に
関
す
る
事
項
四
、
農
業
倉
庫
事
業
等

を
計
画
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
農
業
統
制
の
進
展
は
、
農
村
に
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
昭
和
十
五
年
十
月
に
公
布
さ
れ
た

近現代

－１８７－



１８８ －

米
穀
管
理
規
則
に
よ
り
、
米
は
町
村
別
に
割
当
て
ら
れ
供
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
米
を
政
府
管
理
米
と
い
っ

た
。
従
っ
て
地
主
も
自
家
飯
米
分
を
除
き
、
す
べ
て
の
小
作
米
を
供
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
小
作
米
の

供
出
は
、
小
作
農
か
地
主
に
代
わ
っ
て
政
府
に
供
出
し
、
小
作
料
は
小
作
米
に
相
当
す
る
代
金
を
地
主
に
払
え
ば

よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
現
物
小
作
料
は
、
事
実
上
金
納
化
さ
れ
た
。

こ
れ
に
引
き
続
き
昭
和
ト
六
年
産
米
か
ら
は
生
産
者
の
供
出
米
（
生
産
者
米
価
）
に
は
奨
励
金
か
加
算
さ
れ
、
地

主
の
供
出
米
（
地
主
米
価
）
に
は
何
も
加
算
さ
れ
な
い
と
い
う
二
重
米
価
制
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
も
小
作
料
統

制
法
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
公
布
）
に
よ
り
、
小
作
料
は
据
え
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
制
度
は
実
質
的
な
小

作
料
の
減
額
を
も
た
ら
し
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
戦
前
の
日
本
農
村
を
規
定
し
て
い
た
地
主
制
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
戦
後
の
農
村
問
題
の
解
決
は
農
地
改
革
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
長
年
に
わ
た
り
、
小
作
制
度
の
下
で
、

貧
窮
農
民
を
多
数
つ
く
り
山
し
た
温
床
と
も
い
う
べ
き
封
建
的
な
土
地
制
度
を
改
め
、
不
在
地
主
を
主
流
と
す

農
業
の
民
主
化

－



戸

作

計

七

五

一戸
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一
一
一

一

一

一

一ＪＩ

一

一

一一ふ
戸

作

表
２
９
　
三
見
村
地
主
・
自
作
・
小
作
別
戸
数
（
昭
和
十
一
年
十
一
月
産
業
組
合
調
査
）

組
合
加
入
戸
数

る
地
主
を
一
掃
し
．
こ
れ
ら
地
主
の
所
有
す
る
土
地
を
小
作
農
民
に
開
放
す
る
こ
と
に
よ
り
、
耕
作
農
民
の
地

位
を
向
上
し
て
、
農
村
の
民
主
化
を
図
ろ
う
と
す
る
．
大
改
革
で
あ
っ
た
．

主

自

白
　
小
　
作

一
九
一
戸

　
地

　
二
　
四

区
域
内
戸
数

　
地

　
二
　
四

主

四

Ｏ

一戸

一

一一

〇

戸

七

五

一戸

表
３
０

－
　
自

－

近現代

　
計

○
二
戸

三
見
村
自
小
作
別
農
家
戸
数
（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
三
見
村
勢
要
覧
）

　
　
　
作
　
自
　
小
　
作
　
小
　
自
　
作
　
小
　
　
作

一
一
一
戸
　
四
　
八
　
戸
　
二
　
円
　
戸
　
八
　
　
戸

自
　
小
　
作

一
九
一
戸

作

作

い

一
戸

自

計



作

米

１９０　－

　
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
末
三
見
村
の
総
人
口
は
、
三
、
七
六
〇
人
、
農
家
は
Ｉ
、
九
〇
。
人
（
五
〇
・
五
％
）

で
あ
り
、
耕
地
面
積
（
土
地
台
帳
調
整
当
時
の
面
積
）
は
、
田
一
七
八
町
七
反
五
畝
一
八
歩
で
、
畑
は
Ｉ
〇
四

町
九
反
五
歩
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
の
米
作
状
況
は
昭
和
三
十
年
ま
で
は
戦
前
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
耕
地
面
積
の
推
移
を
去
３
１
で
昭
和
二
十
九
年
と
昭
和
六
十
年
を
比
較
し
て
み
る
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
こ

と
か
わ
か
る
。
一
方
、
表
３
２
で
農
業
用
機
械
数
を
比
較
し
て
み
る
と
急
激
な
増
加
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

　
耕
地
面
積
の
減
少
、
農
業
用
機
械
の
増
加
は
高
度
経
済
成
長
以
後
わ
が
国
の
農
業
が
激
動
期
に
入
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
労
働
人
口
の
都
市
へ
の
流
出
、
外
国
農
産
物
輸
人
の
自
由
化
の
拡
大
等
に
よ
り
、
三
見

の
農
業
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
高
度
経
済
成
長
は
農
業
機
械
の
普
及
を
も
た
ら
し
て
農
業
労
働
の
省
力
化
を
可
能
に
し
、
農
業
生
産
力
を
向

ヒ
さ
せ
た
。
一
方
、
米
の
全
国
的
豊
作
が
年
々
続
く
中
で
国
民
の
食
生
活
の
変
化
も
あ
っ
て
、
つ
い
に
昭
和
四

十
四
年
産
米
か
ら
政
府
が
米
の
生
産
調
整
を
断
行
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
初
年
度
に
は
三
見
で
は
減
反
は
行
わ



明冶加年三見村田畑山ｌぴに宅地の地価は６４．２２６円２７銭

　　　　　　　　　　　　　　　単位：台

厄

レく 耕地面積
内　　　　　　　訳

Ｉ地 畑地 樹園地

明治２０年 １９０．７ １８０．０ １０．７犬

地　　価 犬 　　　　円５１，２３２．８９　　　　円５，１８５．４３犬
昭和２９年 １８１．５１４０．３ １５．５ ２５．７

昭和６０年 １４１．０１０９．０ ９．０ ２３．０

れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
四
ト
五
年
米
穀
年
度
以
降
は
毎
年

数
％
か
ら
二
十
％
に
及
ぶ
減
反
が
実
施
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
三
見
の
耕
地
の
特
徴
と
し
て
水
田
が
狭
小
で
か

つ
不
整
形
な
土
地
の
た
め
の
営
農
労
力
節
減
と
農
業
後
継

者
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
基
盤
整
備
事
業
が
二
ヶ
所

で
行
わ
れ
た
。
一
つ
は
平
成
十
二
年
一
二
月
に
、
只
見
中
央

地
域
、
今
一
つ
は
平
成
十
五
年
に
三
見
南
地
域
で
、
農
業

経
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
事
業
が
行
わ
れ
た
。

　
現
在
河
内
地
域
で
は
基
盤
整
備
事
業
に
つ
い
て
熱
心
に

関
係
者
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。

犬 石油発動機 電動機 自動耕うん機

昭和２９年 ６８ ７６ １

二 耕うん機

トラクター
動力
防除機

田植機 バインダー
自説型
コンバイン

乾燥機

昭和６０年 ３１２ ２２２ １２２ １６８ ４８ １６９

表３２三見村農用機械数

近現代

表３１三見村耕地面積・地価 単位

－１９１　－



耐
。

ｒ

　
版
籍
奉
還
に
と
も
な
い
、
明
治
九
年
士
族
救
済
と
殖
産
の
た
め
。
小
幡
高
政
に
よ
る
夏
橿
の
栽
培
は
「
見
の

地
に
も
広
が
り
、
重
要
な
物
産
と
な
っ
た
。
出
荷
も
国
内
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
。
台
湾
に
も
及
ん

だ
。

　
明
治
三
十
年
ご
ろ
に
は
、
植
付
面
積
も
拡
大
し
生
産
量
も
増
加
し
た
。
出
荷
価
格
が
十
貫
入
り
一
雁
が
九
〇

銭
か
ら
も
し
、
主
要
産
業
の
一
つ
で
あ
り
、
農
家
の
収
入
源
と
な
っ
た
。
そ
の
後
寒
害
に
よ
り
か
な
り
の
被
害

を
受
け
た
が
、
順
調
に
伸
び
て
い
っ
た
。

　
戦
後
に
は
、
果
実
の
需
要
、
特
に
柑
橘
類
の
需
要
の
拡
大
に
よ
り
、
夏
檀
収
入
の
方
が
米
作
収
入
を
上
回
っ

た
。
竹
蔽
（
四
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
一
範
が
壱
千
円
で
売
買
さ
れ
た
。
当
時
一
般
給
料
者
の
年
収
入
分
と
一
反

当
り
の
夏
桧
か
ら
の
収
入
が
同
じ
く
ら
い
で
あ
り
、
高
収
益
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
三
ト
年
こ
ろ
、
夏
椎
の
生
産
が
増
加
し
三
見
で
収
穫
さ
れ
た
果
実
を
選
果
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
鉄
か

ら
用
地
を
購
入
し
選
果
場
を
建
設
し
た
。
な
お
、
選
果
場
が
今
は
Ｊ
Ａ
の
倉
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
。
当

時
の
夏
檀
選
果
の
活
況
ぶ
り
を
し
の
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

－１９２
－



わ

－１９３－

　
高
度
経
済
成
艮
以
後
、
わ
が
国
の
農
業
は
激
動
期
に
入
り
。
労
働
人
口
か
農
村
か
ら
都
市
へ
流
出
、
外
国
産

農
産
物
輸
入
の
自
由
化
の
拡
大
、
そ
れ
に
加
え
て
戦
後
国
民
の
嗜
好
の
変
化
な
ど
か
ら
夏
憧
に
対
す
る
需
要
の

減
退
を
来
た
し
た
。
わ
ず
か
に
夏
樟
の
用
途
と
し
て
ジ
ュ
ー
ス
用
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
以
前
の
よ
う
な
需
要

は
望
め
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
甘
夏
み
か
ん
、
は
っ
さ
く
な
ど
へ
の
需
要
か
移
り
。
栽
培
品
種
の
転
換
が
迫
ら

れ
た
。

　
昭
和
四
ト
年
以
降
は
、
上
記
の
ほ
か
温
州
み
か
ん
、
ネ
ー
ブ
ル
。
オ
レ
ン
ジ
、
伊
予
か
ん
の
栽
培
が
夏
祖
に

代
わ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
各
地
で
も
そ
れ
ら
の
柑
橘
類
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
三

見
で
は
、
夏
措
に
代
わ
る
新
し
い
柑
橘
の
植
栽
が
取
っ
て
代
わ
り
、
夏
祖
が
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

近現代

　
昔
か
ら
飯
井
の
び
わ
は
美
味
し
い
と
定
評
が
あ
っ
た
。
当
時
の
び
わ
は
、
小
び
わ
と
い
っ
て
玉
が
小
さ
か
っ

た
が
、
仙
崎
や
萩
町
で
よ
く
売
れ
た
。

　
飯
井
は
昔
か
ら
副
業
に
、
薪
こ
り
が
大
変
盛
ん
で
あ
り
大
舟
を
使
っ
て
仙
崎
、
通
や
萩
町
へ
薪
を
売
り
歩
い

び



て
い
た
の
で
、
び
わ
を
売
る
に
も
そ
の
販
売
ル
ー
ト
を
利
用
し
た
。

　
一
方
、
昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
外
国
か
ら
の
果
実
の
輸
入
や
、
日
本
人
の
食
文
化
の
変
化
に
よ
り
こ
れ
ま

で
の
小
び
わ
で
は
商
品
価
値
が
下
が
り
。
大
玉
び
わ
の
品
種
改
良
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
生
産
者
は
長
崎

市
の
茂
木
や
大
分
市
高
崎
山
の
大
び
わ
の
産
地
へ
研
修
視
察
に
行
き
、
苗
木
を
購
入
し
品
種
改
良
を
し
て
現
在

の
大
十
び
わ
か
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
品
種
改
良
後
も
、
飯
井
は
び
わ
栽
培
に
適
し
た
土
地
で
あ
っ
た
の
で
、

び
わ
の
糖
度
が
高
く
飯
井
の
び
わ
は
美
味
し
い
と
評
価
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
夏
檀
の
需
要
が
な
く
な
る
と
、
海
岸
沿
い
の
明
石
地
区
で
は
、
代
替
の
一
つ
に
び
わ
の
生
産
に
取
組

ん
だ
。

　
三
見
地
区
び
わ
部
会
が
昭
和
。
紅
十
八
年
に
組
織
さ
れ
た
。
三
見
の
特
産
品
と
し
て
市
場
に
出
荷
し
、
生
産
者

の
安
定
収
入
の
一
つ
と
し
て
取
組
ん
だ
。

　
平
成
十
五
年
三
見
び
わ
の
生
産
者
か
県
下
唯
一
「
県
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
」
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
は
、
県
内

に
三
見
の
特
産
品
と
し
て
商
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
成
十
六
年
度
の
三
見
地
区
び
わ
部
会
員
は
約
四
十
名
で
、
同
年
生
産
高
二
七
ト
ン
、
売
Ｌ
高
一
千
万
円
で

あ
っ
た
。

１９４－
－



平
成
４

－一
〇
五

年

度

平

成

３

平
成
元

－二
四
五

平
成
２

－
　
一
、
〇

　
単
位
・
・
本

幽

年
次
的
に
植
付
け
ら
れ
た
茂
木
び
わ
は
表
３
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
表
３
３
　
三
見
地
区
び
わ
植
付
数

昭
和
６
２

昭

和

６３

昭
和
６
１

－七
〇
〇

－１９５－

西
条
柿

近現代

　
基
幹
作
物
の
一
つ
と
し
て
。
内
条
柿
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
東
る
。
富
有
柿
な
ど
か
植
え
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、

老
木
化
し
て
各
家
庭
で
消
費
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
西
条
柿
植
付
け
に
と
も
な
う
土
地
の
造
成
に
つ
い
て

助
成
制
度
を
活
用
し
、
三
見
地
区
に
植
付
け
か
広
ま
っ
た
。

　
植
付
け
場
所
は
甘
夏
畑
、
棚
田
に
改
植
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
は
一
町
歩
で
あ
っ
た
。
昭
和
六
十
一
年
に
は
柿

部
会
が
結
成
さ
れ
、
鳥
取
県
八
東
町
へ
研
修
視
察
に
出
か
け
、
栽
培
、
販
売
な
ど
に
つ
い
て
の
研
修
を
深
め
た
。

　
西
条
柿
の
特
徴
と
し
て
従
来
植
え
て
あ
る
柿
に
比
べ
、
成
木
に
な
る
の
に
八
年
し
か
要
さ
な
い
ト
に
、
糖
度

が
二
二
度
～
二
三
度
と
非
常
に
高
く
消
費
者
に
好
ま
れ
る
柿
で
あ
る
。
栽
培
過
程
で
摘
芽
、
摘
花
な
ど
か
な
り

三
一

Ｉ－

八

七

本

数

九
．
丘

」－



昭
和
６
１

四
六
〇

昭
和
６
３

一
べ
五
八

平
成
元

－一
．
八
五

年

度

表
３
４
　
三
見
地
区
西
条
柿
植
付
数

の
作
業
を
要
す
る
が
、
市
場
で
は
二
Ｌ
一
〇
キ
ロ
が
平
均
二
、
〇
〇
〇
円
で
売
れ
る
基
幹
作
物
で
あ
る
。

　
な
お
、
丙
条
柿
の
植
付
け
は
表
３
４
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
６
２

単
位
・
・
本

平
成
２

－二
五
四

－１９６－

九
五
三

　
減
反
政
策
に
と
も
な
い
、
平
成
十
年
ご
ろ
か
ら
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
。
稲
作
の
裏
作
と
し
て
、

玉
葱
の
重
量
に
比
し
て
軽
く
、
栽
培
し
易
い
作
物
と
し
て
田
に
植
え
付
け
ら
れ
た
。
八
月
下
旬
に
種
ま
き
、
十

月
下
旬
に
植
付
け
、
十
二
月
～
一
月
に
収
穫
し
北
九
州
巾
場
へ
出
荷
し
好
評
を
得
て
い
る
。

　
平
成
ヤ
三
年
に
は
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
部
会
が
結
成
さ
れ
会
員
相
互
で
の
研
修
を
深
め
て
い
っ
た
。

　
今
後
。
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
栽
培
で
排
水
問
題
と
栽
培
従
事
者
の
高
齢
化
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
、
克
服
し
て
い

く
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

平
成
５

－六
〇
七

平
成
４

１「
五
〇

本

数

平
成
３

－七
六
一



　
産
地
指
定
品
目
の
一
つ
で
あ
る
玉
葱
栽
培
は
、
昭
和
四
十
年
代
初
め
稲
作
の
裏
作
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

九
月
に
種
ま
き
、
十
一
月
に
植
付
け
、
六
月
に
収
穫
、
九
月
に
出
荷
で
き
る
作
物
で
あ
る
。
特
に
、
産
地
指
定

を
受
け
て
い
る
と
価
格
補
償
制
度
が
適
用
さ
れ
安
心
し
て
栽
培
で
き
る
と
好
評
で
あ
る
。
ま
た
、
三
見
の
「
み

が
き
玉
葱
」
は
他
の
地
域
の
そ
れ
と
較
べ
て
市
場
に
お
い
て
高
価
格
で
引
き
取
ら
れ
て
い
る
。

１９７－

葱

玉

　
二
見
は
良
質
の
竹
材
産
地
と
し
て
、
早
く
か
ら
国
内
に
移
山
し
て
お
り
農
家
収
入
に
占
め
る
割
合
が
非
常
に

高
い
時
期
が
あ
っ
た
。
特
に
石
油
製
品
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
重
要
な
収
入
品
目
で
あ
っ
た
。

　
用
紙
の
原
料
、
竹
す
だ
れ
、
網
浮
き
、
竹
篭
な
ど
に
多
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
温
暖
な
気
候
で
あ
る

気
象
条
件
を
生
か
し
、
笥
を
市
場
に
出
荷
し
好
評
を
得
て
い
る
。

　
現
在
、
竹
材
は
石
油
製
品
に
取
っ
・
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
需
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
か
、
豊
富

近現代

材

竹



単位：人

部会名
構成概数

備考
Ｈ３．３ Ｈ４．３ Ｈ５．３ Ｈ６．３ Ｈ７．３ Ｈ１６

玉葱生産部会 ４５ ４０ ３８ ３２ ３２ １６

ナス部会 １５ １５ ４

たけのこ部会 ９０ ７６ ８１ ８０ ８０ 昭和６１年発足

泉和牛部会 ９ ９ ９ ６ ６

びわ部会 ４０ ３３ ３８ ４０ ４０ ３８ 昭和５８年発足

西条柿部会 ８０ ３８ ３８ ４７ ４７ ３０昭和６１年発足

農協婦人部会 ２２２ ２２２ １８８１８８ １８８８７

ハウス生産部会 ９ ５

アグリ農壮年部会 －∂ ５

たまげなす部会 ５

ブロッコリー部会 １５

な
竹
材
に
恵
ま
れ
て
い
る
三
見
で
前
述
の
外
、

員
電
な
竹
材
を
有
効
に
活
用
す
る
用
途
が
待
た

れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
他
三
見
に
は
会
員
相
互
の
情
報

を
も
と
に
品
質
の
向
ｈ
、
生
産
を
高
め
る
た
め
、

各
種
専
門
部
会
表
３
５
が
組
織
さ
れ
活
動
し
て

い
る
。
ま
た
、
三
見
地
区
で
生
産
さ
れ
。
三
見

農
業
協
同
紅
合
で
取
扱
っ
た
農
産
物
の
販
売
額

は
表
３
６
、
３
７
の
と
お
り
で
あ
る
。

一 一

表３５三見地区専門部会

－１９８－



表３６三見地区特産物生産高・販売額

近現代

玉葱 びわ 柿 なす ブロッコリー

昭和６１年
生産高 ２２４．６４．１ １．６

販売額 ５，８８２　６，６３５６２２

昭和６２年
生産高 １４５　　１　　　４．３６．４

販売額 Ｈ，９２２２，５６３１．１４０

昭和６３年
生産高 １７６ ４ ６．４

販売額 ９，１９４２，４６５１，１３１

平成元年
生産高 ９８ ７ ５．６

販売額 １１．２６８４．３２０　４４４
一一　２．３

－
２Ｌ６

平成２年
生産高 ９２ ６．２

販売額 ９，３９３３，７０３９３６２，１７４

平成３年
生産高 １４０ １１．９ １．０１６．５

販売額 １２，７３７ ６，７７０４４４２，９７１

平成４年
生産高 ７７ ５．６ １．０ ９．４

販売額 ６，６１９３，０２６５０２１，８５４

平成５年
生産高 １３１ ５．２ ８．８ ９．４

販売額 ７，１４６４，３７４１，３８３２，９１３

平成６年
生産高 ９８ １３ １．７ ５１．１

販売額 １５，６１０８，５７１７８８１４，０３６

平成７年
生産高 ８０ ９ １０ ４５

販売額 １０，３３５９９９２．１５４８，３６４

平成１２年
生産高 ５９．６ １３．３

販売額 ６，１４７ ４，５１４

平成１６年
生産高 ５９．６２０ ５１．２

販売額 ６．１４７１０，９６２ １４，８４０

－１９９　－

単位：生産高＝トン

　　　販売額＝千円



ｇ６９‘６５８乙ｇ‘Ｚ６Ｒ９‘９１１ａ９判ＴＳＺＩ‘ＯＺＩ ６託’加Ｉ８０１‘９８
ＩＴＩ‘１９

擢￥

０８聊（ｊ・

９１‰諸
１９ｇ’ＩｇｇＦＺⅢ徊φ

亙．Ｈ
６９乙ＱＧ向ｉ

ｉｇＥｉＥＩ６？浪々
Ｚ６１９ＳＩｉ？

９６宕石９９

ｔ儲笛９汁
ほ豆豪勢

Ｍ９・Ｉこ８８‘１９１ＺＩＳ互ｙ一只濡１０目刺

９ｌＳ‘Ｉ

　冰

恥（ｊ・ ６８Ｚ１９Ｚ‘ｌｔＳＦＳ吻田Ｍ

ｔＳＩ・乙Ｓ８ｇ・１ｔｔｔ浙ー徊ＯＺｇ‘ＴＺ￥ｎＵ

６６６シ２£‘ヤＯＺｇｌｑβｇｇＦ££峯ｉ細ｌ

６１込Ⅲよｎμ

託沢りＱ９ＺＯ‘ＯＩＣＦ９溢醇
ＩＩＺ

９ＺＳ‘Ｉ０８６‘ＺごｅｔＱＥ£Ｚ‘９
φ

ＳＳ£‘ＯＴ９ｔｌ・乙８９Ｚ‘ＴＴＷｙ９ｇＳＩＳ吻印

９０ＴｔＺ９互￥９ＺＴ‘９市Ｊｊ
（Ｓ００ｔＳ｀）

（吋６９）
旧Ｓ｀Ｔ６）

１ｊ乖
ＩＥｇ９８９１１ＩＩＦ

冰ふ〉阿みく１

Ｚｇｌ６ｔ９６６９冰９１９６９
ｔｌｇ

８Ｍ‘Ｚ叫１豺

乙ＯＳ‘ＺＥ６９１１ＳｔＺご０６湊９９Ｑ£Ｚｇ£８０‘１
シ９Ｓｎ

１９が１９８ｒＳＩ８９ｒＩＺ９Ｚ９゛９１嘔ー

肘０・Ｚ吻ｌ吋｜

６ｔｒ誓
ＳＳが£

柘畜

９ｙヤ｀８１ ｉ・
０９Ｔ｀Ｉ庸召柵験９ＳＦＩ６１ｇ‘９ｇＨ£・ＯＩＳ６６１【添皆

即ｎ斟）

Ｚ９９恥Ｑ・ＯｔＳ哺Ｓ鴎荼

９６どＩＸ●ｉｉＵ

８６ＺＩＳＺ峯ｌ雄寿９９ｇ‘１９ｐＳ８１８ｐＯＥＯ・９１￥

刄カ１

Ｓ£
知歯Ｓ

￥索

海４や口ｉ耐擲弓弧函ー由

９９ 吋ａｇ

聊爾
６ｙ Ｕｉ固

函ｊｉ
ｇｔ
吋ｌ

智

昭出次 ー心ｙ恥恚刄４０９Ｕｔ陶

－００乙－

－

１ｊ士：可甫鶯￥酬叫娶ｉ早囃回環海萄ｉｌΞ四豪



　
政
府
は
昭
和
二
十
二
年
－
二
月
に
農
業
協
同
組
合

法
を
施
行
し
た
。
太
平
洋
戦
争
中
の
国
策
遂
行
機
関

で
あ
っ
た
農
業
会
は
、
新
し
く
設
立
さ
れ
た
農
業
協

同
組
合
へ
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
三
兄
村
で
は
昭
和
二
‐
「
年
六
月
三
見
農
業
協
同

組
合
が
発
足
し
た
。
こ
の
新
し
い
組
合
は
耕
作
農
民

の
自
主
的
な
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
、
加
入
、
脱
退

は
自
山
で
、
農
業
生
産
力
の
増
大
と
、
農
民
の
社
会

的
、
経
済
的
地
位
の
向
Ｌ
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
平
成
八
年
。
市
内
の
農
業
協
同
組
合
が
合
併
し
、

新
し
く
萩
市
農
業
協
同
紺
合
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

農
業
協
同
組
合

萩市農業協同組合三見支所

近現代

－２０１　－



三
見
農
業
協
同
組
合
代
表
者
は
、

表
３
９
の
と
お
り
で
あ
る
。

正組合員の法人は手水川組合

西暦 年号
個人十法大

正組合員
一一

５８８Ａ十１

‰嬰 計

１９７５昭和５１年 ５８Ａ＋２ ６４９

１９７６ ５２年
（３５５）
５９４＋１

（５８）
６０十２ ６５７

１９８０ ５５年
（３５８）
６３２十１

（６１）
６５十２ ７００

１９８５ ６０年
（３２９）
５９３十１

　（８７）
１１３十１十１ ７０９

１９８９平成元年
（３２８）
５８３十１

　（８４）
１０１＋１十１ ６８７

１９９３ ５年
（３２９）
６０３十１

（９９）
１２７十１ ７３２

１９９５ ７年 （３２９）
５９７十１

（９９）
１２５十１ ７２４

三
見
農
業
者
．

組
合
員
・
準
組
合
員
数
は

表
３
８
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、

西暦 年号 代表者氏名 備考

１９１８大正７年 山中貞七 ４／１５　１限責任Ξ見村信用組合設立認可

１９２５ １４年 神田光蔵 ３／９就任

１９３４ 昭和９年 神田光蔵 ３／８保ｌ鮭二見陰用談翼ｉ妙照組合設立認可

１９４０ １５年 守田義秀 ３／９就任

１９４４ １９年 守田義秀 ２／１三見村農集会設立登記（会長）

１９４７ ２２年 河村定一 ５／２５就任

１９４８ ２３年 河村定一 　　三見農業協同組合設立
８／１５三見村農集会解散

１９６５ ４０年 河村定一

１９６８ ４５年 河村定一

１９７６ ５１年 重村市松
昭和５０年河村定一氏九月二日逝去
改選就任

１９７８ ５３年 横川　博 改選就任

１９８２ ５７年 藤井芳章 改選就任

，１９８３ ５８年 重村市松 改選就任

１９８４ ５９年 家村市松 再選

１９８５ ６０年 藤井芳章 改選就任

１９８８ ６３年 森田重遠 改選就任

１９９６平成縛４月１日
三見、大井、見島、萩市農業協同組合へ合併

萩市農業協同組合三見支所となる

三見農業組合代表者

（

表３８

）は戸数、

（登記簿謄本による）

　　　　　単位：人

－２０２　－

表３９　三見農業者・組合員数



漁

業

　
明
治
以
後
の
三
見
浦
の
漁
業
は
、
防
波
堤
の
整
備
に
と
も
な
い
少
し
ず
つ
発
展
し
、
人
き
く
飛
躍
し
た
の
は

明
治
の
終
り
の
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
は
え
縄
（
細
縄
）
漁
は
東
シ
ナ
海
、
朝
鮮
近
海
へ
、
羽
魚
流
網
漁
が
対
馬
海
峡
と
一
部
は
台
湾
海
峡
へ
、
飽

流
刺
網
漁
は
地
元
の
漁
期
を
終
え
て
朝
鮮
近
海
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
か
船
団
を
組
ん
で
近
海
、
遠
洋
へ
と
地
元
を
遠

く
離
れ
て
操
業
に
取
組
ん
だ
。

　
昭
和
四
年
現
在
、
漁
業
の
生
産
額
約
ト
七
万
七
千
円
は
三
見
村
牛
産
額
の
約
三
四
％
を
占
め
、
農
業
生
産
額

。
。
十
一
万
円
の
四
〇
％
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
世
界
的
恐
慌
は
漁
業
を
も
不
況
に
巻
き
込
ん
だ
。

　
当
時
三
見
村
で
は
漁
船
の
近
代
化
か
図
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
三
年
現
在
、
動
力
船
の
漁
船
は
わ
ず
か
こ
隻
で

あ
っ
た
が
、
同
四
年
に
は
四
二
隻
、
五
年
に
は
四
四
隻
（
総
船
隻
数
の
で
三
％
）
と
大
幅
に
増
加
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
年
ご
ろ
か
ら
遠
洋
漁
業
か
不
漁
と
な
り
、
そ
れ
に
加
え
て
鮮
魚
や
水
産
製
造
物
の
価
格

が
表
４
０
の
よ
う
に
低
落
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
漁
獲
高
の
大
幅
な
減
少
と
、
水
産
製
造
物
の
価
額
の
下
落
は
、

三
見
浦
漁
業
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。

近現代

－２０３　－



昭
和
．
五
年

一
二
五
、
〇
〇
〇

　
五
、
〇
〇
〇

昭
和
四
年

昭
和
六
年

　
昭
和
七
年
三
見
村
会
会
議
録
に
は
「
財
界
の
不
況
に
加
ふ
る
に
漁
業
の
不
成
績
に
と
も
な
い
、
漁
業
部
落
の

財
政
甚
だ
し
く
困
窮
せ
り
」
と
あ
る
。

表
４
０
＝
一
見
浦
漁
獲
収
入
・
水
産
製
造
物
価
格

　
　
　
単
位
一
円

づ

一

漁
獲
収
人

水
産
製
造
物

－２０４　－

　
近
海
、
遠
洋
へ
進
出
し
た
各
漁
業
も
、
不
漁
や
無
動
力
船
で
の
危
険
性
や
世
相
不
安
な
ど
か
ら
、
昭
和
ト
三

年
こ
ろ
に
は
廃
業
し
て
地
元
で
の
漁
業
が
主
体
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
漁
業
を
と
り
ま
く
状
況
は
厳
し
く
、
昭
和
十
二
年
に
日
中
戦
争
、
同
十
六
年
に
太
平
洋
戦
争
か

始
ま
り
、
同
二
十
年
に
終
戦
と
な
っ
た
が
、
こ
の
間
資
材
や
人
于
不
足
、
一
部
漁
船
の
徴
用
に
よ
り
三
見
浦
漁

業
は
危
機
的
状
態
で
あ
っ
た
。

　
敗
戦
の
混
乱
か
落
着
い
た
昭
和
二
十
四
年
に
漁
業
協
同
組
合
の
設
立
、
翌
二
十
五
年
統
制
が
撤
廃
さ
れ
た
。

こ
の
頃
か
ら
漁
業
も
回
遊
す
る
艦
や
蜘
な
ど
も
多
く
な
り
、
組
流
刺
網
漁
、
定
置
網
漁
、
八
田
網
、
一
木
釣
、

一

一
四
、
〇
〇
〇

　
九
、
四
〇
〇

五
八
、
〇
〇
〇

万
一
、
五
〇
〇



－２０５－

ま
た
、
秋
の
対
馬
イ
カ
釣
漁
な
ど
に
よ
る
漁
獲
水
揚
げ
は
好
調
に
推
移
し
、
資
材
や
近
代
化
資
金
問
題
は
あ
っ

た
も
の
の
Ｊ
時
期
活
気
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
三
ト
年
代
に
入
る
と
、
再
び
漁
業
は
厳
し
く
な
っ
た
。
回
遊
魚
の
減
少
、
漁
船
、
漁
具
の
近
代
化
な
ど

に
よ
る
乱
獲
か
影
響
し
て
漁
獲
が
減
少
し
、
さ
ら
に
、
昭
和
二
十
七
年
の
李
承
晩
ラ
イ
ン
の
設
定
、
平
成
八
年

の
二
百
海
里
問
題
か
起
っ
た
。

　
こ
う
し
た
厳
し
い
地
元
漁
業
か
ら
新
た
な
試
み
と
し
て
、
昭
和
三
十
六
年
組
合
自
営
の
近
海
ま
ぐ
ろ
漁
業
に

進
出
し
た
か
、
同
五
ト
年
こ
れ
も
廃
業
に
至
っ
た
。

　
漁
獲
水
揚
げ
か
厳
し
い
漁
業
は
経
営
の
合
理
化
を
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
三
年
阿
武
萩
ｔ
四
漁
協
が

合
併
し
、
経
営
の
建
て
直
し
に
取
組
ん
で
い
る
。

明
治
以
降
三
見
浦
に
お
け
る
主
な
漁
業
種
別
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

近硯代

一
　
は
え
縄
漁
業
（
細
縄
）

　
創
業
は
明
治
の
終
り
か
ら
大
正
初
期
で
、
昭
和
十
年
頃
ま
で
続
い
た
。
当
時
は
」
見
浦
で
の
主
漁
業
で
あ
つ



一
　
鯛
流
刺
網
漁
業

　
創
業
は
大
正
初
期
で
昭
和
「
十
三
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。
三
几
浦
と
し
て
は
最
も
栄
え
た
良
い
期
間
の
漁
業

た
。
。
八
～
一
九
ト
ン
く
ら
い
の
和
船
、
十
隻
余
り
の
船
団
で
束
シ
ナ
海
、
朝
鮮
近
海
方
面
へ
出
漁
し
て
い
た
。

漁
場
が
遠
く
和
船
の
た
め
危
険
性
も
大
き
く
、
地
元
で
餓
流
刺
網
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
漁
に
切
り
替

わ
っ
て
い
っ
た
。

２０６－

豊漁の組

で
あ
っ
た
。
こ
の
鱗
流
刺
網
漁
は
地
元
漁
場
の

み
で
な
く
、
遠
く
釜
山
、
清
津
、
城
津
な
ど
朝

鮮
北
海
岸
の
港
を
基
地
と
し
て
出
漁
、
飛
躍
的

発
展
を
し
た
か
、
戦
時
中
よ
り
遠
洋
漁
業
か
困

難
と
な
っ
た
。
終
戦
後
は
、
領
土
の
関
係
で
こ

れ
ら
地
域
の
漁
業
が
不
可
能
と
な
り
、
近
海
漁

業
の
み
に
依
存
し
て
い
た
が
、
山
陰
地
方
に
鯛

か
回
遊
し
な
く
な
り
自
然
に
消
滅
し
た
。



一
　
羽
魚
流
網
漁
業

　
創
業
は
大
正
初
期
で
。
長
崎
県
勝
本
港
を
基
地
と

し
、
漁
場
は
対
馬
海
峡
で
あ
っ
た
。
漁
期
は
九
月
よ

り
十
。
月
と
比
較
的
短
期
間
で
あ
っ
た
。
三
見
船
団

は
二
寸
隻
余
り
、
乗
組
員
百
五
、
六
ト
名
で
期
間
中

基
地
勝
本
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
当
時

台
湾
へ
も
出
漁
し
た
か
、
こ
の
方
面
は
不
振
が
続
き

操
業
は
四
、
石
印
で
中
止
に
な
っ
た
。

　
後
、
昭
和
十
ご
乍
頃
全
面
廃
業
。
卑
由
は
昨
４
　
・
。

年
の
‐
中
戦
争
に
若
者
が
出
征
し
人
芦
不
足
の
た
め
一

　
一
　
近
海
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

　
こ
の
事
業
の
創
業
は
昭
和
三
十
六
年
に
始
ま
り
、

同
社
ト
年
で
廃
業
し
た
。

　
当
時
、
県
内
で
は
最
も
進
ん
だ
新
漁
業
と
し
て
注

目
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
。
近
梅
ま
ぐ
ろ
漁
業
へ
の

－

羽魚漁の優勝旗

近現代

－２０７－



進
出
は
、
関
係
者
に
と
っ
て
全
く
の
未
経
験
の
分
野
で
、
創
業
当
初
は
先
進
地
で
あ
る
鹿
児
島
県
串
木
野
漁
協

の
斡
旋
に
よ
り
、
当
地
の
指
導
船
員
に
乗
船
し
て
も
ら
う
一
方
、
Ｅ
見
浦
の
優
秀
な
青
年
を
乗
り
込
ま
せ
、
操

業
を
開
始
し
た
。

　
漁
船
は
、
三
見
丸
第
一
、
第
二
、
第
五
。
第
六
、
第
八
、
第
十
一
で
あ
っ
た
。
第
八
以
外
は
新
造
し
て
乗
り

継
い
だ
。
船
型
は
第
一
と
第
二
が
三
十
八
ト
ン
型
、
第
五
と
第
八
が
四
十
八
ト
ン
型
、
第
六
と
第
十
一
が
六
十

ト
ン
型
で
、
第
十
一
は
鋼
船
で
冷
凍
能
力
を
装
備
し
て
い
た
。

　
基
地
は
串
本
港
で
、
主
要
水
揚
げ
港
が
清
水
港
で
あ
り
、
同
港
が
実
質
の
基
地
で
あ
っ
た
。

　
漁
場
は
。
暖
流
に
乗
っ
て
北
上
す
る
ま
ぐ
ろ
類
を
追
っ
て
、
西
は
比
島
東
沖
か
ら
沖
縄
付
近
、
日
本
近
海
を

北
上
し
、
金
華
山
か
ら
青
森
県
八
戸
沖
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
赤
道
付
近
で
も
操
業
し
た
。
魚
種
は
、
と
ん
ぼ
、

ば
ち
、
き
は
だ
、
め
か
じ
き
、
ま
か
じ
き
、
く
ろ
か
わ
か
じ
き
、
し
ろ
か
わ
か
じ
き
や
ほ
ん
ま
ぐ
ろ
な
ど
。
一

匹
の
大
き
さ
は
、
と
ん
ぼ
が
Ｉ
〇
～
一
五
キ
ロ
、
ほ
ん
ま
ぐ
ろ
が
二
〇
〇
～
三
〇
〇
キ
ロ
で
あ
っ
た
。

　
漁
獲
水
揚
げ
高
は
、
一
航
海
最
高
三
十
八
ト
ン
型
で
Ｉ
、
〇
〇
〇
万
円
を
記
録
す
る
な
ど
、
漁
業
自
体
の
採

算
は
採
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
座
礁
、
沈
没
と
い
う
大
き
な
事
故
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
契
機
に
断

念
し
、
昭
和
五
十
年
三
月
こ
の
事
業
は
廃
業
に
至
っ
た
。

２０８　－



２０９　－

一
　
定
置
網
漁
業

　
定
置
網
漁
業
は
、
近
世
中
期
の
項
で
述
べ
た
「
大
敷
網
代
場
三
ヵ
所
」
と
あ
る
よ
う
に
古
く
か
ら
続
い
て
い

る
漁
法
で
。
三
見
浦
に
と
っ
て
は
、
経
営
上
重
要
な
漁
業
の
一
つ
で
。
隆
盛
を
極
め
た
時
期
も
あ
っ
た
。

　
定
置
に
は
、
大
型
定
置
と
小
型
定
置
が
あ
っ
て
網
代
（
漁
場
）
は
。
大
型
定
置
は
鯖
島
の
東
側
が
漁
場
で
、

仏
島
大
敷
と
呼
ん
だ
。
小
型
定
置
は
、
鯖
島
の
江
取
、
地
先
の
双
又
、
次
網
、
新
網
、
新
網
代
、
中
網
、
黒
島

の
七
統
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
小
型
定
置
を
地
の
大
敷
と
呼
ん
だ
。

　
昔
は
漁
業
行
使
（
漁
場
使
用
権
利
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
行
使
料
が
組
合
経
営
の
大
き
な
収
入
源
で
あ
っ
た
が
、

時
代
が
変
わ
り
一
部
弊
害
等
も
あ
っ
て
中
止
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
小
型
定
置
は
下
火
と
な
り
、
平
成
十
五

年
に
最
後
の
一
統
も
廃
業
し
た
。
大
型
定
置
は
実
行
組
合
経
営
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
三
年
の
阿
武
・
萩
十
四

漁
協
の
合
併
に
と
も
な
い
、
同
十
五
年
に
合
併
漁
協
に
売
却
し
、
実
行
組
合
は
解
散
し
た
が
、
大
敷
は
そ
の
ま

ま
合
併
漁
協
の
経
営
で
三
見
の
漁
民
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

－

近現代

一
　
そ
の
他
の
漁
業

　
漁
業
種
別
で
は
こ
の
他
に
、
対
馬
イ
カ
釣
漁
、
地
元
八
田
網
な
ど
三
見
浦
を
あ
げ
て
の
漁
業
も
あ
っ
た
が
、



－２１０　－

漁
業
資
源
の
減
少
か
ら
廃
業
と
な
っ
た
。

　
三
見
浦
で
は
昔
か
ら
漁
業
種
別
に
よ
っ
て
各
種

団
体
が
組
織
さ
れ
う
ま
く
機
能
し
て
い
た
。
現
在
、

沖
建
網
団
体
七
隻
、
底
曳
団
体
八
隻
、
潜
水
団
体

十
隻
、
地
先
団
体
二
十
六
隻
の
四
団
体
が
あ
り
、

地
元
で
の
漁
業
の
み
に
な
っ
た
が
。
漁
業
種
別
団

体
制
度
は
今
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
漁
業
種
別
。
年
間
総
生
産
高
は
表
４
１
の

と
お
り
で
あ
る
。

　１８４０

（天保１１年）

　１９３３

（昭和８年）

　１９４６

｛昭和２１年）

　１９５５

（昭和３０年）
　１９７５

（昭和５０年）

　１９８５

（昭和６０年）

　１９９５

（平成７年）

　２０００

（平成１２年）

大敷網漁 岨大敷網 大　敷 大敷網 大敷網 大敷網 大敷網 大敷網

小あみ漁 蜘落網 落　網 落網（広島）落し網 落　網 落　網 瀋　網

長縄漁 坪網漁 壷　網 壷　網 つぼ網 煮　網 壷　網 壷　網

小釣漁 短流刺網 岨流漁 短波刺網 小型咸曳網 建　網 沖建網 沖建網

算火漁 蜘建網 磯建網 磯建網 沖建網 小型底曳網 磯建網 磯建網

鉾　漁 羽魚流網 嗜船底曳績 折　網 磯建網 一本釣 小型底曳網 吊哨底曳網

飛魚網 遠洋延縄 飛魚涜刺網 飛魚刺網 延　繩 飛魚刺網 飛魚刺網

延縄漁業 八田網 延　繩 一本釣 その他刺網 一本釣 一本釣

地曳網 艦船曳網 一本釣 延　繩 採ｎ．採藻 廷　縄 延　縄

磯貝漁 フク延網 採貝、採藻 その他 その他刺網 その他刺網

アミ曳網 その他漁業 その他漁業

地曳網 採貝、採藻採貝、採藻

・本釣

鯖　釣

蛸　壷

鉾　突

Ｍ１１ｎ巾 ９４０ ６０８
年妓生雌「円Ｉ ９１．０００９２３．０００４２，０８５加０２５０β８０．０００３８４０劇斑１０３５０ぷ明００２７３，７０５，０００

三見浦漁業種別総生産額表４１

　
近
世
後
期
の
項
で
三
見
浦
漁
港
に
つ
い
て
述
べ

た
よ
う
に
、
三
見
浦
の
海
岸
は
自
然
の
港
と
な
る

三
見
漁
港



し
、
既
存
の
防
波
堤
の
沖
に
二
重
に
総
延
長

．
．
四
七
メ
ー
ト
ル
の
石
積
み
の
防
波
堤
を
完

成
し
た
．
．
Ｌ
費
総
額
叫
．
．
、
八
八
九
円
す
べ

て
地
元
負
担
で
収
糾
ん
だ
．
昭
和
四
十
年
代

に
は
、
船
舶
の
大
型
化
に
と
も
な
い
港
内
が

狭
く
な
っ
た
た
め
、
二
重
の
防
波
堤
で
あ
る

沖
波
止
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
嵩
卜
げ
し
、
内

２１１

湾
形
で
な
く
、
漁
船
を
係
留
す
る
港
か
な
か
っ
た
。

　
漁
港
と
し
て
の
整
備
は
、
図
１
の
よ
う
に
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
引
き
継
が
れ
た
が
、
本
格
的
な
漁
港
と
し

て
の
整
備
は
、
昭
和
八
年
九
月
四
日
の
津
波
の
よ
う
な
高
波
に
よ
る
大
惨
事
が
契
機
と
な
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
防
波
堤
の
　
　
部
と
順
堤
の
貨
部
が
崩
壊
し
、
船
舶
の
ほ
と
ん
ど
が
破
壊
、
沈
没
。
漁
具
の
損
傷
、

流
失
も
は
な
は
だ
し
く
漁
師
九
″
ロ
が
水
死
し
た
。
高
波
は
浦
集
落
の
一
部
を
床
上
浸
水
、
ミ
見
川
を
海
水
が
逆

流
し
国
鉄
鉄
橋
の
下
一
尺
（
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
増
水
し
た
。
さ
ら
に
、
小
学
校
前
ま
で
に
も
達
し
た
。

　
港
の
整
備
は
昭
和
九
、
十
の
こ
力
年
を
要

近現代

三見漁港平成１６年

図１三見漁港防波堤築造年代図



－２１２　－

（西暦）年代 無動力船

　　（隻）

勤　　力　　船　　（隻）

総　数 １屯未満 １～３屯 ３～５屯 ５～１０屯１０～２０屯

（１６８８）元禄頃 ２０

（１７４０）元文５年２５

（１８５５）安政２年３８

（１９２８）昭和３年

（１９４９）昭和２４年１０２ ３９

（１９５４）昭和２９年８６ ９６

（１９６５）昭和前年３２ １０９ ３４ ４９ １３

（１９７５）昭和５０年２２ １３９ ４７ ５９ １４

（Ｌ９８５）昭和６０年１０ １４２ ４６　５８ １５ １１

（１９９５）平成７年 １２７ ５３ ４６ １２

（２００１）平成ｔ３年 １１１ ５０ ３８ １０

波
止
を
取
除
き
港
内
を
拡
張
し
た
。

　
そ
の
後
も
、
漁
港
の
安
全
な
泊
地
、
係
留
岸
壁
と

漁
港
施
設
用
地
が
課
題
と
な
り
、
漁
港
の
外
郭
北
側

海
岸
線
約
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
埋
め
立
て
、
沖
に
防

波
堤
総
延
長
約
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
張
り
出
し
、
平
成

十
年
三
月
新
漁
港
が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
二
十
七

億
円
の
内
、
地
元
負
担
額
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
一
億

円
を
要
す
る
大
事
業
で
あ
っ
た
。

漁

　
明
治
以
降
の
三
見
浦
漁
船
保
有
状
況
は
表
４
２
の
と

お
り
で
あ
る
。

船

表４２　三見浦漁船数



　
明
治
三
十
四
年
に
漁
業
法
が
制
定
さ
れ
、
同
三

十
六
年
。
。
。
見
浦
漁
業
組
今
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の

後
数
度
の
改
組
を
し
、
昭
和
こ
ト
四
年
六
月
一
二
見

漁
業
協
同
組
合
を
結
成
、
組
合
業
務
は
金
融
、
購

買
、
販
売
、
利
川
の
各
部
門
に
分
か
ね
漁
民
の
福

利
増
進
を
図
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
か
、
平
成
十
四

年
四
月
。
萩
市
、
阿
武
郡
の
各
漁
港
が
合
併
し
、

山
‐
は
ぎ
漁
業
協
同
組
合
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

そ
れ
に
と
も
な
い
名
称
が
山
口
は
ぎ
漁
業
協
同
組

合
ニ
見
支
所
と
改
称
し
た
。
三
見
浦
漁
業
組
合
代

表
者
は
表
４
３
三
見
浦
漁
業
者
・
組
合
員
は
表
４
４

の
と
お
り
で
あ
る
。

漁
業
協
同
組
合

山口はぎ漁業協同組合三見支所

近現代

２１３



西暦　年弓 代表者氏名 備　　　考
１９０１明治３４年 ，漁業法制定

１９０３ ３６年 中村牛太郎 １／１０三見浦漁業組台設立

１９０５ ３８年 中村平太郎

１９２３大正１２押 宇野松次郎 三吃浦漁業組合

１９３５昭和１０押 三浦伊八 １２／２６保証責任一見前漁業組合設立（登記）

１９３６ １１裡 横田源兵衛
１９３８ 口年 横田源兵衛 １／３１保証肖任三延滞漁業協同組合に変更｛登記）

１９４２ １７年 宇野嘉一一 ２／１７就任

１９４４ １９年 横［口源兵衛４／１８三Ｕ

１９４９ ２４年 大谷経三 三ｌ漁業協同組き設立

１９５１ ２６年 １２／３１ミ腿漁業会解散

１９５８ ３３年 唐本長一 改選就任

１９７７ ５２年 西村亀節 改選就任

１９８８ ６３乍 鈴木八寿 改選就任

１９９１平成３年中村誠二 改選就任

２００１ □年 中村誠二
平成１３年４月１ロ合併により山ロはぎ漁業協
同組合＿見支所となる（理事）

２００２ １４年 中村嘉男．７／１改選就任（理事）

表４３ 三見浦漁業組合代表者

表４４三見浦漁業者・組合員

－２１４

年度 漁業者数 ヘヘ 犬 備　　考
昭和１２年 １９８ 漁業協同組合

１５年 １９７ 泣
２０年 ２３５

組合員数 正組合員数 準組合員数 ２４年９月１日
漁業協同組合

２５年 ２６４

３０年 ２６５

４０年 ３０７ ２８８ １９

４５年 ３０８ ２０８ １００
５０年 ３２５ １９６ １２９

５５年 ３２４ ２０３ １２１
６０年 ３０１ １８３ １１８

平成元年 ２９０ １７４ １１６

５年 ２７９ １５９ １２０
１０年 ２４０ １０４ １３６

１３年 １９０ ９９ 　　　汽３年４月１日合併９１　　　　山口はぎ漁｜扁二見支所

単位：人



　
三
見
八
景
（
三
見
八
幡
宮
奉
納
献
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
勘
右
衛
門

香
林
山
晩
鐘

鐘
の
音
も
遠
く
お
も
ふ
や
八
重
霞

小
浦
帰
帆

．
雲
に
帆
の
す
は
る
気
色
や
朧
影

古
城
夕
照

謂
れ
有
る
松
の
落
葉
や
夕
日
照

厚
東
畑
晴
嵐

広
畑
や
晴
る
る
嵐
に
飛
ぶ
蛍

菅
蓋
落
雁

大
洋
を
渡
り
て
菅
に
宿
る
雁

石
丸
秋
月

文
　
　
化
　
　
財

三見八景

近現代

２１５



阿部勘右衛門句碑（萩城址）

　
　
石
丸
や
月
も
流
る
ｙ
さ
ｉ
れ
川

　
　
白
水
暮
雪

　
　
い
つ
積
る
と
も
し
ら
水
の
暮
の
雪

　
　
尾
崎
夜
雨

　
　
杵
散
る
音
が
尾
崎
の
小
夜
時
雨

　
　
明
治
千
辰
林
鐘
　
七
十
八
叟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
耕
亭
主
人
敬
白

　
註
香
林
山
＝
円
徳
寺
の
山
４

　
　
　
杵
＝
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
、
オ
オ
ナ
ラ
な

　
　
　
　
　
ど
の
総
称

　
　
　
明
治
壬
辰
＝
明
治
】
一
ト
瓦
年

　
　
　
林
鐘
＝
陰
暦
六
月

　
　
　
深
耕
亭
主
人
＝
阿
部
勘
右
衛
門
（
勘
衛
、

　
　
　
宗
義
）
有
秋
と
も
弓
す
俳
［
．
り
廻
秋

辞
世
艮
き
代
も
た
ゞ
夢
な
ら
ん
暁
の
春

阿部勘右衛門句碑（手水川）

－２１６－



　
床
並
の
ド
を
流
れ
て
い
る
三
見
川
を
ま
た
ぐ
橋
を
、
地
元
で
は
眼
鏡
橋
と

呼
ん
で
い
る
．
大
正
三
年
二
九
一
四
）
上
橋
か
ら
改
築
さ
れ
た
県
内
で
は
唯
一

大
型
の
ア
ー
チ
型
石
橋
で
、
橋
の
長
さ
は
約
ノ
．
丁
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
・
五

メ
ー
ト
ル
（
親
柱
間
）
、
水
面
か
ら
の
高
さ
約
一
三
メ
ー
ト
ル
．
石
材
に
は
安

山
岩
や
閃
緑
岩
が
陵
わ
わ
て
い
る
．

　
石
橋
に
通
ず
る
道
路
は
、
維
新
後
、
県
道
萩
・
小
串
線
と
し
て
改
修
さ
れ
、

三
見
地
区
は
明
冶
一
．
ト
六
年
に
完
成
し
た
．
こ
の
県
道
も
、
昭
和
二
十
五
年

　
二
九
五
〇
）
に
は
二
級
国
道
に
昇
格
し
た
が
、
昭
和
．
．
．
十
八
年
（
．
几
六
．
．
．
）
、

近
く
に
国
道
．
九
丿
弓
が
開
通
し
て
幹
線
道
か
ら
は
ず
れ
た
．
今
は
地
区
の

生
活
道
路
と
な
り
、
そ
の
お
陰
で
石
橋
は
取
り
壊
さ
れ
ず
に
生
き
残
っ
た
．

　
威
風
堂
々
と
し
て
曲
線
か
美
し
く
、
専
門
家
の
評
価
も
高
い
．
平
成
十
年

十
月
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
る
．

眼鏡橋平成１５年４月

三
見
橋
（
眼
鏡
橋
）

近現代

眼鏡橋大正３年峻工時
　　（鈴木隆昭氏蔵）

－２１７－



　
県
指
定
大
然
記
念
物
昭
和
五
十
五
年
ト
二
月
五
日
指

定
を
う
け
る
。

　
暖
地
性
の
常
緑
樹
で
、
口
本
海
側
に
お
け
る
分
布
の
北

限
に
近
く
、
県
内
最
大
の
大
樹
で
あ
る
の
で
学
術
的
に
も

貴
重
で
あ
る
。
樹
種
は
、
バ
ラ
科
、
サ
ク
ラ
属
。
樹
齢
は

約
九
ト
年
。
大
き
さ
は
幹
周
り
、
、
・
だ
メ
ー
ト
ル
、
樹
高
、

枝
張
り
と
も
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
。

　
名
前
は
、
木
の
成
長
と
と
も
に
樹
皮
が
剥
が
れ
黄
褐
色
に

な
る
様
子
が
、
ま
さ
に
博
打
に
負
け
た
者
が
そ
の
代
償
に
身

包
み
脱
が
さ
れ
る
様
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
と
云
わ
れ
る
。

　
傍
ら
の
石
祠
、
森
様
の
御
神
木
と
し
て
大
切
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。

吉
広
の
バ
ク
チ
ノ
キ

２１８

吉広のバクチノキ



史
年
表

三
見

－２１９－

大　延　　天　霊　和　　　　大　　　推
同　暦　　平　亀　銅　　　　化　　　古

　　十　　　　　　　　　　　　　｜・天元二　　三　元　ミ　ニ　　元　　九咀
年　年　　年　年　年　年　　年　　年

年

号

昌　ＪＩ　　大　と　タ　高　　畠　　　察

六　四　　一　五　〇　六　　五　　　一

西

暦

国　　　－・　　　　　　　　　　　立

吉蔵　　月美九　　　　　　　　　　さ鉢
野工　　‾束月　　　　　　　　　　れ多
郡権　　　町．　　　　　　　　　た寺
金現　　　長佐　　　　　　　　　　と｀
峯宮　　　登美　　　　　　　　　　伝琳
八　　　賢　　　　　　　　　　燧

り門　　　迪よ　　　　　　　　　　れ子Ｕ　　　Ｈ　　　　　　　　　　諮

別ａ　　　峠　　　　　　　　　　　鴛

｜ド１　　１

　門　　　平　　　　　　　　　　　所
　尉　　　成　　　　　　　　　　　　と
　｀　　　三　　　　　　　　　　　　し
　大　　　年　　　　　　　　　　　　て　和　　　十　　　　　　　　　　　　建

－－一

見

関

係

　　　　　改　　　　　父臣　のに琳十　　　め地　三　改　子鎌大　始聊聖百
月　　　る方　月　新　を足叱　祖く太済
二　　　　行　ト　の　洙等改　ととその
十　　　　政　日　詔　すと新　さ伝｀聖
京　　　　Ｒ　い　つい溺

斎　　　　いｉ　　　斜　贈

泌　　　　郷　都　　　入ヽ内の王

都　　　　と　　　　　鹿中　氏浜子

一

般

関

係



延建　元　弘　文建　文　寿承延大大
冗武弘　安　永久　治　水平　長　同　同

　　　　　　　　　　　　１・
こ元三　四　　一三　二　四　ｔ二五年二
年年年　年　年　年　年　年年・　年　間年

ｉ一　－－　‾・　一　丿　一　‾■
＝ごゴ　二　二－　－－　一九九　　八
炎心万　こと　ぉ　心　粂　公　ｊ　４⊇　　７

三倭延三仁
位名　喜見王
の紗式八堂
地　に　に　幡建名　美　．官立

の祢參建　と
由郡美立伝
来六“　と　えこ　郷　の伝　ら

の　の駅えれ
年　う　名　ら　る
に　ち　がれ
ゑ毎曼６

の美　る
ぽ｀

る　の
　　郷
　　名

　　が
　　見
　　え
　　る

を　　　　来　る　　　門　い開十厚様＿閑－十鎌守七　で三倭延
く－東倉弘七文１ｊ　倉護月　平月　名　喜

　月　武冪安月　永二幕　と十氏二類式
　七　美府の一の十府な三滅１－聚撰
　日　｀滅役日　役目　開　る日　已四砂上
　ｊレレド　いい

　昏急　　　百　票　　　蛮　梵

　府　る　　　襲　す　　　長　戦

－２２０－



元
中
九
年

一
三
九
二

応
永
ト
二
年

亨
徳
一
．
年

　
十
二
Ｕ
ト
三
日
僧
祥
祐
、
五
郎
左
衛
門
へ
名
Ⅲ
を
譲
与
す
る

　
ト
．
月
ト
日
鉢
多
寺
僧
祥
啓
よ
り
国
蔵
主
へ
名
田
を
譲
与

す
る

　
十
一
月
十
八
日
鉢
多
々
住
持
祥
憚
、
祥
啓
僧
へ
本
免
村
の

　
　
　
部
を
桃
隠
庵
々
敷
と
し
て
譲
与
す
る

　
桃
隠
庵
を
建
立
す
る
（
光
円
寺
の
前
身
）

　
大
内
敦
弘
、
山
口
よ
り
領
同
各
地
間
の
行
程
日
数
及
び
請

文
提
出
期
口
‥
を
定
め
る
．
一
．
一
見
は
行
程
日
数
一
‐
、
請
文
七

日
と
定
め
ら
れ
る
．

　
「
蔵
本
村
」
の
地
名
の
初
見
（
大
内
政
弘
文
書
）

　
三
月
．
一
十
七
日
人
内
政
弘
、
夢
中
に
揮
し
た
神
形
を
仏
師

播
磨
法
眼
に
作
ら
せ
、
蔵
王
権
現
官
に
安
置
す
る

　
仁
王
像
も
大
内
政
弘
の
寄
進
と
伝
え
ら
れ
る

　
ト
ｇ
五
日
鉢
多
寺
住
持
寿
嶺
、
景
悟
僧
へ
鉢
多
寺
領
名
田

を
譲
り
す
る

「
三
見
郷
」
の
初
見
（
大
井
八
幡
宮
文
書
に
よ
る
）

文
和
元
年

正
平
十
二
年

　
六
月
二
十
『
口
大
内
弘
世
、
厚

東
氏
を
滅
ぼ
し
長
門
守
護
と
な
る

　
閑
十
一
Ｕ
．
が
日
南
北
両
朝
合

．
す
る

一
三
五
二

．
三
五
八

文
明
元
年

延
徳
三
年

Ｊ
四
六
九

一
四
九
、

明
応
六
年

一
四
九
七

－２２１－

一
四
〇
石

一
四
五
四

寛
正
二
年

．
四
六
一



　　　　弘　　　　　　　　　天　　　　天

　　　　治　　二　　　　　　文　　　　文

　　　　　　　　十　　　二　　十三　元　　三　　　１－　二　六　　モ
年　年　　年　　　年　　年　年　年

一　－　　‾■　　　‾■　　一　－－ゝ　－
会　哭　　会　　　会　　畠　吾　石

七　五　　　　四　　　一　　三　モ　ｉ

　・内　　　　止し　　せ亀　　　　郷　来
○十に十　　　す｀三　て元大　　　　。一　て公
石－・一一　　　る須月　僧年内　　　　玉月　禅家
をＪｊＯ月　　　よ子八　長一義　　　　江八宗山

宛｜’石十　　　ぅ氏日　賓五隆　　　　一日　称本
行五を一　　　命所　　に○｀　　　　六　泰三
判　１沿　問

　；川Ｕ白川

　果　志　　　　卵　　峠　　　　夥　μ

　旦　彗　　　　畜詔　　峠　　　　縁　悶

　見　に　　　　　　　侵少　　下の　　　　れ　の｀
　郷　三　　　　　　　　害輔　　知地　　　　た　前三
　内　見　　　　をに　　にを　　　　　玉　身見　に　郷　　　　停対　　任文　　　　井　一に

と長長　　厳　　　　一　内　　’溺四　　　　萍　栄

大仁ご　　　　紺青　；吉

　手引Ｕ且

－２２２－



慶　文　　　　　　　　　　天　天　元　永
長　禄　　　　　　　　　　止　正　亀　禄
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文　応　　　　応　　　　　安　　水　　　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十元　三　　　　二　　　　　三　七　二　九　元
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　事　　年　一　手　れ開　る　れ　字　立
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２３３　－



　　　　　　　　　　　大　　　　　　　　　　　明
　　　　　　　　　　　正　四　四　　　て　　胞

十　十　　　　　　　十　十　四　十　　２
四　二　七　７ｉ　三　四　三　十　七　　寅
年　年　年　年　年　年　年　年　年　　年

　・　一　一　一　一　　●　一　一　一　　－
九　九　九　九　九　九　九　九　九　　九
二二　　ー　　一　一　－　○　○　　○
五　Ξ　八　六　四　一　〇　七　四　　三

　　　　　　れ　に　　　　　　　　れ三四　　三　三　る三　着こ　　　　　　　る｜‘一
見月　　月　見　見　手月　　　　　　　　月月
駅三　　一　に　橋　し一　　　　　　　　一十
か日　　Ｈ　電　一　｀日　　　　　　　　日日
開｀　　ご　灯　眼　大バ　　　　　　　　｀｀設萩　　　’が　鏡　止河　　　　　　　　光三川口§　Ｕ

岱　　諺　　　なｌ　剱　　　　　　　　リ

が　　前　　　　　　｜　す立　　　　　　　　豆す
四　　き　　ぶり　　　　　　Ｐ
蓄　　翌　　　Ｍ　７　　　　　　　　註

　　　Ａ　　霖　生　　　　菜

　　　る　　　さ　事　　　　　　　　さ

　　　　　　　　　約　六
関　　　　第　　　に八　年小　二
東　　　　・・　　　同月　゛学　月
大　　　　次　　　印二．校　十
震　　　　　陳　　　す十　令　日
災　　　　界　　　　　　る二　　改　日
゛台　∩１

　　　　　　　　　　併　教　る
　　　　　　　　　　条　育

－２３４－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭

｜’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和

‘．　　１‘　九　八　七　六　五工　　　連
年　　年　単　年　年　年　年　年　　　年

＿　　　　＿　一　．一　一　一　　　一

九　　九　九　九　九　九　九　九　　　九

ゴ　　ご　　．・　ご　ご　ご　ゴ　一　　　一
己　　云　面　互　二　二　己　八　　　夭

権川　称　　合　堤　　　　線　　　を　転
斟７７　斟丿　瓢　岫　　器Ｕ　馨駄昌

も｀ト　る月こ　｀‘．舶四　　寺　事二　察　る月る月類中三　二ろ　改十　｀日　　　　か　　故十　讐　二　一
焼は４日　　｜・＝　称八　漁ヽ　ニ　が八　三　　ト　日

　贈　ド　昌　討　　裂　１２　な　讃　；

　手込　設　　売　亡被　　築　２　　　　　電　江
　水｀　立　　利　すり　　さ　４ｉ　　　話　尻
　川手　　｀　　用　る防　　わ　－　　業　に
　の水　改　　組　波　　る　脱　　　務　移

０
ド

－２３５－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭
二　二　　　　　　　　　　　　　和
十　十　二　十　　十　十　十　　十
二　一　ト　九　　六　四　三　　二
年　年　年　年　　年　年　年　　年

一　　　．一　　＿　＿　＿　　　．

九　九　九　九　　九　九　九　　九
四　四　四　四　　四　三　三　　三

七　六　五　四　　一一　九　八　　七

　併　れ　　　　　　　　　　　　　　　一三設五る四四　　　　三三　三こ　モ　保　潮○十

見‾月　月月　　　　　見見　月月　月　証　音番月
八　一三一　　　　農漁　一一　一　責　寺地二
幡　日　十日　　　　　業業　日日　日　任　本に十宮　｀　日｀　　　　会会　　｀ゴ　｀　三　堂移－

が　三　｀三　　　　設設　三二　郵　見　再転日
三　見河見　　　　立立　見易　便　浦　建新ヽ
宍談跡　　　　ぬ　赳　鴛　蛮ｎ頃

幡　巾　，校　　　　称称　学霖　電　協　る郵
宮　学氏に　　　　　ささ　校局　話　同　　便
に　　校　山改　　　　れれ　にぷ　交　組　　局
霖雲雌　　　　るる　　峠塁息　ぶ

兵　音鱈　　　　　　　　諸　７　熹　　延

る　れ　逗　　　　　　　　る局始　改　　よ
　　る　　　　　　　　　　　に　め　称　　り　　バ　　　　ド｛　只

　　に　さ　　　　　　　　　る　　　　　四

Ｊ。禁札　　晨Ｉ．
ｍ即ト

§≒　Ｒ吏　日

公　制　　　戦　　　　争奪　の　　　争　　　　始

－２３６－



二
十
五
年

二
十
六
年

一
九
四
九

．
九
五
〇

．
九
五
一

　
．
月
ト
五
日
、
三
見
中
学
校
が
石
丸
二
、
四
七
．
ｈ
ｌ
．
番
地

に
完
成
す
る

　
ト
ー
一
月
六
日
、
三
見
中
学
校
が
火
災
に
よ
り
本
館
、
付
属
円

棟
を
焼
失
す
る

　
七
月
一
日
ご
二
見
巡
査
駐
在
所
に
改
称
さ
れ
る

　
八
月
一
．
十
四
‐
、
．
」
見
中
学
校
が
再
建
さ
れ
る

　
三
見
村
勢
要
覧
が
編
集
さ
れ
る

　
十
．
月
十
‐
、
三
見
火
葬
場
が
城
山
に
闘
設
さ
れ
る

　
三
月
．
日
ご
二
見
村
、
大
井
村
、
六
島
村
、
見
島
村
が
萩
市

に
合
併
、
萩
市
．
．
．
見
と
な
る

　
三
見
村
役
場
が
萩
市
役
所
」
見
支
所
と
な
る

　
二
月
四
日
、
中
学
校
の
屋
内
体
操
場
が
竣
工
す
る
（
一
〇
四
坪
）

　
四
月
．
日
、
萩
市
役
所
三
見
支
所
が
萩
市
役
所
三
見
出
張

所
と
改
称
さ
れ
る

朝
鮮
戦
争
始
ま
る

一
九
四
八

昭
和
二
十
三
年

　
二
見
農
業
協
同
組
合
が
設
立
、
改
称
さ
れ
る

　
三
見
胃
年
学
校
を
廃
止
し
、
一
一
‘
兄
公
民
館
が
設
置
さ
れ
る

　
三
見
漁
業
協
同
組
合
が
設
立
、
改
称
さ
れ
る

　
三
兄
中
学
校
が
独
立
校
舎
を
二
ヶ
年
継
続
事
業
と
し
て
建

段
を
開
始
さ
れ
る

　
八
月
シ
ャ
ー
プ
勧
告
を
発
表

す
る

一
ト
四
年

三
十
年

、
九
五
四

一
九
五
五

一
九
五
六

一
九
五
七

一
．
．
十
一
年

二
十
一
．
年

朝
鮮
休
戦
協
定
な
る

テ
レ
ビ
放
送
始
ま
る

一
九
五
三

一
．
ｉ
八
年

二
十
九
年

－２３７－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭四　四　四　　三　　　三　三　三　　モ　　狗
｜一　十　十　　十　　　Ｉ一　十　十　十　　＝
五　四　一　　九　　　八　六　五　四　　古
年　年　年　　年　　　年　年　年　年　　毎

一　一　　　　一　　　一　　　－　・　　一
九　九　九　　九　　　九　九　九　九　　九
七　六　六　　六　　　六　六　六　五　　五

〇　九　六　　四　　　三　一　〇　九　　八

　　　　　　　地　さ　　　　　　三　す四　　三　　一　区六れ五　．・七　十五　見八　る仁萩
月　　月　　月　を月る月　筧月　月月　駅月　王巾’
十　　　｀　　二　中十十　地脂　一十　間一　堂立
四　　飯　　十心日　四　区日　日日　に日　を三日、　　　　茸　　盲ド日、長谷‰　ｎ

小　　校　　　｀　レ見　河　め学　阿見　。丸　し育
垂　　寮　　いい　該　Ｈ　Ｕ　ｊ

レド巾川州

更　　　゛Ｈ　口口１　い

１　　リレ呂口

　　　開ア　　東か束　　　　　　　　　　　　　関否　　ＩＩ賢　　　　　　　　　　　　　｜μ
十　　新　リ　　　　　　　　　　　　　ン

４　など　　　　　　　　　　足
昌　間ヴ　　　　　　　　　　回
ｌ　ｌＸ　　　　　？

め　　　　ぷ

－２３８－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭五　五　五　五　五　　　　四　　　　四　和
十　十　十　十　　｜‘　　五　十　　　　十　？
七丘　四　二　　ー　　｜・　九　　　　七　六
年　年　年　年　年　　年　年　　　　年　年

一　一　一　一　一　　　・一　　　　一　一
九　九　九　九　九　　九　九　　　　九　九
八　八　七　七　七　　七　七　　　　七　七
二　〇　九　八　六　　五　四　　　　二　・

　　　　　　　　　さ　に　　一　る　式　す
三　吉　三　二　れ八　移三九　戸二　十と三る三　三
見　広　見　見　る月　転見月　が月　一な月　月　見
漁　バ　駅　小　二　新郵二　ｔ十　月る二・　漁
村　ク　が　学　十築便日　焼・十十　日　港
セ　チ　民　校　七　さ局｀　す日　三　四　｀　の
ン　ノ　間　に　日　れが山　る゛　日　日　ミ　内
タ　キ　委　プ　　｀　る石口　三　　ヽ｀　見　波Ｔ　　か　　託　１　　河　丸県　見　ゴ　三　港　止

が県　と　　ル　　　村　ご議　膚　豆　見　の　を
新指　な　が　　　建　゛会　で　警　市　西　取
に　リ　市　諸　氷　ｎ　け

る　記　　る　　　口　　　　か村　発　　　在　局　灯　港
　　昏　　　　ｌ　鰐　ミ　い　Ｕ

　　指　　　謡　弓　ち　笑し１雲Ａ

　　貰　　　　　Ｍ　胤　ｉ　いい

　　る　　　　就　のる　焼　さ　ヤ　点　　　　　　　　　　任　一　　　ヽれ　ル　灯

沖７

本Ｓ

否

２３９　－



　　　　　　　　　　　　　　平　　　　　　　　昭　　　　　　　　　　　　　　成　六　　　　　六　和

十　　　八　七　二　元　スｔ　　　　生　早

年　　　年　　年　年　４毎　　　毎　奈

一　　　一　一－一一　一　　　　一　一
九　　　九　九　九　九　九　　　　　九　九
九　　　九　九　九　八　八　　　　八　八

八　　　六　五　〇　九　八　　　　　七　四

四三三　学二業三　な四　二　　四　十翌畜二き一　塑十
ッｊ竹ｕ　竺学　　早計建学昌

¨ヽＰ　門唱　古昔　　吉錨亘昌り

影以夏　霊悶　ｊ　ｉｊ　　ｊ　肘　いづ　苑

野川リｏ　ｌ川州

゜　　ド　ド　　い　に　Ｒ

消　　　　　　国；　　Ｓ

刄　　　　　　化

実　　　　　　Ｊ
施　　　　　　Ｒ

　　　　　　　　　　七
　　　　　　　　　　社
　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　分
　　　　　　　　　　割

－２４０　－



二
〇
〇
一

一
．
０
０
一

　
　
ト
．
．
年

平
成
十
三
年

平
成
十
年

　
　
十
．
一
年

　
十
月
九
日
ご
二
見
橋
（
眼
鏡
橋
）
が
国
の
登
録
有
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
る

　
三
見
巾
央
圃
場
整
備
事
業
が
行
わ
れ
る

　
十
月
一
一
十
七
日
、
県
道
「
新
規
（
新
）
三
見
橋
Ｉ
蔵
本
」
認

定
さ
れ
る

　
．
ス
見
漁
業
協
同
組
合
が
阿
武
・
萩
十
四
漁
協
と
合
併
し
、
山

ロ
は
ぎ
漁
業
協
同
組
合
．
．
．
見
支
所
に
改
称
さ
れ
る

　
三
月
二
卜
七
日
、
県
道
を
市
道
に
変
更
（
三
見
市
－
駅
通
）

さ
わ
る

　
五
月
、
県
道
の
道
桃
新
石
丸
橋
架
殺
さ
れ
る

　
六
月
一
‐
、
三
見
市
世
農
飲
雑
川
水
整
備
事
業
が
行
わ
れ

る　
二
月
一
日
、
市
道
を
県
道
に
変
更
さ
れ
る
．
祁
新
規
（
中

山
－
新
石
丸
橘
）

　
三
川
一
日
、
．
、
．
見
小
・
中
学
校
併
設
校
舎
等
、
屋
内
運
動
場

が
新
設
さ
れ
る

　
四
月
よ
り
授
業
か
開
始
さ
れ
る

　
十
二
月
一
．
十
五
口
、
明
石
農
業
集
落
排
水
施
般
整
備
事
業

が
行
わ
れ
る

　
三
月
、
山
陰
高
速
道
路
飯
井
第
二
ト
ン
ネ
ル
工
事
着
工
す

る　
九
川
一
一
十
．
一
日
、
河
村
建
大
氏
文
部
科
学
大
臣
に
就
任
さ

れ
る

．
九
九
八

こ
○
○
○

一
．
０
０
三

ト
五
年

十
同
年

一２４１　－

一
一
〇
〇
二



斗 ル　｜　む リットル（ぞ）

１ １０　　１　１００ 約１８

町 反 坪 アール（ａ）平方メートル（㎡）

１ １０ ３，０２５約１００ 約１０，０００

（重さ）

貫 匁 キログラム（ｋｇ）

１ １，０００ ３．７５

参
考
文
献

　
防
長
地
ト
上
申
・
同
村
絵
図

　
防
長
寺
社
由
来

　
阿
武
郡
当
嶋
＝
．
見
村
土
風
（
阿
武
又
右
衛
門
編
纂
）

　
防
艮
風
土
注
進
案

　
諸
郡
書
出
し
（
三
見
浦
文
書
）

　
郡
中
大
略

　
二
見
宿
方
仕
組
米
銀
預
根
帖

　
山
］
県
風
土
誌

　
萩
市
史

　
萩
市
誌

　
萩
市
史
年
衣

　
山
口
県
文
化
史
年
表

　
光
円
寺
文
書

　
二
見
村
勢
要
覧
（
二
見
村
役
場
．
編
纂
）

　
第
八
二
号
「
見
村
史
（
三
見
村
行
政
文
書
）

　
．
二
見
浦
郷
ｈ
史
（
吉
村
亀
雄
著
）

　
三
見
農
業
協
同
組
合
事
業
報
告
書

　
「
見
漁
業
協
同
組
合
業
務
報
告
書

　
山
［
県
小
学
校
の
系
譜

　
萩
市
立
二
見
小
学
校
沿
革
史

　
萩
市
立
三
見
中
学
校
沿
革
史

間 尺 メートル（ｍ）

１ ６ 約１．８１
（面積）

－

（体積）

｛長さ｝

－

計量単位換算表

－２４２－



あ
と

が

き

三
位
ふ
る
さ
と
史
の
会
代
表

　
　
　
　
中
　
　
村

　
は
じ
め
に
、
今
回
「
三
見
の
歴
史
」
発
刊
に
際
し
ま
し
て
各
方
面
か
ら
絶
大
な
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
、

編
集
者
一
同
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
三
見
の
ふ
る
さ
と
史
を
作
成
し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
ｈ
つ
た
の
は
平
成
三
年
「
見
中
学
校
長
上
原

明
先
生
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
、
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
「
三
見
ふ
る
さ
と
史
」
で
あ
り
ま
し
た
。

　
既
に
、
光
円
寺
第
ニ
ト
世
住
職
、
元
三
見
公
民
館
艮
阿
武
秀
道
さ
ん
か
古
代
、
中
世
、
近
世
に
つ
い
て
ま
と

め
ら
れ
た
原
稿
か
あ
り
ま
し
た
。

　
当
初
、
こ
の
会
は
編
集
懇
談
会
の
名
前
で
、
構
成
メ
ン
バ
ー
は
中
学
校
長
。
教
頭
、
育
友
会
三
役
、
公
民
館

長
、
主
事
。
光
円
寺
住
職
、
う
。
田
八
幡
営
々
司
各
氏
に
よ
る
メ
ン
バ
ー
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
わ
た
し
も
郷

土
の
歴
史
に
興
味
、
関
心
が
あ
り
二
回
目
の
会
合
か
ら
仲
間
人
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
同
会
は
、
原
稿
の
読
み
合
わ
せ
。
見
直
し
と
現
地
研
修
を
重
ね
て
い
ま
し
た
か
、
平
成
六
年
ご
ろ
か
ら
自
然

に
中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

芳
　
　
生



　
再
開
の
話
が
持
ち
上
っ
た
の
は
、
平
成
十
。
五
年
、
田
中
親
明
公
民
館
長
さ
ん
の
音
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

　
「
三
見
の
歴
史
」
を
発
刊
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　
発
刊
に
際
し
て
一
番
の
課
題
は
何
と
い
っ
て
も
印
刷
に
係
る
予
算
で
あ
り
、
わ
た
し
ど
も
の
会
で
い
ろ
い
ろ

と
話
し
合
い
を
重
ね
た
結
果
、
三
見
地
区
各
穐
団
体
連
絡
協
議
会
の
ご
配
慮
に
よ
り
予
算
の
見
通
し
が
立
ち
、

会
員
一
同
ほ
っ
と
し
て
編
集
作
業
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
三
見
地
区
は
他
市
町
村
と
比
べ
て
、
顕
著
な
歴
史
上
の
史
跡
、
文
化
財
に
恵
ま
れ
な
い
上
、
史
料
が
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
幸
い
に
も
熱
心
に
史
料
収
集
さ
れ
た
阿
武
秀
道
さ
ん
が
ま
と
め
ら
れ
た
原
稿
に
、
近
現
代
を
加
筆
し
て
い
た

だ
き
、
編
集
同
人
そ
れ
ぞ
れ
が
地
区
の
方
々
か
ら
の
貴
重
な
ご
提
言
、
ご
助
言
を
い
た
だ
き
、
近
現
代
の
部
分

に
加
筆
補
充
し
ま
し
た
。

　
編
集
に
当
っ
て
は
、
全
く
の
素
人
集
団
で
あ
り
行
き
先
不
安
で
あ
り
ま
し
た
。

　
幸
い
に
も
「
マ
シ
ヤ
マ
印
刷
」
阿
武
さ
ん
、
中
野
さ
ん
の
適
切
な
ご
指
導
に
よ
り
発
刊
に
至
り
ま
し
た
。
両

氏
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
十
七
年
「
月
六
日
一
市
、
。
町
四
村
の
合
併
と
い
う
歴
史
の
大
き
な
節
目
の
年
に
「
三
見
の
歴
史
」
が
発

刊
で
き
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
大
き
い
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
「
三
見
の
歴
史
」
が
皆
様
の
お
役
に
立
ち
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
平
成
十
七
年
そ
月



三
見
公
民
館
桧
画
較
室

米
原
祥
．
二

三
村
直
充

阿
武
秀
道

大
正
七
年
十
二
月
ト
ニ
ロ

昭
和
十
二
年

昭
和
ト
二
年
～
昭
和
十
三
年

昭
和
ト
三
年
～
昭
和
．
．
ト
．
年

昭
和
一
．
十
五
年
～
平
成
四
年

昭
和
二
十
七
年
～
昭
和
二
十
一
年

昭
和
．
一
‘
十
二
年
～
平
成
二
年

出
生

萩
中
学
校
卒
業

武
蔵
野
高
等
無
線
電
信
学
校

船
舶
無
線
通
信
士

光
円
寺
住
職

三
見
剔
・
萩
市
教
育
委
員

～
見
公
民
館
館
長

，・・ｄ

著
　
者
　
略
　
歴

表
紙
絵
（
眼
鏡
橋
）

裏
表
紙
書
（
三
位
）

写
真
撮
影三

見
の
歴
史

鈴
木

．
’
一
‘
村

降
昭

直
充

円
中
親
明

柳
井
明
彦

（
五
十
音
順
）

発
行
日
ｆ
成
十
七
年
三
月
六
日

著
者
阿
武
秀
道

編
集
．
こ
位
ふ
る
さ
と
山
の
会

発
行
者
一
．
見
地
区
各
種
団
体
連
絡
協
崩
会

　
　
　
　
〒
七
五
九
１
三
七
一
二

　
　
　
　
山
口
県
萩
巾
三
見
．
．
二
九
二
の
．

　
　
　
　
（
萩
市
三
見
公
民
館
）

電
話
○
八
．
ｉ
．
八
（
．
一
七
）
Ｏ
Ｏ
Ｏ
四

印
刷
㈲
マ
シ
ヤ
マ
印
刷

　
編
　
集

中
村
芳
生

巾
川
　
勉

山
根
　
勉

同
　
人



（昭和３０年萩市に合併前）ト
平

三見村全圖

　　　－
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ｋ、
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頁｜行 誤　　　｜　　　正

７８ へんぴな町で へんぴな所で

９１１３（約１，邸ｏメートル） （約９．６キロメートル）

１２６５１藤田長衛門 藤ＦＩ限右衛門

１６１ １０ Ｌ内免１蔵本ミ五二モの一）中内免（蔵本モ五四六）

２ｏ２ド　　　　　　　　　　　　｜１Ｅ組合入、準組合人　　　｜止組合員｀準組合員

２３１≒ｏ東西に破砕用 東西に波砕川

２４０７１修｜日する 復』日する

「三見の歴史」正誤表

ｊ
ｊ
ｊ

－
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